
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己点検・評価報告書 

－学校教育法第109条第１項に基づく自己点検・評価－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

 

北陸先端科学技術大学院大学 



○学校教育法第 109 条第１項

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該

大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」とい

う。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 



自己点検・評価にあたって 

１ 自己点検・評価の背景と経緯 

大学における自己点検・評価の実施は、平成３年の大学設置基準の大綱化に伴い努力義務化さ

れ、平成 11 年の大学設置基準の改正により義務化された。その後、平成 14 年の学校教育法の改

正により、大学の自己点検・評価の実施及びその結果の公表については、従来の大学設置基準等

から学校教育法において規定されることとなった。 

また、学校教育法の改正により、すべての大学が平成 16 年４月から文部科学大臣の認証を受

けた認証評価機関による評価を受けることとされ、さらに、時を同じくして国立大学法人化に伴

い、国立大学法人は文部科学省国立大学法人評価委員会による評価を受けることとなった。 

このような状況の下、本学では、これら３つの評価（自己点検・評価、大学機関別認証評価

（以下「認証評価」という。）、法人評価）及び自己点検・評価結果の学外者による検証の実施

について、学則及び大学評価に関する規則に規定するとともに、その実施体制として大学評価委

員会を設置し対応してきた。 

自己点検・評価については、平成２年 10 月の創設以降、全学的な自己点検・評価を５回実施

（平成９年度、平成 11～12 年度、平成 17 年度、平成 23 年度、平成 26 年度）し、今回が６回目

の自己点検・評価となる。今回の自己点検・評価は、平成 28 年度に策定した大学評価実施計画

（平成 28～33年度）に基づき実施したものであり、その基本的な考え方は以下のとおりである。 

（１）評価作業の負担を軽減するため、自己点検・評価、認証評価及び法人評価を効率的・効果

的に進める。

（２）認証評価は、平成 31 年度に大学改革支援・学位授与機構で受審する。

（３）自己点検・評価は、平成 31 年度の認証評価に対応する「全学的な教育活動を中心とする

自己点検・評価」を平成 29 年度に実施する。

（４）平成 29 年度に実施する「全学的な教育活動を中心とする自己点検・評価」は、平成 31 年

度に受審する認証評価機関の定める大学評価基準に沿って実施し、その結果について、平

成 30 年度に学外者による検証（外部評価）を実施する。

２ 自己点検・評価の実施 

 上記大学評価実施計画の基本的な考え方に基づき、大学改革支援・学位授与機構の定める認証

評価の「大学評価基準」及び「自己評価実施要項」に沿って、自己点検・評価を実施した。自己

点検・評価作業については、大学評価委員会に置かれている大学評価ワーキンググループを中心

に、本学の現状に関する情報収集・分析及び自己点検・評価報告書素案の作成を行い、大学評価

委員会が本報告書として取りまとめた。自己点検・評価のプロセス、学内の自己点検・評価のフ

ロー及び作業経過は、参考資料１～３のとおりである。

今回の自己点検・評価の特徴は、自己点検の実施過程で改善を要する点が明らかになり次第、

大学評価委員会で改善を要する点をまとめ、関係委員会・組織等へ速やかにフィードバックし、

改善に取り組んでいる点である。 

なお、平成 29 年度中に改善された点は、本報告書に反映させている。 



 

 

次に本報告書を御覧頂く際の留意事項を示す。 

・平成 29 年３月に大学改革支援・学位授与機構が公表（平成 29 年３月改訂）した大学評価基準

及び自己評価実施要項に沿って自己点検・評価を実施した。 

・大学評価基準の観点のうち、本学に該当しない観点は割愛したため、観点の番号の一部が欠番

となっている。 

・原則として、平成 29 年７月現在の状況を対象としている。ただし、必要に応じて、平成 29 年

度末現在の状況も対象とし、また、平成 31 年６月の認証評価に係る報告書の提出までに実施

が予定されているものは、予定として記載している。 

・資料・データ等は、原則として、推移をみるものは過去５年間（平成 24～28 年度）分、員数

は平成 29 年５月１日現在の資料・データ等を対象とし、必要に応じてその後に入手したデー

タも取り入れている。 

 

 

３ 今後の予定 

 自己点検・評価の結果について、平成 30年度に学外者による検証を行い、その結果も踏まえ、

平成 31 年度の認証評価に臨む所存である。 

今回の自己点検・評価を本学の更なる改善・改革の契機とし、引き続き教育研究水準の向上に

努めていきたい。 

 

 

最後に、本報告書を広く公表することにより、学内外の関係者に本学の教育活動の状況を御理

解いただき、多方面から御指摘・御支援をいただければ幸甚である。 

 

 

 

平成 30 年３月 

大学評価委員会委員長 

学 長  浅 野 哲 夫 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅱ 基準１～１０の自己評価 

（参考資料１） 

 

自己点検・評価のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 目的の記載 

大学の目的の記載 

① 観点ごとの分析 

 

②優れた点及び改善を要する点の記述（基準ごと） 

○観点に係る状況 

 現在の活動状況（必要に応じて過去にも遡及）を記述 

○分析結果とその根拠理由 

 「観点に係る状況」についての分析結果とそれを導いた理由を

記述 

基準ごとに、観点の分析の中から目的を踏まえて、特に重要と

思われる点を抽出して記述 

 

Ⅲ 自己点検・評価報告書の作成 

自己点検・評価報告書の構成  

Ⅰ 大学の現況及び特徴 

Ⅱ 目的 

Ⅲ 基準及び観点一覧 

Ⅳ 基準ごとの自己点検・評価 



 

 

（参考資料２）自己点検・評価のフローチャート 

 

 

 

 

  



（参考資料３）自己点検・評価の作業経過 

平成 28 年 10 月 大学評価委員会 

・平成 28～33 年度における自己点検・評価、自己点検・評価結果の学外者

検証及び認証評価の実施時期、実施方針等を定めた大学評価実施計画を

策定

11 月 教育研究評議会、経営協議会、役員会 

・大学評価実施計画を承認

平成 29 年 3 月 大学評価委員会 

・平成 29 年度に実施する自己点検・評価実施方法、実施体制等を決定

3 月 大学評価ＷＧ 

・自己点検・評価の具体的な実施方法、作業スケジュール、改善を要する

点等に対する対応等について検討

7 月～8 月 ・自己点検・評価に関する学内説明会を実施

・担当組織へ基本的な観点に係る状況を照会

9 月～12 月 大学評価ＷＧ 

・担当組織から提出された基本的な観点に係る状況及び根拠資料の分析、

優れた点・改善を要する点の抽出等

・基本的な観点に係る状況の分析結果を大学評価委員会へ報告

平成 30 年 1 月 大学評価委員会 

・改善を要する点等について、学長へ改善を提言

・学長から関係委員会、関連組織の長に対し、改善を要する点等について

要請

2 月 大学評価ＷＧ 

・自己点検・評価報告書（案）の作成

2 月～3 月 大学評価委員会 

・自己点検・評価報告書（案）の検討・審議

3 月 先端科学技術研究科教育研究評価委員会 

・産業界等の外部有識者を含む本委員会において、産業界の目線による検

証を実施

教育研究評議会、経営協議会、役員会 

・自己点検・評価報告書（案）の審議・承認

・自己点検・評価報告書の公表
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北陸先端科学技術大学院大学 

Ⅰ 大学の現況及び特徴 

１ 現況 

（１）大学名  北陸先端科学技術大学院大学 

（２）所在地  石川県能美市 

（３）学部等の構成

研究科：先端科学技術研究科 

関連施設：附属図書館、情報社会基盤研究センター、

ナノマテリアルテクノロジーセンター、産学官連携

推進センター、地域連携推進センター、留学支援セ

ンター、グローバルコミュニケーションセンター、

シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点、高

性能天然由来マテリアル開発拠点、高信頼 IoT 社会

基盤研究拠点、イノベーションデザイン国際研究セ

ンター、サービスサイエンス研究センター、理論計

算機科学センター、エンタテインメント科学センタ

ー、キャリア支援センター、保健管理センター、Ｊ

ＡＩＳＴイノベーションプラザ 

（４）学生数及び教員数（平成29年５月１日現在）

学生数：大学院 844人

専任教員数：142人（助手は在籍していない）

２ 特徴 

本学は、学部を置くことなく、独自のキャンパスと教

育研究組織を持つ我が国で最初の国立大学院大学として

平成２年10月に創設された大学である。 

学部を置かない大学院大学として、国内外から多様な

出身・分野の学生が集まることの特性を生かし、新しい

分野を拓き得る人材の育成を行うとともに、柔軟な組織

運営により先端科学技術を追求するパイロットスクール

として、開学以来数々の教育研究上の成果を挙げてきた。   

こうした実績を背景に、平成28年度には既存の３研究

科を１研究科に統合し、３つの学位プログラム（知識科

学系、情報科学系、マテリアルサイエンス系）を整備す

るとともに、研究科内に融合領域を含む９領域を設置し

て、以下に示すような特徴ある教育研究活動を全学融合

体制の下に展開している。 

【教育】 

①面接を主体とした選抜方法により、専攻分野にとらわ

れることなく、広く大学等の卒業生や修了生、社会人及 

び外国人留学生を積極的に受入れ 

②分野を問わず全ての学生が共通して身につけるべき人

間力や創出力を培うためのコアカリキュラム（必修科目）

の整備 

③全教員を対象とする Faculty Development を通してア

クティブラーニング手法の開発・実践を推進

④階層化した複数の専門領域からなる体系的な教育課程

を編成 

⑤専攻分野に関する主テーマ研究のほか、関連分野の知

識等を習得し、幅広い視点から研究を行う能力を身に付

けられるよう、副テーマ研究を課し、学生１人に対して、

主指導教員、副指導教員、副テーマ指導教員の３人が教

育・研究の指導に当たる複数教員指導制を採用 

⑥社会人に対する教育として、産業界が求める人材育成

及び国際的に活躍する能力向上に対応した先端的な東京

サテライト社会人コースを５コース開設

【研究】 

①社会的課題の解決や未来ニーズに応える研究を推進す

るため、強みを生かした拠点形成の取組を進め、エクセ

レントコア（国際的研究拠点・実証拠点）を３拠点設置

②最先端の大規模情報環境及び実験機器の整備等、充実

した研究環境を整備 

③国内外で活躍し、先端科学技術分野をリードする研究

者を国公私立大学はもとより民間の第一線研究機関など

広く各界から受け入れ、多様な教員組織を編制 

【国際化】 

①外国人留学生比率42.8％、外国人教員比率18.5％と高

い比率（平成29年５月１日現在） 

②学生が国際的な経験を積む機会を充実・強化するため、

海外の学術交流協定機関と連携した「研究留学」や学生

の海外での研究発表を支援する「学生研究・海外研修」

の実施、海外でのインターンシップへの参加を支援 

③外国の大学とのダブルディグリープログラムを拡充

④全課程で英語のみによる学位取得体制を整備

⑤グローバル化に対応したコミュニケーション能力を備

えた人材を育成するため、英語教育及び日本語教育を推

進 

【学生支援】 

①大学独自の給付奨学制度やＴＡ・ＲＡ等による経済的

支援 

②キャンパス内に学生寄宿舎８棟（単身室 533 室、夫婦

室 33 室、家族室 33 室）及び家具・家電付きの「ＪＡＩ

ＳＴ ＨＯＵＳＥ」（単身用 30 室）を設置 

【社会・産業界との連携】 

①共同研究及び受託研究の推進、客員講座、寄附講座、

連携講座の活用、経済界からの各種助成の導入等、社会

及び産業界との連携を推進 

②産業界のニーズと本学の研究シーズとのマッチングを

推進するため、ＵＲＡを配置し、「 Matching HUB 

Kanazawa 2017」をはじめとする産業界とのマッチング事

業を展開 
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北陸先端科学技術大学院大学 

 

Ⅱ 目的等 

【理念】 

北陸先端科学技術大学院大学は、豊かな学問的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代

の世界を拓く指導的人材を育成する。 

 

【目標】 

○先進的大学院教育を組織的・体系的に行い、先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主性、コ

ミュニケーション能力をもつ、社会や産業界のリーダーを育成する。 

 

○世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな

領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行う。 

 

○海外教育研究機関との連携を通して学生や教員の交流を積極的に行うとともに、教育や研究の国際化を推進し、グ

ローバルに活躍する人材の育成を行う。 

 

【目的】（学則第１条第 1 項） 

北陸先端科学技術大学院大学は、先端科学技術分野に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめもって

文化の進展に寄与することを目的とする。 

 

【研究科の教育研究上の目的】（学則第９条の２） 

○先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主性、コミュニケーション能力を持つ、社会や産業界

のリーダーを育成すること。 

 

○世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな

領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと。 

 

【課程ごとの目的】（学則第 10 条第２項、第３項） 

○博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性

が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

 

○博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
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Ⅲ　基準及び観点一覧

該当頁

１－１－① 　大学の目的（学部、学科又は課程等の目的を含
む。）が、学則等に明確に定められ、その目的
が、学校教育法第83条に規定された、大学一般に
求められる目的に適合しているか。

7

１－１－② 　大学院を有する大学においては、大学院の目的
（研究科又は専攻等の目的を含む。）が、学則等
に明確に定められ、その目的が、学校教育法第99
条に規定された、大学院一般に求められる目的に
適合しているか。

7～8

３－２－② 　教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続
的に行われているか。また、その結果把握された
事項に対して適切な取組がなされているか。

28～29

４－１－③ 　入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実
施されているか。 36～37

２－１ 教育研究に係る基本的な組織構成（学部及び
その学科、研究科及びその専攻、その他の組
織並びに教養教育の実施体制）が、大学の目
的に照らして適切なものであること。

２－１－⑤ 　附属施設、センター等が、教育研究の目的を達
成する上で適切なものとなっているか。

２－２

基　　準 基本的な観点

１－１ 大学の目的（使命、教育研究活動を実施する
上での基本的な方針、達成しようとしている
基本的な成果等）が明確に定められており、
その内容が学校教育法に規定されている、大
学一般に求められる目的に適合するものであ
ること。

基準２ 教育研究組織

３－２ 教員の採用及び昇格等に当たって、明確な基
準が定められ、適切に運用されていること。
また、教員の教育及び研究活動等に関する評
価が継続的に実施され、教員の資質が適切に
維持されていること。

３－２－① 　教員の採用基準や昇格基準等が明確に定めら
れ、適切に運用がなされているか。特に、学士課
程においては、教育上の指導能力の評価、また大
学院課程においては、教育研究上の指導能力の評
価が行われているか。

４－１－①

教育活動を展開する上で必要な運営体制が適
切に整備され、機能していること。

２－２－① 　教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議す
るための必要な活動を行っているか。
また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員
会等の組織が、適切に構成されており、必要な活
動を行っているか。

３－１ 教育活動を展開するために必要な教員が適切
に配置されていること。

入学者受入方針（アドミッション・ポリ
シー）※）が明確に定められ、それに沿っ
て、適切な学生の受入が実施されているこ
と。

38～40

３－１－③ 　大学院課程において、教育活動を展開するため
に必要な教員が確保されているか。

３－１－④ 　大学の目的に応じて、教員組織の活動をより活
性化するための適切な措置が講じられているか。

20～21

21～26

27

29～30

４－２

３－３ 教育活動を展開するために必要な教育支援者
の配置や教育補助者の活用が適切に行われて
いること。

３－３－① 　教育活動を展開するために必要な事務職員、技
術職員等の教育支援者が適切に配置されている
か。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られて
いるか。

実入学者数が入学定員と比較して適正な数と
なっていること。

４－２－① 　実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は
大幅に下回る状況になっていないか。また、その
場合には、これを改善するための取組が行われる
など、入学定員と実入学者数との関係の適正化が
図られているか。

４－１ 　入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
が明確に定められているか。

４－１－② 　入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方
法が採用されているか。

４－１－④ 　入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行
われているかどうかを検証するための取組が行わ
れており、その結果を入学者選抜の改善に役立て
ているか。

２－１－③ 　研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外
の基本的組織を設置している場合には、その構
成）が、大学院課程における教育研究の目的を達
成する上で適切なものとなっているか。

10～12

13～15

15～17

19～20

３－１－① 　教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体
制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確
にされた教員組織編制がなされているか。

31～32

32～36

40

基準１ 大学の目的

基準３　教員及び教育支援者

基準４　学生の受入
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該当頁基　　準 基本的な観点

５－４－① 　教育課程の編成・実施方針が明確に定められて
いるか。 41～45

５－４－③ 　教育課程の編成又は授業科目の内容において、
学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会から
の要請等に配慮しているか。

50～57

５－５－① 　教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形
態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれの
教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されて
いるか。

57～58

５－５－③ 　適切なシラバスが作成され、活用されている
か。 60～61

５－６－③ 　成績評価等の客観性、厳格性を担保するための
組織的な措置が講じられているか。 79～80

６－１－② 　学習の達成度や満足度に関する学生からの意見
聴取の結果等から判断して、学習成果が上がって
いるか。

85～89

６－２－① 　就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状
況等の実績から判断して、学習成果が上がってい
るか。

89

６－２－② 　卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意
見聴取の結果から判断して、学習成果が上がって
いるか。

89～93

　教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課
程が体系的に編成されており、その内容、水準が
授与される学位名において適切なものになってい
るか。

　専門職学位課程を除く大学院課程においては、
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含
む。）にかかる指導の体制が整備され、適切な計
画に基づいて指導が行われているか。

５－６

５－４ 教育課程の編成・実施方針が明確に定めら
れ、それに基づいて教育課程が体系的に編成
されており、その内容、水準が授与される学
位名において適切であること。 ５－４－②

　成績評価基準が組織として策定され、学生に周
知されており、その基準に従って、成績評価、単
位認定が適切に実施されているか。

５－６－④ 　専門職学位課程を除く大学院課程においては、
学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準
が組織として策定され、学生に周知されており、
適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施さ
れているか。

５－５ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、
学習指導法等（研究・論文指導を含む。）が
整備されていること

５－５－② 　単位の実質化への配慮がなされているか。

５－５－④ 　夜間において授業を実施している課程（夜間大
学院や教育方法の特例）を置いている場合には、
その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割
の設定等がなされ、適切な指導が行われている
か。

５－５－⑥

教育の目的や養成しようとする人材像に照ら
して、学生が身に付けるべき知識・技能・態
度等について、学習成果が上がっているこ
と。

６－１－① 　各学年や卒業（修了）時等において学生が身に
付けるべき知識・技能・態度等について、単位修
得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況
等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・水
準から判断して、学習成果が上がっているか。

５－６－②

学位授与方針が明確に定められ、それに照ら
して、成績評価や単位認定、修了認定が適切
に実施され、有効なものになっていること。

５－６－① 　学位授与方針が明確に定められているか。

卒業（修了）後の進路状況等から判断して、
学習成果が上がっていること。

６－２

45～49

58～59

61～65

66～71

72～76

77～78

80～82

84～85

基準５　教育内容及び方法

基準６　学習成果

６－１
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該当頁基　　準 基本的な観点

７－１－② 　教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境
が整備され、有効に活用されているか。 97～100

７－１－④ 　自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利
用されているか。 104～105

７－２－① 　授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンス
が適切に実施されているか。 105

７－２－④ 　学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑
に行われるよう支援が適切に行われているか。 108～110

８－１－③ 　学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に
向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされて
いるか。

132～134

８－２－① ファカルティ・ディベロップメントが適切に実
施され、組織として教育の質の向上や授業の改善
に結び付いているか。 135～137

８－２－② 　教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質
の向上を図るための研修等、その資質の向上を図
るための取組が適切に行われているか。 137～138

７－１－③ 　図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資
料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収
集、整理されており、有効に活用されているか。

　教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備
が整備され、有効に活用されているか。
また、施設・設備における耐震化、バリアフリー
化、安全・防犯面について、それぞれ配慮がなさ
れているか。

７－２－②

７－１ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・
設備等が整備され、有効に活用されているこ
と。

７－１－①

　学習支援に関する学生のニーズが適切に把握さ
れており、学習相談、助言、支援が適切に行われ
ているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる
学生への学習支援を適切に行うことのできる状況
にあり、必要に応じて学習支援が行われている
か。

７－２－⑤ 　生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握
されており、生活、健康、就職等進路、各種ハラ
スメント等に関する相談・助言体制が整備され、
適切に行われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる
学生への生活支援等を適切に行うことのできる状
況にあり、必要に応じて生活支援等が行われてい
るか。

７－２－⑥ 　学生に対する経済面の援助が適切に行われてい
るか。

基準８　教育の内部質保証システム

111～119

119～126

７－２ 学生への履修指導が適切に行われているこ
と。また、学習、課外活動、生活や就職、経
済面での援助等に関する相談・助言、支援が
適切に行われていること。

94～97

101～104

106～108

８－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果
に基づいて教育の質の改善・向上を図るため
の体制が整備され、機能していること。

132

８－１－① 　教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身
に付けた学習成果について自己点検・評価し、教
育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向
上を図るための体制が整備され、機能している
か。

８－１－② 　大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取
が行われており、教育の質の改善・向上に向けて
具体的かつ継続的に適切な形で活かされている
か。

８－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研
修等、教育の質の改善・向上を図るための取
組が適切に行われ、機能していること。

基準７　施設・設備及び学生支援

128～131
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該当頁基　　準 基本的な観点

９－１－① 　大学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安
定して展開できる資産を有しているか。また、債
務が過大ではないか。 140～143

９－１－③ 　大学の目的を達成するための活動の財務上の基
礎として、収支に係る計画等が策定され、関係者
に明示されているか。 144～146

９－１－④ 　収支の状況において、過大な支出超過となって
いないか。 146～148

９－１－⑥ 　財務に対して、財務諸表等が適切な形で作成さ
れ、また会計監査等が適正に行われているか。 150～154

９－２－② 　大学の構成員（教職員及び学生）、その他学外
関係者の管理運営に関する意見やニーズが把握さ
れ、適切な形で管理運営に反映されているか。 160～161

９－３－① 　大学の活動の総合的な状況について、根拠とな
る資料やデータ等に基づいて、自己点検・評価が
行われているか。 162～165

９－３－② 　大学の活動の状況について、外部者（当該大学
の教職員以外の者）による評価が行われている
か。

165～166

９－３－③ 　評価結果がフィードバックされ、改善のための
取組が行われているか。 166～167

10－１－② 　入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及
び学位授与方針が適切に公表、周知されている
か。

170

10－１－③ 　教育研究活動等についての情報（学校教育法施
行規則第172条の２に規定される事項を含む。）が
公表されているか。 171～180

155～160

161

９－１ 適切かつ安定した財務基盤を有し、収支に係
る計画等が適切に策定・履行され、また、財
務に係る監査等が適正に実施されているこ
と。

９－１－② 　大学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安
定して展開するための、経常的収入が継続的に確
保されているか。

９－１－⑤ 　大学の目的を達成するため、教育研究活動（必
要な施設・設備の整備を含む。）に対し、適切な
資源配分がなされているか。

９－２ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備さ
れ、機能していること。

９－２－① 　管理運営のための組織及び事務組織が、適切な
規模と機能を持っているか。また、危機管理等に
係る体制が整備されているか。

９－２－③ 　監事が置かれている場合には、監事が適切な役
割を果たしているか。

９－２－④ 　管理運営のための組織及び事務組織が十分に任
務を果たすことができるよう、研修等、管理運営
に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的
に行われているか。

９－３ 大学の活動の総合的な状況に関する自己点
検・評価が実施されているとともに、継続的
に改善するための体制が整備され、機能して
いること。

10－１ 大学の教育研究活動等についての情報が、適
切に公表されることにより、説明責任が果た
されていること。

10－１－① 　大学の目的（学士課程であれば学部、学科又は
課程等ごと、大学院課程であれば研究科又は専攻
等ごとを含む。）が、適切に公表されるととも
に、構成員（教職員及び学生）に周知されている
か。

基準10　教育情報等の公表

148～150

基準９　財務基盤及び管理運営

143～144

162

168～170
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北陸先端科学技術大学院大学 基準１ 

Ⅳ 基準ごとの自己評価 

基準１ 大学の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 大学の目的（学部、学科又は課程等の目的を含む。）が、学則等に明確に定められ、その目

的が、学校教育法第83条に規定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。 

【観点に係る状況】 

大学と大学院の目的が一致するため、観点１－１－②において記述する。 

【分析結果とその根拠理由】 

大学と大学院の目的が一致するため、観点１－１－②において記述する。 

観点１－１－②： 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。）が、学

則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第99条に規定された、大学院一般に求めら

れる目的に適合しているか。 

【観点に係る状況】 

北陸先端科学技術大学院大学は、先端科学技術分野に係る基礎研究を推進するとともに、高度の研究者、技

術者の組織的な養成及び再教育を図ることを目的として、平成２年に創設された我が国初の独立大学院大学で

ある。北陸先端科学技術大学院大学は、豊かな学問的環境の中で国内外から多様な出身・分野の学生が集うこ

との特性を生かした独自の教育研究を推進することで、我が国における大学院改革のパイロットスクールの役

割を果たしてきた。 

北陸先端科学技術大学院大学は、社会のニーズを捉えた教育研究を追求するため、大学の理念及び目標を定

期的に見直している。平成23年度に制定した「北陸先端科学技術大学院大学の理念」においては「豊かな学問

的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代の世界を拓く指導的人材を育成する」と

明示している（資料1-1-②-A）。 

また、学則において大学院の目的を「先端科学技術分野に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥をき

わめもって文化の進展に寄与する」と定めるとともに、研究科の目的として「先端科学技術の確かな専門性と

ともに、幅広い視野や高い自主性、コミュニケーション能力をもつ、社会や産業界のリーダーを育成すること」、

「世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により

新たな領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと」と定めている（資料 1-1-②-B）。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準１ 

資料1-1-②-A 大学の理念及び目標 

資料1-1-②-B 学則（第１、９条の２、10条） 

 

 
 
 
 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 大学の基本理念と目標は「北陸先端科学技術大学院大学の理念及び目標」に明示されている。また、大学

院、研究科、課程における人材育成に係る目的その他教育研究上の目的が明確に定められており、これらは

学校教育法第９９条に規定された大学院一般に求められる目的に適合している。

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）
（目的等）
第１条 北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）は、先端科学技術分野に関する理論及び応用を教授
研究し、その深奥をきわめもって文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 本学は、前項の目的を達成するため、研究科その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮す
るものとする。 

（目的） 

第９条の２ 研究科の教育研究上の目的は、次に掲げるとおりとする。 

一 先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主性、コミュニケーション能力を持つ、社会や

産業界のリーダーを育成すること。 

二 世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により

新たな領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと。 

（課程） 

第１０条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３

年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。 

２ 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専

門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

３ 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業

務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

北陸先端科学技術大学院大学の理念及び目標 

理念 

北陸先端科学技術大学院大学は、豊かな学問的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代
の世界を拓く指導的人材を育成する。 

目標 

先進的大学院教育を組織的・体系的に行い、先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主性、コ
ミュニケーション能力をもつ、社会や産業界のリーダーを育成する。 

世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな
領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行う。 

海外教育研究機関との連携を通して学生や教員の交流を積極的に行うとともに、教育や研究の国際化を推進し、グ
ローバルに活躍する人材の育成を行う。 

平成２４年 ３月２２日 
制         定 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準１ 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

創設以来、豊かな学問的環境の中で国内外から多様な出身・分野の学生が集うことの特性を生かすとともに社

会のニーズを捉えた独自の教育研究の質の追求など、我が国の大学院改革のパイロットスクールとして教育研究

上の成果を上げてきた。大学の理念及び目標については、大学の特徴を生かすとともに、時代の要請に応えるた

め継続的に見直している。 

【改善を要する点】 

該当なし 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

基準２ 教育研究組織 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－③： 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、そ

の構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

【観点に係る状況】 

本学は、大学院大学としての使命・特長である、伝統的な学問体系にとらわれない、柔軟な組織運営、産業界

で活躍する人材育成や、大学院改革のパイロットとなる先進的大学院教育の役割を創設以来担ってきており、平

成８年度には知識科学研究科を設置し、従前とは異なる斬新な切り口で多様な社会課題に迫る創造的な学問分野

である「知識科学」を推進してきた。併せて、この知識科学分野を中心に、理論と実践を融合させた教育プログ

ラムを開発し、社会人の学び直し教育に取り組んできた。 

このような特長を有する本学では、平成25年度のミッションの再定義（資料2-1-③-A）を契機として、産業界

等におけるニーズへの対応を指向する大学改革に着手した。具体的には、平成28年４月に既存の３研究科（知識

科学研究科、情報科学研究科、マテリアルサイエンス研究科）体制の１研究科(先端科学技術研究科)への統合に

よる全学融合教育研究体制を構築し、知識科学的イノベーションデザイン教育をはじめとする知識科学の方法論

を全学に展開することにより、先端科学技術研究の専門性に加え、グローバルなビジネスモデルの立案や、要素

技術の開発及び製品化のマネジメント力など、研究開発成果をイノベーションに結び付けることができるイノ

ベーション創出人材を輩出し、社会的課題やグローバルな問題に挑戦することを目指すこととしたものである（資

料2-1-③-B、資料2-1-③-C）。 

新研究科は１専攻（先端科学技術専攻）とし、学位と結び付いた３つの分野（知識科学、情報科学、マテリア

ルサイエンス）に対応する学位プログラムを編成するとともに、各分野の垣根を低くし学生のキャリア目標に応

じた融合領域における履修や、複数の教員が異なる視点から研究指導に参画するなど柔軟かつ多角的な教育研究

指導体制を構築している。 

全学の組織運営体制については、１研究科体制における効果的な意思決定に資するため、教育上の観点から３

つの学系（知識科学系、情報科学系、マテリアルサイエンス系）を置き、責任ある学位プログラム管理体制を整

備するとともに、研究科に融合領域を含む９領域を設置している（資料2-1-③-D）。 

資料2-1-③-A ミッションの再定義 

（出典:本学ウェブサイト  https://www.jaist.ac.jp/about/data/H25saiteigi2.pdf 

https://www.jaist.ac.jp/about/data/H25saiteigi.pdf ） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

 

資料2-1-③-B 研究科の構成の移行 

 

（平成２７年度まで）             （平成２８年度から） 
            
知識科学研究科 
（博士前期課程・博士後期課程） 

知識科学専攻（４領域） 
 
 
情報科学研究科                先端科学技術研究科 
（博士前期課程・博士後期課程）        （博士前期課程・博士後期課程） 

情報科学専攻（５領域）            先端科学技術専攻(９領域※) 
 
 
マテリアルサイエンス研究科 
（博士前期課程・博士後期課程） 
 マテリアルサイエンス専攻（３領域） 

 

※９領域 

      ・ヒューマンライフデザイン 
・知識マネジメント 
・セキュリティ･ネットワーク 
・知能ロボティクス 
・ゲーム･エンタテインメント 
・環境･エネルギー 
・物質化学 

 

（出典：総務課提供資料） 

 

資料2-1-③-C 知識科学的イノベーションデザイン教育 

 潜在的なニーズを理解し，課題を解決するためには，質的分析力が重要であり，社会問題を抱えた現場との協働の段

階までを視野に入れた教育を体系化し，導入することが必要である。 

 このため，社会の潜在的ニーズに応える新しい製品・サービスのための技術開発，製品化，マーケティングを担うイ

ノベーション創出人材を養成するため，MOTを基礎として，1）真のニーズや課題を探求し，新しいアイデアやコンセプ

トを創造する能力，2）要素技術と全体との相互作用を分析し，要求を実現するシステムをデザインする能力，3）技術・

市場・組織・社会の知識をイノベーションに結び付ける知識マネジメント能力，の３つを体系的・統合的に教育する「知

識科学的イノベーションデザイン教育」を実施する。 

（出典： 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科設置報告書） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

資料2-1-③-D 研究科、専攻等の名称 

（出典：本学ウェブサイト「教育情報の公表」 

https://www.jaist.ac.jp/education/publish/information02.html から抜粋） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教育研究上の目的に沿った教育研究組織として、先端科学技術研究科を設置している。

② 先端科学技術研究科は１専攻とし、学位と結び付いた３つの分野（知識科学、情報科学、マテリアルサイエ

ンス）に対応する学位プログラムを編成するとともに、各分野の垣根を低くし学生のキャリア目標に応じた融

合領域における履修や、複数の教員が異なる視点から研究指導に参画するなど柔軟かつ多角的な教育研究指導

体制となっている。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

 

観点２－１－⑤： 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

研究科以外の教育研究組織として、産学官連携本部（２センター）、国際連携本部（２センター）、エクセレン

トコア推進本部（エクセレントコア３拠点）、共同教育研究施設（２センター）及び研究施設（４センター）を設

置している（資料2-1-5-A）。 

このうち、平成28年度に国際連携本部に設置したグローバルコミュニケーションセンターでは、計24の授業

科目を開講し、多様な文化に対する理解力及び語学力を含めた高度のコミュニケーション能力を備えた人材の養

成を図っている（別添資料2-1-⑤-1）。 

また、ナノマテリアルテクノロジーセンターでは、ナノテクノロジーの高度な専門知識と実験技術を広範囲に

修得することにより、企業・研究所等で中核的役割を担う研究者・技術者を育成することを目的とした「ナノマ

テリアルテクノロジープログラム」を開設し、ナノテクノロジーを基盤とした最先端科学技術をリードする人材

の育成を図っている（別添資料2-1-⑤-2）。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

資料2-1-⑤-A センター等の役割 

区分 名　　称 センター等の役割

産学官連携推進センター

各種研究資金に関する動向調査及び獲得支援、知的財産及び研究成果物の管理並びに活
用等、新事業の萌芽となるべき独創的な研究開発の推進並びに高度の専門能力及び独創
性を有する人材の育成支援、外部機関の技術者に対する研修、技術サービス等、インダ
ストリアルアドバイザーに関すること、産学官連携に基づくキャリア支援、その他産学
官連携の推進

地域連携推進センター 先端科学技術研究に関する社会との連携及び協力、その他地域連携の推進に係る業務

留学支援センター

本学と外国の教育研究機関等との教育研究交流に関する事業施策の企画立案及び実施、
学生の外国への派遣及び外国人留学生の受入れに係る支援施策の企画立案及び実施、外
国への派遣を終えた学生のキャリア形成及び就職の支援、指導及び相談、本学を修了し
た外国人留学生のフォローアップ施策の企画立案及び実施

グローバルコミュニケーション
センター

英語教育及び日本語教育の企画、開発及び実施、異分野、融合領域、産業界等の多様な
分野において必要なコミュニケーション能力養成のための教育及び研修の企画、開発及
び実施並びに当該目的を達成するために必要な業務

シングルナノイノベーティブデ
バイス研究拠点

集束ガスイオンビーム装置を中核とした複合超微細加工技術開発、高機能センサー・ス
イッチ集積化技術及びマルチスケールシミュレーション技術の開発、高機能単一細胞解
析アレイの開発と神経疾患応用、その他イノベーティブデバイス機能集積化、技術の研
究開発に必要な業務

高性能天然由来マテリアル開発
拠点

芳香族バイオマス資源を積極的に活用した超高性能バイオプラスチックの高性能化及び
耐久性向上と標準評価法の確立に係る研究開発、スパイダーシルクなど生物が独自に作
るスーパー繊維の高性能化に係る研究開発、アジア独自の生物資源を基にした国際的連
携研究、その他高性能天然由来マテリアルの研究開発に必要な業務

高信頼IoT社会基盤研究拠点
エミュレーション技術に基づく大規模シミュレーター構築技術の研究開発、形式手法を
活用したIoTシステム・組込みシステムの検証技術の研究開発、IoTセキュリティ技術の
研究開発、その他高信頼IoT社会基盤研究に必要な業務

情報社会基盤研究センター

本学の教育研究活動及び大学運営を支援する先端的情報環境の提供、安心・安全な情報
社会基盤を実現するための基礎研究及び応用研究、学生、職員等に対する情報処理教育
の実施、その他先端的情報環境の提供及び管理運用に係る専門的業務並びに安心・安全
な情報社会基盤を実現するための研究

ナノマテリアルテクノロジーセ
ンター

ナノマテリアルの設計、作製等に関する研究開発の支援及びその教育、大型分析機器等
の管理、学生等に対する大型分析機器等の操作方法等の指導等、その他ナノマテリアル
の研究開発

イノベーションデザイン国際研
究センター

デザイン知を創造し新たなディシプリンとイノベーションを創出する研究の企画及び推
進、未来ニーズを顕在化しデザインの成果を実現する普及活動、その他イノベーション
デザインの研究・教育に必要な業務

サービスサイエンス研究セン
ター

サービス知識創造プロセスに関する基礎研究の推進、国内外の研究機関とのサービスサ
イエンスに関する共同研究の推進、その他サービスサイエンスの研究・教育に必要な業
務

理論計算機科学センター
数理論理学における証明論・モデル論の研究の企画及び推進、計算機言語の基礎理論と
実システムへの応用の研究の企画及び推進、その他理論計算機科学の研究・教育に必要
な業務

エンタテインメント科学セン
ター

遊戯性の科学的分析とその応用に関する研究の推進、リクレーション数学に関する研究
の推進、その他エンタテインメント科学の研究・教育に必要な業務

産
学
官
連
携
本
部

国
際
連
携
本
部

エ
ク
セ
レ
ン
ト
コ
ア
推
進
本
部

共
同
教
育
研
究
施
設

研
究
施
設

（出典：産学官連携推進センター規則、地域連携推進センター規則、留学支援センター規則、グローバルコミュニ

ケーションセンター規則、エクセレントコア規則、共同教育研究施設通則、研究施設通則より抜粋） 

14



北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教育研究の目的を達成するために必要な教育研究組織として、産学官連携本部、国際連携本部、エクセレン

トコア推進本部、共同教育研究施設及び研究施設を整備している。 

② グローバルコミュニケーションセンターでは、24の授業科目を開講し、高度のコミュニケーション能力を備

えた人材の育成を図っている。 

③ ナノマテリアルテクノロジーセンターでは、「ナノマテリアルテクノロジープログラム」を開設し、ナノテク

ノロジーの高度な専門知識と実験技術を広範囲に修得させ、ナノテクノロジーを基盤とした最先端科学技術を

リードする人材の育成を図っている。 

観点２－２－①： 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

 また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、

必要な活動を行っているか。 

【観点に係る状況】 

平成 28 年４月からの１研究科体制における効果的な意思決定に資するため、すべての研究科教授及び准教授

を構成員とする全学教授会を設置するとともに、専門分野別の学系会議（知識科学系、情報科学系、マテリアル

サイエンス系）を全学教授会の下に設置し、学生の学籍管理、学位授与及び教育課程の編成を審議することとし

ている（資料2-2-①-A、資料2-2-①-B）。 

本学の将来像（教育面・研究面・ガバナンス）等の全構成員の共通認識を図ることが重要な事柄は全学教授会

がその役割を担い、全学方針を踏まえた教育活動に関しては専門分野別の学系会議がその役割を担っている。 

各学系に設置している学系会議は、当該学系に所属する教授及び准教授（当該学系会議が必要と認める当該学

系の特任教授及び特任准教授を含む。）で組織している。学系長が議長を務め、８月を除く毎月の定例開催日に、

当該学系の教育課程の編成、学生の在籍、学位の授与といった教育に係る重要事項を審議している(別添資料 2-

2-①-1)。 

また、全学的な観点から教育に関する審議・検討を行う組織として、教育研究評議会の下に、教育研究専門委

員会（以下「専門委員会」という。）を設置している（資料2-2-①-C）。専門委員会は、教育担当理事、研究担当

理事、副学長、学系長、学系選出の評議員等で構成し、教育担当理事が委員長を務めている。専門委員会は８月

を除いて毎月開催し、各学系に共通する教育に関する事項について審議及び検討を行っている。学位論文の審査

手続き、教育の連携、社会貢献等の審議事項については、教育研究評議会から委任され、専門委員会における議

決をもって教育研究評議会における議決としている(別添資料2-2-①-2)。一方、教育課程の編成の方針や教育内

容・教育方法の改善等の検討事項は、専門委員会での検討を踏まえ、教育研究評議会で審議を行っている。 

別添資料2-1-⑤-1 履修案内P30～31（グローバルコミュニケーションセンター教育・研修プログラム） 

別添資料2-1-⑤-2 履修案内P73（ナノマテリアルテクノロジープログラム） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

 

資料2-2-①-A 教授会規則（第１条～第４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学教授会規則） 

資料2-2-①-B 学系会議細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学系会議細則） 

 

 

 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教授会規則（平成５年３月制定）(抄) 
（組織） 

第２条 教授会は、研究科に所属する教授及び准教授（研究科の教授又は准教授を兼務する研究科以外の教育研究
組織等の専任の教授及び准教授を除く。）（以下「構成員」という。）をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めるときは、研究科の特任教授及び特任准教授並びに研究科の教
授（特任教授を含む。）又は准教授（特任准教授を含む。）を兼務する研究科以外の教育研究組織等の専任の教授
（特任教授を含む。）及び准教授（特任准教授を含む。）を教授会の構成員として加えることができる。 
（審議事項） 

第３条 教授会は、研究科に関する次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるもの
とする。 
一 学生の入学又は課程の修了に関する事項  
二 学位の授与に関する事項 
三 教育課程の編成に関する事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の
求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、教授会は、前２項に規定する審議事項のうち、別に定めるところにより、一部の審
議を研究科の会議等に付託し、又は委任することができる。この場合において、研究科の会議等が行った議決を
もって教授会の議決とすることができる。 
（会議の運営） 

第４条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。 
２ 議長は、教授会を主宰する。 
３ 研究科長が必要と認めたとき又は教授会の構成員の３分の２以上から議題を付して教授会開催の要求があった
ときは、教授会を招集する。 

４ 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。 
第５条 教授会は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。 
２ 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。た
だし、特別の必要があると認められるときは、この限りでない。 

第６条 研究科長が必要と認めるときは、教授会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
（学系会議） 

第７条 教授会に、次の学系会議を置く。 
 一 知識科学系会議 
 二 情報科学系会議 
 三 マテリアルサイエンス系会議 
２ 前項の学系会議が行った議決は、教授会の議決とする。 

３ 学系会議に関し必要な事項は、別に定める。 

北陸先端科学技術大学院大学学系会議細則 （平成 28年１月制定）（抄） 

（組織） 
第２条 学系会議は、当該学系に所属する教授及び准教授（当該学系の教授又は准教授を兼務する当該学系以外の
教育研究組織等の専任の教授及び准教授を除く。）（以下「構成員」という。）をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該学系会議が必要と認めるときは、当該学系の特任教授及び特任准教授並びに当
該学系の教授（特任教授を含む。）又は准教授（特任准教授を含む。）を兼務する当該学系以外の教育研究組織等
の専任の教授（特任教授を含む。）及び准教授（特任准教授を含む。）を当該学系会議の構成員として加えること
ができる。 
（役割） 

第３条 学系会議は、規則第３条第３項の定めるところにより、同規則第３条第１項及び第２項に規定する事項の
うち、当該学系に係る事項について審議を行う。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

資料2-2-①-C 教育研究専門委員会規則 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究専門委員会規則） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 全学教授会は、研究科の教授、准教授で組織し、本学の将来像（教育面・研究面・ガバナンス）等の全構成

員の共通認識を図ることが重要な事項を審議している。 

② 学系会議は、当該学系に所属する教授、准教授等で組織し、教育課程の編成、学生の在籍、学位の授与といっ

た教育に係る重要事項を審議している。 

③ 全学的な観点から教育に関する審議・検討を行う組織として、教育研究評議会の下に、理事、副学長、学系

長、学系選出の評議員等で構成する教育研究専門委員会を設置し、教育研究評議会と連携して全学的な視点か

ら教育に係る重要事項を審議・検討している。 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究専門委員会規則（平成１６年４月制定）（抄）

（設置）

第１条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の教育研究評議会に、教育研究専門委員会（以下「専門委員

会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長が指名する理事 

二 副学長 

三 特別学長補佐 

四 学系長 

五 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第２条第１項第６号及び第７号の評議員 

六 委員長が指名する副理事 

（審議事項） 

第３条 専門委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

一 学位論文の審査手続に関すること。 

二 入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに奨学金に関すること。 

三 学生募集に関すること。 

四 教育の連携及び社会貢献に関すること。 

五 学生生活の支援及び指導に関すること。 

六 学生の進路、就職及びキャリア形成の支援に関すること。 

七 国費外国人留学生の推薦及び受入れに関すること。 

八 その他教育研究に関すること。 

（検討事項） 

第４条 専門委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

一 寄附講座の設置に関すること。 

二 国際シンポジウムの開催計画に関すること。 

三 大学セミナーその他研究発表の実施に関すること。 

四 公開講座に関すること。 

五 競争的研究資金の獲得への対策に関すること。 

別添資料2-2-①-1 学系会議議事日程（平成28年２月） 

別添資料2-2-①-2 教育研究専門委員会審議事項一覧（平成28年度） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準２ 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

・ ３研究科を１研究科へ統合し、学位と結び付いた３つの分野に対応する学位プログラムを編成するとともに、

柔軟かつ多角的な教育指導体制を構築している。 

・ 高度のコミュニケーション能力を備えた人材を養成する教育組織としてグローバルコミュニケーションセン

ターを設置し、24の授業科目を開講している。 

・ 全学教授会は、本学の将来像等の重要事項を、学系の教授会は、当該学系の教育に係る重要事項の審議を行

い、教育研究評議会、教育研究専門委員会は全学的な視点から教育に係る重要事項の審議を行うという役割分

担が明確にされており、迅速な意思決定を行う仕組みを整備している。 

 

【改善を要する点】 

該当なし 

18



北陸先端科学技術大学院大学 基準３ 

基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在

が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

【観点に係る状況】 

１研究科体制における効果的な意思決定に資するため、全学の組織運営体制については、教育上の観点から３

つの学系（知識科学系、情報科学系、マテリアルサイエンス系）を置き、責任ある学位プログラム管理体制を整

備した（資料3-1-①-A、P12資料2-1-③-D参照）。さらに、３つの学位プログラム間の協働による複数教員指導

体制を推奨した結果、９名の学生が主指導教員と異なる学系の副指導教員から指導を受けたほか、29名の学生が

主指導教員と異なる学系の教員から副テーマの指導を受けるなど、分野間の協働による研究指導体制の整備が進

んだ。 

また、研究科の教育研究領域を、融合領域を含む９領域に再構成するなど、新たな全学融合教育研究体制（資

料3-1-①-B）を構築した。研究科長の下、学系長及び領域長を配置し、教育研究に係る責任の所在を明確にして

いる。

また、先端科学技術の発展動向や社会のニーズに適切かつ柔軟に対応しながら教育研究を展開していくため、

客員講座及び連携講座を置き、高度な研究水準を持つ民間等の研究機関や大学の職員を客員教授又は客員准教授

として配置している。 

資料3-1-①-A 各学系教員数(平成29年５月１日現在) 

（出典：人事労務課提供資料） 

資料3-1-①-B 全学融合教育研究体制について 

全学融合教育研究体制とは，産業界ニーズ・潜在ニーズへの対応を指向した研究・教育に焦点化する方向で平

成28年4月を目途に本学の３研究科(知識科学研究科，情報科学研究科，マテリアルサイエンス研究科)を１研究科

に全学融合し，情報科学とマテリアルサイエンスの教育研究に知識科学の方法論を展開するとともに，３研究科

の教育研究領域を社会的課題解決に向けた融合領域に再編するものである。シーズ指向からニーズ指向の研究へ

の転換，組織改編と並行して高度人材の育成や産学連携を推進するとともに，柔軟な組織運営により，潜在ニー

ズを顕在化しうるイノベーション創出人材を養成する教育課程を編成する。 

（出典： 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科設置報告書） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準３ 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 一研究科体制になり、研究科としての組織は大きくなったが、３つの学系を置き、研究科長の下に学系長及

び領域長を配置し、教育研究に係る責任の所在が明確になっていると思われる。学系間の連携体制に関しては、

一部の学系融合領域で進んでいる、また学生への指導に関しては学系をまたがった指導が増えていることが認

められるが、今後、更なる学系間の連携が望まれる。 

 

 

観点３－１－③： 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 

先端科学技術研究科に、本学が定める教員選考基準を満たす研究指導教員及び研究指導補助教員を配置してお

り、教育活動を遂行するために必要な専任教員が確保されている（資料3-1-③-A）。平成29年５月１日現在の教

員数は、研究指導教員88人、研究指導補助教員30人となっており、大学院設置基準等の関係法令で定められた

教員数を十分に確保している。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準３ 

資料3-1-③-A 教員選考基準 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考基準） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 大学院設置基準等の関係法令で定められた教員数を十分に確保していると思われる。ただ、学系ごとの教員

数のばらつきに関しては、教員負担の負荷のバランスをとる努力が求められる。 

観点３－１－④： 大学の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられている

か。 

【観点に係る状況】 

先端科学技術の進展に対応した教員組織を整備するためには、教員の多様性を高めることが必要であることか

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考基準（平成１９年３月）（抄）

（趣旨）

第１条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における教員の選考については、この基準によるものとする。 

（教授の資格） 

第２条 教授となることのできる者は、優れた識見を有し、かつ、その担当する分野に関し、極めて高度の教育研

究上の指導能力があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有する者 

二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

三 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。）のある者 

四 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

（准教授の資格） 

第３条 准教授となることのできる者は、優れた識見を有し、かつ、その担当する分野に関し、高度の教育研究上

の指導能力があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 前条各号のいずれかに該当する者 

二 大学において助教又はこれに準ずる教員としての経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を

含む。）のある者 

三 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 

四 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 

（講師の資格） 

第４条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 前２条に規定する教授又は准教授となることのできる者 

二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認めら

れる者 

（助教の資格） 

第５条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさ

わしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

一 第２条各号又は第３条各号のいずれかに該当する者 

二 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 

（助手の資格） 

第６条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 
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ら、公募による教員採用、外国人及び女性教員の積極的な採用等、教員組織の活性化に努めている（資料3-1-④

-A）。 

特に第３期中期計画において、「中期目標期間中に外国人教員の割合を 20％程度に維持するとともに、研究支

援者の配置などの両立支援を実施し、女性研究者等を20％とする。また、指導的役割を担う女性役職員の割合を

20％程度とする。」との具体的な数値目標を掲げている。目標達成に向けて、外国人及び女性研究者を積極的に採

用する旨、全ての公募文に明記するとともに、女性限定の公募や女性教員採用枠を設定する等、外国人教員の割

合維持、女性教員の増加に向けて、具体的な取組を行っている 

その結果、平成２９年５月１日現在における外国人教員比率は18.5％となっており、年齢構成も各年齢層から

幅広く人材を確保している（資料3-1-④-B、資料3-1-④-C）。女性教員の比率は、平成26年4月1日現在（現学

長就任時）3.9％であったが、平成29年5月1日現在6.2％に増加している（資料3-1-④-D）。 

また、研究の活性化を図るため、若手教員比率40％程度維持を掲げ、助教の計画的採用や学長のリーダーシッ

プによる助教採用枠の増加（10名分）を実施している。助教及び講師については任期制を継続しているが、助教

から講師への昇任制度を整備し、若手教員のキャリアパスを確立させたことにより、優秀な研究者の確保を見込

んでいる（別添資料 3-1-④-1）。その他、採用時における教員選考において業績等をより厳格に審査し、教育研

究の質の保証を図るため、新たに教員の評価制度を段階的に実施している。 

教員人事を進める仕組みとして、これまでの研究科枠及び学長裁量人員枠を撤廃し、ミッションの再定義の強

化及び学生募集への寄与等の観点で公募する研究分野を絞り、教員人事を進めることを決定した。それに伴い、

年２回の理事、副学長、研究科長、学系長、センター長から補充を希望する教員人事についてプレゼンテーショ

ンを実施し、学長・理事がそのプレゼンテーションを評価して教員人事を進める仕組みを構築した（別添資料3-1-

④-2）。教育研究評議会の下に、整備すべき分野の検討及び制度設計を行う全学委員会としての人事計画委員会と

個々の教員選考を行う教員選考委員会を設置している（資料3-1-④-E、資料3-1-④-F）。教員選考委員会では、

選考の対象となっている学系以外の教員を委員として加えるなど、幅広い視点からの教員選考を行っている。 

このほか、一定の要件を満たした教員に対して教育や管理運営の業務を免除し国内外において研究に専念でき

るサバティカル制度を導入している（資料3-1-④-G、資料3-1-④-H）。 

また、世界水準の優れた研究業績を有し、本学の名誉を著しく高めることが期待できる教授に「卓越教授」の

称号を付与する制度を新設し、平成29年４月１日付で３人の教授に「卓越教授」の称号を付与した。この「卓越

教授」には、研究科に係る管理運営業務の免除や学長裁量経費による研究費の重点配分等により研究に専念でき

る環境を提供しており、今後更なる研究の発展と外部からの研究資金の受入が見込まれている。 

資料3-1-④-A 公募により採用した教員数（平成29年度実績） 

採用者数(人) うち公募による
(ａ) 採用者数(人)(ｂ)

4 4 100.0

3 3 100.0

4 4 100.0

1 0 0.0

12 11 91.7

その他(共同教育研究施設等)

計

ｂ/ａ(％)

知識科学系

情報科学系

ﾏﾃﾘｱﾙｻｲｴﾝｽ系

（出典：人事労務課提供資料） 
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資料3-1-④-B 外国人教員比率 

(出典:人事労務課提供資料) 

資料3-1-④-C 教員の年齢構成 

平成29年5月1日現在(単位：人,数）

年度末年
齢

教授 准教授 講師 助教 計

  66〜 2（1） 0 0 0 2（1）

  61〜65 11（1） 1 0 0 12（1）

  56〜60 23 1 0 0 24

  51〜55 15 4【1】 0 2 21【1】

  46〜50 10 13(2) 0 1 24(2)

  41〜45 1 12（1） 0 1 14（1）

  36〜40 1 10（1） 1 19 31（1）

  31〜35 0 1 0 9 10

  26〜30 0 0 0 1 1

  　〜25 0 0 0 0 0

計 63(2) 42(4)【1】 1 33 139(6)【1】

平均年齢 55.9(65.5)
44.5(45)
【51】

36 37.6
47.9(57.8)

【51】
（　）内数字は外部資金、【　】内数字は特別経費による雇用者で外数

（出典:人事労務課提供資料) 

資料3-1-④-D 女性教員比率 

(出典:人事労務課提供資料) 

（毎年度5月1日現在）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

H26 64 2 52 3 5 0 51 2 172 7 3.9%

H27 59 2 51 2 5 0 51 4 166 8 4.6%

H28 59 2 47 2 5 0 40 3 151 7 4.4%

H29 63 2 43 4 1 0 30 3 137 9 6.2%

注：特任教員を含む。

教授 准教授 講師 助教 計 女性教員
比率（％）

（毎年度5月1日現在）

教員数
外国人
(内数）

教員数
外国人
(内数）

教員数
外国人
(内数）

教員数
外国人
(内数）

教員数
外国人
(内数）

H26 66 4 55 13 5 3 53 17 179 37 20.7%

H27 61 4 53 12 5 3 55 19 174 38 21.8%

H28 61 5 49 9 5 3 43 15 158 32 20.3%

H29 65 5 47 11 1 0 33 11 146 27 18.5%

注：特任教員を含む。

外国人教員
比率(％)

教授 准教授 講師 助教 計
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資料3-1-④-E 人事計画委員会規則 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学人事計画委員会規則） 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学人事計画委員会規則（平成１６年６月制定）（抄）

（設置）

第１条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の教育研究評議会に、教員の人事配置計画を全学的視野で適切

に行うため、人事計画委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 委員会は、知識系、情報系、マテリアル系及び分野横断系の各系における教員の人事配置を行うに当たり、

充実、発展させる必要のある分野を長期的かつ全学的な視野に立って検討して教育研究評議会に意見を述べると

ともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考委員会規則第３条第２項から第４項までの委員を教

育研究評議会に推薦することを任務とする。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長 

二 理事（非常勤を除く。）  

三 副学長 

四 研究科長 

五 学系長 

六 副理事（総務担当） 

七 その他学長が必要と認める者 

２ 前項第７号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（運営） 

第４条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、前条第 1項第２号の委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務

を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
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資料3-1-④-F 教員選考委員会規則（第１条～３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員施行委員会規則） 

資料3-1-④-G サバティカル規則（第１条～４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学サバティカル規則） 

 

○北陸先端科学技術大学院大学サバティカル規則（平成１４年１２月制定）（抄） 
（目的） 

第１条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）におけるサバティカルに関する制度を
設けることにより、教員が異なる研究環境において新たな研究を展開し、その資質の向上を図り、もって本学の
教育研究の活性化に資することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この規則において「サバティカル」とは、教員について授業科目の授業、学位論文の作成等に対する指導
その他大学院の教育及び本学の管理運営に関する職務を免除した期間であって、国内又は国外において研究に専
念することができる機会をいう。 
（サバティカルの付与） 

第３条 学長は、教員がその資質の向上を図るため必要があると認めるときは、教員に対し期間を指定して、サバ
ティカルを与えるものとする。 

２ サバティカルの期間は、６月以上とし、学長が特に必要があると認める場合を除き、１年を超えることができ
ない。 
（資格） 

第４条 前条第１項の規定によりサバティカルの付与を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす
ものとする。 
一 教授又は准教授であって、本学の教授又は准教授として在職する期間（准教授から引き続き教授として在職
する者にあっては、准教授の在職期間を含む。）が通算して５年以上あるものとする。この場合において、在職
期間の年数の計算は、教授又は准教授に就任した日の属する月からサバティカルの期間の開始を予定する日の
属する月の前月までの月数とし、休職（業務上の傷病による休職を除く。）その他これに準ずる事由により現実
に職務を執ることを要しない期間のある月（現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。）があるとき
は、その月数を除算する。 

二 サバティカルの期間の満了を予定する日後において本学に在職することができる期間が２年以上あること。 
三 本学の研究科その他の教育研究組織（グローバルコミュニケーションセンター及び保健管理センターを除く。
以下「研究科等」という。）に所属していること。 

２ 第２回目以降のサバティカルは、前回のサバティカルの期間が満了した日の翌日から起算して６年を経過する
までの間、これを与えることができない。 

 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員選考委員会規則（平成１６年４月制定）（抄） 
（設置） 

第１条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）の教育研究評議会に、本学の教員の
選考を適正かつ公平に行うため、教員選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、教育研究評議会において教員の選考に係る発議があったときは、その都度速やかに置き、次条に規
定する任務の完了をもって解散する。 
（任務） 

第２条 委員会は、当該選考に対する役員会の基本方針及び当該選考分野に対する教育研究評議会の検討結果に基
づき、教員の候補者を選考し、教育研究評議会に推薦することを任務とする。 
（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 
一 学長が指名する理事 １名 
二 当該教員が所属することとなる研究科の長又は学系の長 

２ 前項に規定するほか、教育研究評議会で選考された当該選考に係る専門的識見を有する者２名を委員に加え
る。ただし、講師、助教又は助手の候補者を選考する場合は、１名とすることができる。 

３ 研究科の教員のうち教授の候補者を選考する場合は、教育研究評議会で選考された研究科の教授３名を委員に
加える。 

４ 研究科の教員のうち准教授、講師、助教又は助手の候補者を選考する場合は、教育研究評議会で選考された研
究科の教授又は准教授合わせて３名（教授を１名以上含む。）を委員に加える。 

５ 前３項に規定するほか、必要に応じ学長が指名する者を委員に加えることができる。 
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資料3-1-④-H サバティカル実施状況 

○サバティカル実施実績

平成２５年度から（２名）

所属 職名 領域名 実施期間
開始年度４月１日
現在の年齢

備　考

情報科学研究科 准教授 ソフトウェア科学 25.4.1～26.3.31 ４３歳 東京大学他

ライフスタイル
デザイン研究センター

教　授 ― 25.4.1～25.9.30 ４９歳 マルタ大学

平成２６年度から（３名）

所属 職名 領域名 実施期間
開始年度４月１日
現在の年齢

備　考

知識科学研究科 教　授 システム知識 26.4.1～27.3.31 ４６歳 Telecom ParisTech

情報科学研究科 教　授 ソフトウェア科学 26.4.1～27.3.31 ５４歳 パリ第６大学他

情報科学研究科 教　授 理論情報科学 26.10.1～27.9.30 ５６歳 ミュンヘン大学他

平成２７年度から（２名）

所属 職名 領域名 実施期間
開始年度４月１日
現在の年齢

備　考

知識科学研究科 教 授 知識メディア 27.10.1～28.3.31 ６２歳 オックスフォード大学他

情報科学研究科 教 授 人間情報処理 27.4.1～28.3.31 ４９歳 カーネギーメロン大学

平成２８年度から（０名）

平成２９年度から（２名）※実施中

所属 職名 領域名 実施期間
開始年度４月１日
現在の年齢

備　考

情報科学系 准教授
ヒューマン

ライフデザイン
29.4.1～30.3.31 ４５歳

カリフォルニア大学
サンディエゴ校他

情報科学系 准教授
セキュリティ・
ネットワーク

29.4.1～30.3.31 ４６歳 オレゴン州立大学他

（出典：共通事務管理課提供資料） 

別添資料3-1-④-1 助教から講師への昇任制度 

別添資料3-1-④-2 教員人事のプレゼンテーションの概要等 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ トップダウンによる公募による教員採用、外国人及び女性教員の積極的な採用、講師への昇任制度など教員

の多様性を高めるための施策を実施し、多様性が高まりつつあることは確認できる。また、世界水準の研究を

加速するための卓越教授制度の導入と活用が評価できる。 
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観点３－２－①： 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学

士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指

導能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

教員の採用や昇格に当たっては、教育研究評議会の下に設置している人事計画委員会及び教員選考委員会にお

いて、全学的な観点の下、教員選考基準に基づき選考を実施している（（P24資料 3-1-④-E参照、P25資料 3-1-

④-F参照）。 

教員選考基準では、先端科学技術分野の大学院課程を担当するための資格として、教授については「極めて高

度の教育研究上の指導能力」を、准教授については、「高度の教育研究上の指導能力」を求め、研究指導教員とし

ての適格性を判断している。 

教員選考時には、教員候補者に主要論文リストや教育研究業績書等の資料を提出させ、書類選考及び面接を実

施し、教育研究上の指導能力の評価を行っている。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 教員の採用や昇格に関して、全学的な観点からトップダウンで選考を行う仕組みを確立し、適切に実施して

いることが確認できる。 

 

 

観点３－２－②： 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果把握さ

れた事項に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教員の業績評価については、教員業績データベースに各教員が自己の業績等について入力したものを活用し、

毎年度実施している。当該評価については、評価の客観性を保つため、副学長、研究科長等と学長による２段階

評価を実施している。具体的には教員業績データベースに評価項目として、教育業績（教育活動）、研究業績（研

究成果、外部資金導入実績）、大学運営（学内管理運営活動）、学外活動（学会活動、社会貢献、受賞、その他特

記事項）を設け、各項目に基づき各学系長及びセンター長がそれぞれの所掌する組織の教員を、副学長が各部局

長を評価し順位付けを行った後、当該順位及び教員業績データベースによる業績を判断材料として、学長が総合

的に評価を行っている。評価結果は、教員の処遇（昇給対象者の決定及び勤勉手当支給率の決定）に反映させて

いる。 

 また、顕著な業績を有する教員等に年俸制を適用している。年俸制適用教員については、目標管理を基本とし

た評価制度を試行し、能力・成果に応じた人事・給与システムに基づき、組織の活性化、優秀な人材を確保する

（別添資料3-2-②-1､別添資料3-2-②-2）。 

 

 

 

 

別添資料3-2-②-1 教員業績評価（月給制） 

別添資料3-2-②-2 教員業績評価（年俸制） 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 教員の教育及び研究活動等に関する評価に関しては、教員データベースに基づき適切に行われている。

観点３－３－①： 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されて

いるか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

【観点に係る状況】 

 教育課程の実施に係る主な支援組織として教育支援課、学生・留学生支援課及び共通事務管理課を置き、教員

や学生の教育・学習活動に対するサポート業務を行っている（資料3-3-①-A、別添資料3-3-①-1、別添資料3-3-

①-2）。 

教育課程の編成、学生の修学指導、学籍等に係る事務を行う教育支援課では総括・企画係、教務係、学生募集

係及び入試係を置いているほか、東京サテライトにおける社会人コースに係る事務を行うため、東京サテライト

に社会人教育係を置いている。 

学生の生活、課外活動、留学、就職等に係る事務を行う学生・留学生支援課では、学生生活係、留学生係及び

キャリア支援係を置いている。 

教員の教育活動の支援、ティ－チング・アシスタント（ＴＡ）・リサーチ・アシスタント（ＲＡ）・ラボラト

リー・アシスタント（ＬＡ）、学系の運営等に係る事務を行う共通事務管理課では、共通事務第一係、第二係、

第三係を置き、それぞれの担当を学系等ごとに分け、支援を行っている。 

このほか、研究推進課に附属図書館の業務を担当する図書館情報係及び図書館サービス係を置き、司書資格を

有する職員を配置している（資料3-3-①-A）。 

技術職員については、業務が教育研究と密接に関わることから、学内共同教育研究施設に技術職員を配置し、

学内共同教育研究施設の長の指示の下、当該施設に所属する教員と連携し、本学の教育研究活動を技術的な側面

から支援するとともに、常に技術基盤の向上を図っている。 

さらに、博士前期課程の学生に対する実験、実習、演習等の教育補助業務に従事させるため、博士後期課程又

は博士前期課程の優秀な学生をティ－チング・アシスタント（ＴＡ）として採用し、講義補助のほか、主テーマ

指導補助、副テーマ指導補助として教育活動に参画させている。（資料 3-3-①-B）。 
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資料3-3-①-A 事務組織図 

（出典：人事労務課提供資料） 
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資料3-3-①-B ＴＡ配置状況 

注1）割合（％）は、開講講義数のうち、TAが配置されている講義の割合を示している。 

注2）その他科目は、必修科目及び共同教育研究施設授業科目を指している。 

注3）次の科目は開講数、TA付科目数からは除く。 

・東京サテライト、NAIST、NII等、学外での開講科目

・プロジェクト・マネジメント、E・J・G・L・Bxx科目

・主テーマ、副テーマ

（出典：共通事務管理課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者は適切に配置されている。また、ＴＡ

等の教育補助者の活用も積極的に行われていると思われる。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ 一研究科体制になり、研究科としての組織は大きくなったが、３つの学系を置き、研究科長の下に学系長及

び領域長を配置し、教育研究に係る責任の所在が明確にしている。 

・ トップダウンによる公募による教員採用、外国人及び女性教員の積極的な採用、講師への昇任制度など教員

の多様性を高めるための施策を実施し、多様性が高まっている。 

・ 世界水準の研究を加速するための卓越教授制度の導入と活用が評価できる。

・ 教員の採用や昇格に関して、全学的な観点からトップダウンで選考を行う仕組みを確立し，適切に実施して

いる。 

・ 教員の教育及び研究活動等に関する評価に関しては、教員データベースに基づき適切に行われている。

・ 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者は適切に配置され、ＴＡ等の教育補助

者の活用も積極的に行われている。 

【改善を要する点】 

・ 学系ごとの教員数のばらつきに関しては、教員負担の負荷のバランスをとる努力が求められる。

開講数
TA付の
科目数

割合
(%)

開講数 TA有
割合
(%)

開講数 TA有
割合
(%)

開講数 TA有
割合
(%)

H28 15 8 53.3% 43 26 60.5% 48 23 47.9% 12 7 58.3%

開講数 TA有
割合
(%)

開講数 TA有
割合
(%)

H28 7 5 71.4% 125 69 55.2%

K・I・M4xx科目 K・I・M6xx科目

その他科目 科目全体

K・I・M1xx科目 K・I・M2xx科目

別添資料3-3-①-1 事務組織規則（第16条、17条、25条） 

別添資料3-3-①-2 事務分掌細則（第3条、4条、12条） 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

【観点に係る状況】 

課程別のアドミッション・ポリシーを明確に定め、求める学生像及び入学者選抜の基本方針を示している（資

料4-1-①-A）。 

求める学生像については、博士前期課程は「先端科学技術分野における学修や研究への強い意欲と明確な目的

意識を持ち、自分の考えを的確に表現でき、議論を通じて相互理解に努めようとする態度を持つ者を求める。」､

博士後期課程は「先端科学技術分野における研究への強い意欲と研究を通じての社会貢献に関して明確な目的意

識を持ち、自分の考えを的確に表現でき、議論を通じて相互理解に努めようとする態度を持つ者を求める。」と

定めている。また、意欲重視の選抜方法により、過去の経歴や専攻分野にとらわれることなく、広く大学等の卒

業者や修了者、社会人及び外国人留学生等を、円滑な学修を意図して受け入れることを入学者選抜の基本方針と

している。入学者選抜方法は、学生募集要項に記載しているとおり、研究課題についての口頭発表及び口頭試問

であり、先端科学技術分野の十分な学力と研究への強い意欲などを評価している（P32資料4-1-②-A参照）。 

資料4-1-①-A アドミッション・ポリシー 

[博士前期課程] 

 本学は、先端科学技術分野における学修や研究への強い意欲と明確な目的意識を持ち、自分の考えを的確に表

現でき、議論を通じて相互理解に努めようとする態度を持つ者を求める。 

学部を置くことなく大学院のみを置く大学として、意欲重視の選抜方法により、過去の経歴や専攻分野にとら

われることなく、広く大学等の卒業者や修了者、社会人及び外国人留学生等を、円滑な学修を意図して受け入れ

る。 

大学等において優秀な成績を修めている者、入学後の修学に必要な基礎学力を身につけている者又は産業界等

における実務経験を有する者で、更なる能力向上や科学技術に寄与する積極的な意思を持つ者、国際性や創造性

に富んだ優れた研究者や技術者を志す者の入学を期待する。  

[博士後期課程] 

 本学は、先端科学技術分野における研究への強い意欲と研究を通じての社会貢献に関して明確な目的意識を持

ち、自分の考えを的確に表現でき、議論を通じて相互理解に努めようとする態度を持つ者を求める。 

学部を置くことなく大学院のみを置く大学として、意欲重視の選抜方法により、過去の経歴や専攻分野にとら

われることなく、広く大学院等の修了者、社会人及び外国人留学生等を、円滑な学修を意図して受け入れる。 

大学院博士前期（修士）課程において優秀な成績を修めているかそれと同等とみなせる研究業績を有する者、

研究者あるいは高度の能力を備えた専門技術者として成長し得る知的能力、入学後の修学に必要な学力を身につ

けている者又は先端科学技術分野における実務経験と研究経歴を有する者で、更に高度な研究を行う意志を持つ

者、国際性や創造性に富んだ優れた研究者や技術者を志す者の入学を期待する。 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 博士前期課程、博士後期課程それぞれに対して、「求める学生像」と「入学者選抜の方針」を示したアドミッ

ションポリシーが定められている。 

② 「入学前に学習しておくことが期待される内容」について、過去の経緯や専攻分野に捉われることなく、意

欲重視の選抜を実施して広く学生を受け入れる観点から、具体的かつ詳細な記載はないものの、『先端科学技術

分野に関係して入学後の履修に必要な内容』と理解される。 

③ 「入学者選抜の基本方針」について、アドミッションポリシーにて「意欲重視の選抜」と定めており、これ

を実現するための評価方法が「研究課題についての口頭発表および口頭試問」であることが募集要項等を通し

て公開されている。 

観点４－１－②： 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。 

【観点に係る状況】 

アドミッション・ポリシーに沿って、過去の経歴や専攻分野にとらわれることなく、出身学部・学科を問わず

社会人・留学生まで広く門戸を開放し、幅広い分野から、強い意欲と明確な目的意識を持った学生を受け入れる

ため、面接試験によるプレゼンテーション及び口頭試問により、学力や学識に加えて、意欲を持った学生の受入

れを積極的に実施している（資料4-1-②-A）。 

なお、学校教育法等の関係法令に従い、学則で入学資格を定めている（資料 4-1-②-B）。 

入学時期は４月と 10 月の年２回設け、博士前期課程（一般選抜）については、４月入学は、７月、10月、１

月、３月の年４回入学者選抜を実施し、10月入学は、７月に入学者選抜を実施している。４月入学、10月入学と

もに、本学のほか東京、大阪にも試験会場を設け、受験者の便宜を図っている。なお、平成28年度における博士

前期課程入学者は、４月入学者274人（88.1％）、10月入学者37人（11.9％）、計311人となっている。（資料4-

1-②-C）。 

入学者選抜については、アドミッション・ポリシーで示す「過去の経歴や専攻分野にとらわれることなく、広

く大学等の卒業者や修了者、社会人及び外国人留学生等」をより広く受け入れるため、一般選抜に加え、随時特

別選抜、海外在住者対象推薦入学特別選抜、協定校対象推薦入学特別選抜、社会人コース特別選抜、ＳＤ（スー

パードクター）プログラム給付奨学生特別選抜等、多様な入学者選抜を実施している（資料4-1-②-D）。 

なお、海外在住者対象推薦入学特別選抜は、海外在住者で意欲の高い学生に対し、大学院への進学の機会を拡

げることを目的として、渡日せずに受験できる入学者選抜である。 

社会人の受入れについては、東京サテライトにおいて社会人コースを設置し、社会人を積極的に受け入れてお

り、社会人コース特別選抜により、入学者選抜を行っている。（資料4-1-②-E）。 

資料4-1-②-A 学生募集要項抜粋 

博士前期課程（一般選抜） 

(2) 選抜方法

試験は、面接により以下のとおり受験者 1名に対して 30分間で実施します。

① 出願時に提出した小論文の内容の口頭発表
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・口頭発表時間は 7分間 

・口頭発表のため、プロジェクター（普通紙をガラス面に載せるだけでスクリーンへ映し出せる書画カメラ

機能付のもの）を試験室に準備するので、当日にＡ４サイズの紙の資料１部（枚数は自由、横（辺の長い

ほうが上下にくる）向き資料推奨）を持参してください。

・発表時、手持ちの紙原稿の使用は認めますが、その他の資料・機器等の持ち込みや配付は認めません。

② 出願時に提出した小論文・キーワード用紙の内容に関する口頭試問

・口頭試問時間は 23分間

(3) 合否判定基準及び評価基準

面接審査では、入学後に研究を行ううえで必要な基本的能力・学力や意欲を重視し、総合的に評価します。

上記面接の結果及び成績証明書等を総合判定し、円滑な学修を意図して合格者を決定します。

博士後期課程（一般選抜） 

(2) 選抜方法

試験は、面接（研究概要、研究計画等に関する口頭発表及び口頭試問）により次のとおり実施します。

口頭発表 口頭試問 計 

20分 30分 50分 

口頭発表の際にノートパソコンを使用する場合は、各自で持参してください。プロジェクターは本学で準備

します。発表用資料を面接委員に紙で配付する場合は、A4サイズ（様式自由）で当日 4部持参してください。 

(3) 合否判定方法

面接試験の結果及び提出書類により、総合判定します。

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学生募集要項） 

資料4-1-②-B 学則（第19条、20条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）
（博士前期課程の入学資格）

第１９条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 大学を卒業した者 
二 法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 
三 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教
育における１６年の課程を修了した者 

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了し
たとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設
であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者 

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関
係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定
するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信
教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了する
ことを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 
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七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

八 文部科学大臣の指定した者 
九 次に掲げる者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 
イ 大学に３年以上在学した者
ロ 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における１５年の課程を修了した者

ニ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５年の課程を修了
したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育
施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

十 法第１０２条第２項の規定により本学以外の大学院に入学した者であって、本学において、大学院にお
ける教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

十一 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
２２歳に達したもの 

（博士後期課程の入学資格） 
第２０条 博士後期課程に入学又は進学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 修士の学位を有する者又は専門職学位（法第１０４条第１項の規定に基づき学位規則（昭和２８年文部
省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者 

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相
当する学位を授与された者 

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に
相当する学位を授与された者 

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法律第
７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連
合大学（次号において「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与さ
れた者 

六 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準（昭
和４９年文部省令第２８号）第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位
を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

七 文部科学大臣の指定した者 
八 本学において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力が
あると認めた者で、２４歳に達したもの 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

資料4-1-②-C 10月入学者の割合 

博士前期課程 

先端科学技術研究科 

４月入学 １０月入学 計 

平成 28年度 274 ( 88.1% ) 37 ( 11.9% ) 311 

博士後期課程 

先端科学技術研究科 

４、６月入学 １０月入学 計 

平成 28年度 42 ( 41.2% ) 60 ( 58.8% ) 102 

（出典：教育支援課提供資料） 
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資料4-1-②-D 入学者選抜方法 

平成27年度実施 

博士前期課程 

試験区分 試験概要 入学時期 

一般選抜 受験者から提出された小論文に
基づく質疑応答を中心とした面
接試験を重視する選抜試験。 

H28年 4月 
H28年 10月 

特 
別 
選 
抜 

随時特別選抜 面接試験を行う日時を本学が
随時に設定し、合格して入学
した場合には研究室配属の優
先権を与える。 

推薦入学 
特別選抜 

海外在住者対象 
推薦入学特別選抜 

海外在住者対象。 
受験者は渡日せずに合否判定
を受けることが可能。 

協定校対象 
推薦入学特別選抜 

推薦入学協定を締結した大学
等の在学者対象。 

社会人コース特別選抜 東京社会人コース志願者が対
象。 

ＳＤ（スーパードクター）プログラム給付
奨学生特別選抜 

学部 3年次終了者を対象と
し、4年間で博士の学位を目
指すプログラム。給付奨学金
あり。 

H28年 4月 

博士後期課程 

試験区分 試験概要 入学時期 

一般選抜 修士の学位若しくは専門職学
位を有する者又は取得見込の
者を対象とした一般的な入学
者選抜。 

H28年 4月 
H28年 10月 特 

別 
選 
抜 

推薦入学 
特別選抜 

海外在住者対象 
推薦入学特別選抜 

海外在住者を対象。 
受験者は渡日せずに合否判定
を受けることが可能。 

社会人コース特別選抜 東京社会人コース志願者が対
象。 

（出典：教育支援課提供資料） 

資料4-1-②-E 東京社会人コースの入学者数 

コース名 課程 H28 

東京社会人コース 
前期 40 

後期 26 

計 66 

（出典：教育支援課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 一般選抜は「面接試験によるプレゼンテーション及び口頭試問」による選抜であり、学力のみならず意欲を

持つ学生を選抜するアドミッション・ポリシーに沿った一つの適切な方法と言える。 

② アドミッション・ポリシーに沿い、出身学部・学科を問わず、社会人・留学生を含めた広い範囲・分野から、
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強い意欲と明確な目的意識を持った学生を受け入れるために、一般選抜に加えて、随時特別選抜を始めとする

複数種類の選抜を実施している。志願者の特性に合わせて入試実施時期、審査方法を変えているが、いずれの

選抜であっても、志願者の意欲を積極的に評価できるよう十分な配慮がなされている。 

観点４－１－③： 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

入学者選抜は、入学者選抜規則及び入学者選抜委員会規則に基づき実施している（資料 4-1-③-A、資料4-1-

③-B）。入学者選抜の実施体制については、学長、副学長、学系長等を含む入学者選抜委員会において、審議を

行い、決定している。選抜試験は入学者選抜委員会で決定された面接実施要領に基づき実施している。 

面接実施要領には、面接委員の構成、面接の方法及び手順、注意事項、面接評価票の評価項目別の具体的な採

点基準等が定められており、各面接委員に対しその内容を説明し、入学者選抜試験が公正に実施できるようにし

ている。 

博士前期課程一般選抜は、最高責任者（学長）、入試総括責任者（教育担当副学長）を置き、その下に本学試験

場、東京試験場、大阪試験場を設け、それぞれ本部長（副学長）を置き、本部長の責任の下、各試験場別に受験

者数に応じて３～５グループの面接委員グループ（１グループ：面接委員３人）を設けて実施している。併せて、

面接委員の体調不良等に備えて、各試験場別に１～２グループの面接委員グループ毎にそれぞれ１人の待機委員

を配置して、不測の事態にも支障を来すことがないよう万全の体制を整えて面接を実施している。 

選抜試験終了後は、面接委員が面接実施要領に基づき作成した面接評価票の評価結果を一覧表にし、各学系の

入試判定会、入学者選抜委員会の順に合格候補者の判定を行った後、教育研究評議会の議を経て、学長が最終的

な合否を決定している。 

資料4-1-③-A 入学者選抜規則 

○北陸先端科学技術大学院大学入学者選抜規則（平成１２年１２月制定）（抄）

（入学者選抜委員会の設置）

第３条 本学に、選抜に関し必要な事項を全学的立場から審議するため、入学者選抜委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（選抜の実施日程等） 

第４条 選抜は、募集人員、出願手続、選抜方法、選抜期日、試験場、入学に要する経費その他出願に必要な事項

を記載した募集要項に基づいて、これを行うものとする。 

２ 学長は、前項の募集要項を定めるに当たっては、委員会の議を経るものとする。 

（合格候補者の判定及び決定） 

第５条 選抜の合格候補者の判定は、教授会の議を経て委員会が行う。 

２ 合格候補者の決定は、前項の判定に基づき、教育研究評議会が行う。 

（合格者の決定） 

第６条 合格者の決定は、前条の決定に基づき、学長が行う。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学入学者選抜規則） 
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資料 4-1-③-B 入学者選抜委員会規則 

○北陸先端科学技術大学院大学入学者選抜委員会規則（平成５年４月制定）（抄）

（組織）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長 

二 副学長 

三 学系長 

四 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第２条第１項第６号及び第７号の評議員 

五 委員長が指名する副理事 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

一 入学者選抜の基本方針に関する事項 

二 入学者の募集及び選抜の実施に関する事項 

三 合格候補者の判定に関する事項 

四 その他入学者選抜のために必要な事項 

（委員会の運営） 

第４条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副学長が、その職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

（総括責任者） 

第６条 委員会に、入学者選抜実施のため、実務の総括責任者を置く。 

２ 総括責任者は、委員の互選により、委員長が委嘱する。 

（専門委員） 

第７条 委員会に、入学者選抜実施のため必要に応じて、専門委員を置く。 

２ 専門委員は、教授又は准教授の中から委員会の推薦に基づき学長が委嘱する。 

（委員以外の者の出席） 

第８条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学入学者選抜委員会規則） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 入試に関する制度、実施、改善を担当する入学者選抜委員会が置かれており、その役割や構成等は、本学の

規模を考慮すれば、適当であると考えられる。 

② 実際の入試を実施する面接委員を含む面接実施体制、志願者の合否に関する素案を議論・決定する入試判定

会、志願者の合否案を全学的レベルにて決定する入学者選抜委員会、入試の制度・実施状況のチェックを行う

教育研究評議会、最終的な合否を決定する学長、それぞれの役割と責任が明らかになっている。 

37



北陸先端科学技術大学院大学 基準４ 

 

観点４－１－④： 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組

が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】 

入学者選抜委員会の下に、副学長（理事（教育担当））、学系長及び教育担当評議員等を構成員とする入試ワー

キンググループを設置し、アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入れが実施されているかどうかの検証を

行い、入学者選抜の改善等について検討を行っており、その結果を入学者選抜委員会で審議し改善している（資

料4-1-④-A）。 

入学者選抜の見直し等に当たっては、選抜試験の面接委員を含む教員からの意見を学系長及び教育担当評議員

が取りまとめ、入試ワーキンググループにおいて検証・検討するに至っている。 

具体的な改善の取組としては、アドミッション・ポリシーで示す「自分の考えを的確に表現できる」学生の受

け入れを充実させるため、選抜試験における面接評価について、平成28年度の評価内容を面接委員別に検証し、

より一層客観的かつ適切に面接評価を行うことができるよう評価項目の見直しや評価基準を設けるなど面接実施

要領の改定を行った。平成29年度においては、改定した面接実施要領を使用し、面接評価を行った。今後、平成

29年度の評価内容を検証し、実効性等を確認することとしている（内部資料のため外部に公開不可）。 

 なお、マテリアルサイエンス系では、マテリアルサイエンス系４領域への配属を希望する者を対象に、入学時

のオリエンテーションにおいて学力診断テストを行い、入学者の基礎知識を確認するとともに、入学者の動向分

析のための基礎資料としている。 

 また、平成 28 年度から、博士前期課程一般選抜の日程を年３回（８月、11 月、２月）から年４回（７月、10

月、１月、３月）に見直した。 

加えて、博士後期課程における社会人コースの志願者については、過去に10年以上の有職があり、出願時に職

に就いていない者の受け入れを検討し、出願資格を見直した。（資料4-1-④-B）。 

上記の見直しにより、アドミッション・ポリシーで示す「過去の経歴や専攻分野にとらわれることなく、広く

大学等の卒業者や修了者、社会人及び外国人留学生等」をより広く受け入れることができるようになった。 

 

資料4-1-④-A 入試ワーキンググループの概要 

入試ワーキンググループ 
 

（１）設置目的 

入学者選抜に係る全学的な諸課題について検討を行うことを目的として設置 

（２）設置年月 

   平成２１年３月 

（３）構成員 

   一 副学長（理事（教育担当））※座長 

   二 学系長 

   三 教育担当評議員 

   四 副理事（教育担当） 

五 教育支援課長 

   六 座長が必要と認める者 

 

（４）開催日 

    座長が必要と認める場合に随時開催する。 

（出典：教育支援課提供資料） 
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資料4-1-④-B 社会人コース特別選抜の出願資格について 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 検証・改善のための組織として、入学者選抜委員会ならびにその下に組織された入試ワーキンググループが

あり、入試の実施に係る事項、入学者選抜の検証に係る事項、入学者選抜の改善に係る事項を議論し、実施に

移している。 

② 面接評価における評価項目・評価基準の見直し・改訂、社会人コース特別選抜における出願資格の見直し・

（出典：教育支援課提供資料） 
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改訂など、入学者選抜の改善の実績も示されている。 

観点４－２－①： 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、

その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係

の適正化が図られているか。 

【観点に係る状況】 

平成28年度の入学者数、入学定員、入学定員充足率は、「平均入学定員充足率計算表」のとおりである（資料

4-2-①-A）。博士前期課程の入学定員充足率は、110.3%となっており、実入学者数は入学定員と比較して適正な数

となっている。博士後期課程の入学定員充足率は、113.3%となっており、実入学者数は入学定員と比較して適正な数と

なっている。 

資料4-2-①-A 平均入学定員充足率計算表 

学部/研究科等名 項目 28年度 

博士前期課程 入 学 者 数 311名 

  先端科学技術研究科 入 学 定 員 282名 

先端科学技術専攻 入学定員充足率 110.3％ 

博士後期課程 入 学 者 数 102名 

  先端科学技術研究科 入 学 定 員 90名 

先端科学技術専攻 入学定員充足率 113.3％ 

（出典：教育支援課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 博士前期課程、博士後期課程それぞれの入学定員充足率は 110.3%、113.3%であり、適性な範囲に入ってい

る。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ アドミッション・ポリシーに沿い、出身学部・学科を問わず、社会人・留学生を含めた広い範囲・分野から、

強い意欲と明確な目的意識を持った学生を受け入れるために、複数回の一般選抜に加えて、随時特別選抜、海

外在住者対象推薦入学特別選抜、協定校対象推薦入学特別選抜、社会人コース特別選抜、ＳＤ（スーパードク

ター）プログラム給付奨学生特別選抜など、複数の異なる入学者選抜を実施することで、多様な入学生を採用

することができている。

【改善を要する点】 

該当なし 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜大学院課程＞ 

観点５－４－①： 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

【観点に係る状況】 

カリキュラム・ポリシーを明確に定めているほか（資料 5-4-①-A）、本学ウェブサイト、大学概要、履修案内

等に「教育システム」、「履修に関する事項」、「教育・研究指導に関する事項」及び「学位授与に関する事項」と

して、カリキュラムや教育研究指導等について明記している（資料5-4-①-B、別添資料5-4-①-1）。全学融合教

育研究体制としての研究科統合のもと、知識科学的イノベーションデザイン教育として情報科学とマテリアルサ

イエンスの教育研究に知識科学の方法論を全学的に展開することで体系的・総合的な教育を実施し、社会におけ

る要求や課題の発見と解決を見据えた新領域の開拓やイノベーション創出を担う先端科学技術分野におけるリー

ダー人材を排出することを目指している。 

また、教育プログラムとして通常の標準修業年限で修了することを目指すＭプログラム・３Ｄプログラムのほ

か、博士前期課程・博士後期課程を通した、５年一貫的な博士教育を行う５Ｄプログラムや、学部時代からの専

攻分野を変更する者又は基礎からじっくり学びたい者を対象として、２年間から３年間でＭプログラムと同様の

修士教育を行うＭαプログラムを設けている。 

資料5-4-①-A カリキュラム・ポリシー 

本学は、先端科学技術分野の基礎概念を理解し、その上で専門知識を活用する能力、多様な文化に対する理

解力とコミュニケーション能力及び高い倫理観を持ち、自らの専門性を社会で活用する視点を持ちつつ、幅広

く関連分野を俯瞰して問題を発見し解決できる研究者、高度専門技術者を育成し、社会や産業界のリーダーと

なる能力を養う。この目的に則して、各学位に対応し階層化された体系的な教育課程を編成する。 

［博士前期課程］ 

博士前期課程では、一つの専門に偏ることなく先端科学技術分野の基礎概念の理解を促進し、問題解決に専門

知識を応用できる能力、多様な文化に対する理解力とコミュニケーション能力及び高い倫理観を養う教育課程

とする。 

［博士後期課程］ 

博士後期課程では、先端科学技術分野の理論や体系を理解した上で問題発見及び問題解決ができる能力を育

み、グローバルコミュニケーション能力、高い倫理観と俯瞰的視野を併せ持ち、先端科学技術分野でリーダー

シップを発揮できる能力を養う教育課程とする。 
（出典：本学ウェブサイト「カリキュラム・ポリシー」 

https://www.jaist.ac.jp/education/system/curriculum-policy.html） 

41

https://www.jaist.ac.jp/education/system/curriculum-policy.html


北陸先端科学技術大学院大学 基準５ 

 

資料5-4-①-B 教育システムの特徴 
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（出典：本学ウェブサイト「教育システムの特徴」

https://www.jaist.ac.jp/education/system/features.html） 

44

https://www.jaist.ac.jp/education/system/features.html


北陸先端科学技術大学院大学 基準５ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教育課程の編成・実施方針が明確に定められている。

② 通常の標準修業年限で修了することを目指すＭプログラム・３Ｄプログラムのほか、博士前期課程・博士後

期課程を通した５年一貫的な博士教育を行う５Ｄプログラムや、学部時代からの専攻分野を変更する者又は基

礎からじっくり学びたい者を対象として２年間から３年間でＭプログラムと同様の修士教育を行うＭαプログ

ラムは、充実した特徴ある教育システムであり、多様性を受け入れられるように工夫されている。 

別添資料5-4-①-1 履修案内P9-29（教育研究指導等） 

観点５－４－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、

水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

【観点に係る状況】 

カリキュラム・ポリシーに基づき、各学位に対応し階層化された体系的な教育課程を編成するとともに、各分

野の垣根を低くし学生のキャリア目標に応じた融合領域における履修や、複数の教員が異なる視点から研究指導

に参画するなど柔軟かつ多角的な教育研究指導体制を構築し、学生が様々な学問領域と接し、多様な進路を目指

すことを可能としている。 

本学は１期７週間の授業期間を１年間に４期設けるクォーター制を導入しているが、入学後の最初のクォー

ターでは、学生を入学前の専門分野と関わりなく研究室に「導入配属」し、グローバルな言語の強化に資する「学

術科目」、自らの専門性の広角化に資する「広域科目」、自らの専門性の基盤化に資する「導入科目」を自由に履

修させることとしている。その中で、学生には自らのキャリア目標を明確化させ、知識科学、情報科学、マテリ

アルサイエンスのうち取得を目指すいずれかの学位を選択させるとともに、研究指導を行う研究室に「展開配属」

することとしている。この間に、学生自らが指導教員とのコミュニケーションを通じて作成する「学修計画・記

録書」に沿って指導を行い、基幹科目、展開科目を体系的に履修させるのみならず、学生本人のキャリア目標、

学修歴、研究計画等を踏まえて、他コースの科目も履修させるべく修了要件に加えることを可能としている。ま

た、英語若しくは日本語と英語の併用により開講する科目も設置している（資料5-4-②-A）。 

カリキュラム・ポリシーに基づく階層化された体系的な正課教育の進捗は、次のとおり。 

【博士前期課程】 

(1)導入配属時 

学生は、入学後、入学前の専門分野と関わりなく研究室に配属される（導入配属）。導入配属時は、学生の学修

歴や職務経験を参考とし、学生の視野を広げ、キャリア目標を明確化させるための指導を行う。学生は必修科目

「人間力イノベーション論」、「創出力イノベーション論」のほか、「学術科目」・「広域科目」・「導入科目」を幅広

く履修し、志望する研究テーマの明確化を図る。 

(2)展開配属時 

１の１期における科目履修及び導入配属指導教員や展開配属希望教員との面談等を経て、学生に所属を希望す

る研究室を選択させる。導入配属指導教員は、学生の指導に係るコミュニケーションツールである学修計画・記
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録書を活用しつつ学生に希望する研究の方向性を明確化させ、キャリア目標の実現やイノベーション人材養成の

観点から最適な研究室に配属できるよう指導する。この展開配属の決定と併せて、取得を目指す学位についても

学生から希望を取り、当該学生が目指す学位を確認する。なお、融合領域等において展開配属後に希望する学位

に変更が生じた場合は、１年次の３月までに提出する研究計画提案書の提出までに、当該学生の申し出に基づき、

取得を目指す学位の変更を認める。 

展開配属では、学生一人に対し主指導及び副指導教員を配置し、研究指導を本格的に開始する。主指導及び副

指導教員は、学生のキャリア目標や研究希望を聴取し、そこに到達できる体系と水準を把握しつつ、融合教育で

中心的に学ぶ領域を指導する。副指導教員は主指導とは異なる視点から、教育研究上、そして学生生活、進路・

キャリア形成等について指導や助言を行う。展開配属は、原則として学生の希望どおりに行うが、特に必要な場

合は、１の１期の成績等を勘案し調整を行う。 

(3)基幹・展開科目の履修 

１の１期における学修と展開配属による専攻分野の具体化を経て、１の２期以降においては、専門的な知識を

体系的かつ階層化された科目区分に沿って幅広く履修させる。基幹科目及び展開科目の履修に当たっては、学生

自らが指導教員とのコミュニケーションを通じて作成する学修計画・記録書に沿って指導を行い、取得を目指す

学位に繋がる基幹科目、展開科目を体系的に履修させるのみならず、学生本人のキャリア目標、学修歴、研究計

画等を踏まえて、学生が様々な学問領域と接することが可能となるよう、必修科目として限定することなく他系

の科目も含めて関連性や難易度等も見据えた上で履修させ、修了要件に加えることも可能とする。 

(4)主テーマ研究 

 学生は主テーマ研究を開始し、研究計画提案書の提出を経て、研究を本格化させる。主テーマ研究は、主指導

教員のほか、副指導教員及び副テーマ指導教員を加えた複数教員指導制により、多角的なアプローチによる指導

を行う。これに加え、学生の研究テーマに応じて、国内外の大学等や企業等の研究所における研究指導など複数

指導体制をさらに拡充した研究指導を行う。 

(5)副テーマ研究の実施 

 主テーマ以外に隣接又は関連分野の研究課題を課す副テーマ研究について、助教による指導も可能とするほか、

従前の形態に加え、異なる系の学生が協同して行う「グループ副テーマ」を新たな形態として実施している。ま

た、産業界において実践的な研究開発能力を身に付けることを希望する学生については、副テーマ研究に代えて

企業等へのインターンシップを単位認定する。 

(6)学位論文審査 

 学位論文等の審査は、授与する学位に対応する知識科学、情報科学及びマテリアルサイエンスの３つの学位の

系ごとに行う。修士の学位の審査に当たっては、４名以上の委員で主に学術的見地から行い、「学位審査委員会」

で学位授与について審議し、学長が決定する。  

【博士後期課程】 

(1)必修科目の履修 

 イノベーションを自ら生み出せる人間力・創出力の基礎を、知識科学の方法論を通して学生に身に付けさせる

ことを目的として、必修科目として「人間力・創出力イノベーション論」を履修させる。 
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(2)発展・先端科目の履修 

 博士後期課程の開設授業科目を発展科目と先端科目に階層化し、学生のキャリア目標に応じて体系的に専門知

識を修得させる。特に博士後期課程では、企業等で最先端の研究開発をリードし、マネジメントできる高度な専

門技術者を目指すことを想定した履修指導を行う。なお、博士後期課程においては、入学時に研究室の配属と取

得を目指す学位を確認する。 

(3)研究指導 

博士前期課程と同様、複数指導体制による研究指導を実施する。企業等におけるインターンシップ（１～３か

月程度）への参加を推奨することにより、産業界が求めるイノベーション人材を育成する。また、先端研究に従

事する科学者を志望する学生には、国内外の大学・研究機関での学外研修を推奨する。 

(4)学位論文審査 

学位論文の審査は、修士の学位と同様、授与する学位に対応する知識科学、情報科学及びマテリアルサイエン

スの３つの学系ごとに行う。博士の学位の審査に当たっては、学外からの招へい者を含む５名以上の委員で学術

的見地から行い、その結果を踏まえ「学位審査委員会」で学位授与について審議し、学長が決定する。  

博士前期課程における必修科目以外の専門科目の履修に当たっては、修士論文研究を選択した場合は 20 単位

以上、課題研究を選択した場合は26単位以上、博士研究計画調査を選択した場合は28単位以上を修得すること

を課している。この際、取得を目指す学位の専門知識を体系的に修得できるよう、学術科目は２単位まで、広域

科目及び導入科目は必修科目を除き４単位まで、基幹科目は必修科目を除き６単位以上を修了単位に算入できる

こととしている（別添資料5-4-②-1）。 

博士後期課程における必修科目以外の専門科目の履修に当たっては、11単位以上を修得することを課している。

この際、取得を目指す学位の専門知識を体系的に修得できるよう、先端科目は必修科目を除き４単位以上を修了

単位に算入できることとしている（別添資料5-4-②-2）。 

 また、学生のキャリア目標に沿って、５種類の教育プログラム（ＳＤ、５Ｄ、３Ｄ、Ｍ、Ｍα）を提供してお

り、５Ｄ及び３Ｄプログラムでは学生にキャリアタイプ（タイプＳ、Ｅ）を選択させ、将来の志望キャリアを考

える機会を与えている（別添資料5-4-②-3）。 

さらに、産業界等の社会からの要請に応えるため、社会人を対象とする多様な学修プログラムの開発・提供も

積極的に進めており、技術経営（ＭＯＴ）（博士前期課程）、サービス経営（ＭＯＳ）（博士前期課程）、医療サー

ビスサイエンス（ＭＳＳ）（博士前期課程）、先端情報科学（博士前期課程・博士後期課程）、先端知識科学（博士

後期課程）の各プログラムを開設・提供している（別添資料5-4-②-4）。 
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資料5-4-②-A 授業科目の体系と区分 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科設置報告書） 
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別添資料5-4-②-1 履修案内 P12-13（博士前期課程の修了要件） 

別添資料5-4-②-2 履修案内 P14（博士後期課程の修了要件） 

別添資料5-4-②-3 履修案内 P9-10（教育プログラム） 

別添資料5-4-②-4 履修案内 P74-76（学修プログラム（東京サテライト）） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

[博士前期課程] 

① 入学後、入学前の専門分野と関わりなく研究室に「導入配属」し、学生の学修歴や職務経験を参考とし、学

生の視野を広げ、キャリア目標を明確化させるための指導を行っている。 

② 導入配属時に、必修科目「人間力イノベーション論」、「創出力イノベーション論」のほか、グローバルな言

語の強化に資する「学術科目」、自らの専門性の広角化に資する「広域科目」、自らの基盤化の専門性に資する

「導入科目」を自由に履修させている。 

③ １の１期における科目履修及び導入配属指導教員や展開配属希望教員との面談等を経て、学生に所属を希望

する研究室を選択させている。また導入配属指導教員は、学生の指導に係るコミュニケーションツールである

学修計画・記録書を活用しつつ学生に希望する研究の方向性を明確化させ、キャリア目標の実現やイノベーショ

ン人材養成の観点から最適な研究室に配属できるよう指導している。 

④ 主指導教員のほか、副指導教員及び副テーマ指導教員を加えた複数教員指導制により、多角的なアプローチ

による指導を行っている。 

⑤ １の１期における学修と展開配属による専攻分野の具体化を経て、１の２期以降においては、専門的な知識

を体系的かつ階層化された科目区分に沿って幅広く履修させている。 

⑥ 主テーマ以外に隣接又は関連分野の研究課題を課す副テーマ研究について、従前の形態に加え、異なる系の

学生が協同して行う「グループ副テーマ」を新たな形態として実施している。また、産業界において実践的な

研究開発能力を身に付けることを希望する学生については、副テーマ研究に代えて企業等へのインターンシッ

プを単位認定している。 

[博士後期課程] 

① イノベーションを自ら生み出せる人間力・創出力の基礎を、知識科学の方法論を通して学生に身に付けさせ

ることを目的として、必修科目として「人間力・創出力イノベーション論」を履修させている。 

② 博士後期課程の開設授業科目を発展科目と先端科目に階層化し、学生のキャリア目標に応じて体系的に専門

知識を修得させている。 

③ 博士前期課程と同様、複数指導体制による研究指導を実施している。

④ 企業等におけるインターンシップ（１～３か月程度）への参加を推奨することにより、産業界が求めるイノ

ベーション人材を育成している。また、先端研究に従事する科学者を志望する学生には、国内外の大学・研究

機関での学外研修を推奨している。 
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観点５－４－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

【観点に係る状況】 

博士前期課程における「基幹科目」及び「展開科目」、博士後期課程における「発展科目」及び「先端科目」は、

各教員の専門性を背景にした授業科目であり、最先端の研究を反映した内容としている（資料5-4-③-A）。 

また、社会的・職業的自立を図り、イノベーションに取り組める人材となることを目指し、専門知識を活かし

ながら活躍するために必要な能力（人間力・創出力）を身に付けることを目的として、博士前期課程においては

「人間力イノベーション論」及び「創出力イノベーション論」、博士後期課程においては「人間力・創出力イノベー

ション論」を、必修科目として開設している（別添資料5-4-③-1）ほか、産業界が求めるイノベーション人材を

育成することを目的として、博士後期課程において平成25年度からインターンシップについて正課化し、副テー

マ研究との選択必修としていることに加え、博士前期課程においても、産業界において実践的な研究開発能力を

身に付けることを目指して、平成28年度からインターンシップについて正課化し、副テーマ研究との選択必修と

している（資料5-4-③-B、資料5-4-③-C）。さらに、高度な教養、高い倫理性や多様な文化に対する理解力を培

う教養科目として、「その他科目」を９科目開設している（別添資料5-4-③-2）。 

グローバル社会で活躍する人材を養成するため、「グローバルコミュニケーションセンター開講科目」として、

テクニカルイングリッシュコミュニケーション科目、テクニカル日本語教育科目及びこれらの言語教育を補完す

るための異文化理解を目的とした科目を開講している。テクニカルイングリッシュコミュニケーション科目とし

ては、基礎英語から科学技術分野でのテクニカルコミュニケーションのためのスキルの修得にいたるまで、

Interaction Seminarからテクニカル英語発展の４段階12科目を提供する。テクニカル日本語教育科目は留学生

を対象として、日本語入門から科学技術やビジネス分野でのコミュニケーションのための日本語スキルの修得に

至るまで、入門から発展の４段階９科目を提供する。さらに言語教育を補完し、多文化グローバル社会への適応

能力の開発と向上を目的として、「協働形成グローバルコミュニケーション」、「言語表現技術」及び「日本事情」

の３科目を提供する（別添資料5-4-③-3、別添資料2-1-⑤-1参照）。 

専門性を高めるための学修プログラムとして、博士前期課程学生を対象とした「高信頼IoT技術者育成プログ

ラム」及び「情報セキュリティプログラム」並びに博士前期課程及び博士後期課程学生を対象とした「データ分

析学リーダー育成プログラム」及び「ナノマテリアルテクノロジープログラム」を設けている（別添資料5-4-③

-4）。 

イノベーションを担う人材の養成という産業界や社会人の要請に応えるため、東京サテライトにおいて働きな

がら学位取得を目指す社会人を対象とした多様な学修プログラムを開発・提供し、社会人が仕事と両立して学位

を取得できるように平日の夜間と土曜日・日曜日に授業や研究指導を行っている（別添資料5-4-②-4参照）。 

また、民間研究機関等との連携により、知識科学系では３講座、情報科学系では８講座、マテリアルサイエン

ス系では１１講座の連携講座を設けており、学術の発展動向や社会のニーズに柔軟かつ適切に対応しながら、教

育研究活動を展開している（資料5-4-③-D）。 

さらに、国内外からの要請や学生の多様なニーズへの配慮として、世界最先端の科学技術研究と高度な教育内

容を融合させ、国際的見識に優れ、日本と海外における科学技術の発展に寄与できる人材を育成することを目的

に、天津大学（中国）､チュラロンコン大学（タイ）及びタマサート大学（タイ）とダブルディグリープログラム

を実施しているほか、ベトナム国家大学ホーチミン校及びベトナム国家大学ハノイ校工科大学と協働教育プログ

ラムを実施している。加えて、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン（英国）、サウサンプトン大学（英国）及

びドレスデン工科大学（ドイツ）と協働して、共同研究プロジェクトに基づき、選抜された双方の博士後期課程
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学生の研究指導を双方の教員が行うプログラムを実施している（資料5-4-③-E）。 

このほか、学生の多様なニーズへの配慮として、次の取組を行っている。 

・英語で受講可能な科目を開設することにより、英語のみによる学位取得を可能としている。

・入学時期は年２回（４月、10月）、修了時期は年４回(６月、９月、12月、３月)設けている（資料5-4-③-F）。

・他の大学又は大学院との単位互換を行っている（別添資料5-4-③-5）。

・他の大学院、研究所又は外国の大学院等で研究指導を受けることを認め、本学において受けた研究指導の一部

とみなすことを可能としている（資料5-4-③-G）。 

・入学前に大学院において修得した単位を本学において修得した単位として認定している（資料 5-4-③-H）。

・企業でのインターンシップについては、博士前期課程、博士後期課程ともに正課化し、副テーマ研究との選択

必修としている。また、博士後期課程の学生については、インターンシップ費用を助成している。 
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資料5-4-③-A 学術の発展動向の授業科目への反映例 

授業科目
担当教員

（専門分野）
達成目標 概要

イノベーションマネジ
メント概論

内平　直志
（技術経営、サービス科
学）

企業および社会を成長させるための必須要件であるイノ
ベーションの基本概念および重要な各種モデルおよび理
論を理解する。また、最新のイノベーションマネジメント研
究の方向性を把握し、イノベーションマネジメントを現場
で実践できるようになる。また、実践に基づく研究をまと
めるために必要な基盤知識を修得できる。

イノベーションマネジメントの基本概念と歴史的に重要な
モデルおよび理論を具体的な事例を用いて説明し、課題
ケースに対するグループワークで理解を深める。また、
オープン・イノベーション、サービス・イノベーション、コミュ
ニティ型イノベーションなどの最新の動向を紹介する。特
に、デザイン＆システム思考でイノベーションを生み出す
手法に関しては、グループワーク形式で学修する。

情報産業サービス化
論

神田　陽治
（サービス科学）

情報産業のサービス化の最新動向と技術動向を理解で
きる。さらに、情報産業のサービス化を自ら企画・実行す
るスキルを獲得して、情報産業のサービス化を自ら企
画・実行できる。

情報産業は転換期を迎えており、ハードウェアやソフト
ウェアの製品販売で収益を上げられていた時代は終わ
り、サービスを中心に据えた事業構造への移行が急務で
ある。この転換期を生き残るには、企業内に閉じた業務
変革では不十分であり、情報産業全体や社会インフラに
渡る事業変革にまで視点を広げることが必要である。本
講義では、情報産業のサービス化の最新動向と技術動
向を概観し、情報産業のサービス化や社会インフラの
サービス化事例を解説する。加えて、情報産業のサービ
ス化を自ら企画・実行できるように、企業活動に関する全
体像をどう作り、企業向けIT サービスの合意をどう形成
し、その中で個別業務をどのように具体化していくかのス
キルを伝授する。全体を通して、適宜、講義とグループ
ワークを組み合わせる。以上を通して、自らが、情報産
業のビジネスのサービス化を企画・実行する実践力を身
に付ける。

ソフトウェアアーキテ
クチャ論

鈴木　正人
（ソフトウェア工学、ソフト
ウェア構成、プログラム
言語処理系、組込みシス
テム）

最近ではある程度決まった構造(アーキテクチャ)上に特
定の機能を持った部品(コンポーネント)を配置/結合する
ことでのインターネット上のアプリケーションを作成する方
法が普及している。本講義を履修することで、最新のソフ
トウェア開発に欠かせないアーキテクチャとコンポーネン
ト技術に対する知識と、実際に開発を行うための実践的
スキルを修得する。具体的には以下の技法の修得を目
標とする。
- WEB ブラウザの拡張機能としての実現技法(アプレッ
ト)
- WEB サーバーの拡張機能としての実現技法(サーブ
レット)
- データベース連携の実現技法(JDBC/JPA/EJB)
- フレームワークを利用した実現技法

アーキテクチャの基本概念、パターン、コンポーネント、
実例(JavaBeans/EJB)、フレームワークとその応用、Web
アプリケーション、データベース操作とO/R マッピング、
依存性注入、サービス指向アーキテクチャ(SOA)

符号理論

松本　正
（ワイヤレス通信、情報
理論、ネットワーク情報
理論、符号理論、統計的
信号処理）

KURKOSKI, B Michael
（Information theory,
coding theory,
communications theory）

通信路符号化の原理、限界、具体的符号化方法、通信
路容量に迫る符号とその復号法、などを理解、修得する
ことを目標とする。
演習を通じて、数学的な考え方の基本、ならびに応用手
法について理解する。学んだ符号理論を実際の通信シ
ステムへ応用できるようにする。

このコースは、通信路符号の原理からスタートし、最終的
には最新の技術を含むように設計されている。コース
は、ブロック符号から開始される。最も初歩的なハミング
符号と最新の低密度パリティチェック符号との関連を説
明し、原理、復号アルゴリズム、特性限界を明らかにす
る。さらに、有限体の定義と性質を学び、リードソロモン
符号へ拡張する。
その後、このコースは畳み込み符号へ焦点を移し、その
復号方法、限界、情報理論との関連などを示す。最終段
階では、ターボ符号の原理、復号アルゴリズムについて
学び、繰り返し復号による外部情報伝達特性の評価方
法、及びシャノン限界へ漸近する特性の設計方法につい
て学ぶ。

無機材料化学特論
前之園　信也
（ナノ材料化学、ナノ材料
物性、コロイド化学）

無機材料のマクロな性質を原子レベルから理解し、獲得
した知識を先端無機材料の設計及び開発に活用できる
ようになる。

無機材料の構造や物性を学び、先端応用に関する知識
を修得する。

医用生体材料特論
塚原　俊文
（生化学、分子生物学）

分子生物学および遺伝学の基礎知識を基にして、バイオ
研究あるいは医用目的に用いられる生体由来の材料に
ついて理解する。学修によって先端医療に貢献するバイ
オ系材料の知識を身につける。

生物由来の物質ばかりでなく、細胞や個体そのものも材
料であるという観点から生物学研究や医科の診断・治療
に利用され、あるいは注目されている材料と技術につい
て学修する。

（出典：教育支援課提供資料） 
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資料5-4-③-B インターンシップ実施状況 

 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

 

資料5-4-③-C インターンシップによる単位認定実績 

課程 H27 H28 

前期課程 - 21 

後期課程 2 2 

※H25、H26 は実績なし 

（出典：教育支援課提供資料） 

 

 

 

 

 

 

博士前期課程 8 8 0

博士後期課程 5 3 2

全体 13 11 2

博士前期課程 19 18 1

博士後期課程 0 0 0

全体 19 18 1

博士前期課程 38 36 2

博士後期課程 3 2 1

全体 41 38 3

博士前期課程 26 25 1

博士後期課程 4 3 1

全体 30 28 2

博士前期課程 53 44 9

博士後期課程 7 3 4

全体 60 47 13

H27

Mitsubishi Electric India、Toshiba Software (India)、アール・ビー・コントロールズ、アイシン・

エィ・ダブリュ、カカクコム、カプコン、コーチ・エィ、ソフトバンク、ソフトバンク・テクノロジー、デグ

セリアルズ、テクノプロ　テクノプロ・デザイン社、東芝(4)、東レバッテリーセパレータフィルム、

豊田合成、ニフコ、日本電気(2)、日立製作所(4)、日立製作所情報･通信システム社、富士通

(2)、富士通研究所、三菱重工業、三菱電機マイコン機器ソフトウエア

H28

Asahi Modi Materials、Ｄｏｎｕｔｓ、Fuji Electric (Malaysia) (3)、Hitachi Hi-Rel Power Electronics、

Kedah BioResources Corporation、Kulim Advanced Technologies、Kulim Technology Park

Corporation、NEC Technologies India、NECネッツエスアイ、Skymo、TDK、ＹＫＫ　ＡＰ、Yokogawa

India、アストラゼネカ、ヴィッツ、キーサイト・テクノロジー、ケーイーエフ、コマニー、システナ、タ

イムインターメディア、テレビ西日本、トヨタコミュニケーションシステム、ドワンゴ、ニフティ、パナ

ソニック プロダクションエンジニアリング、ミクシィ、ミハル通信、ローランド ディー.ジー.、横浜市

役所、花王、吉林电力股份(2)、金沢エンジニアリングシステムズ(2)、江守商事、国土開発セン

ター、小松精練、小島プレス工業、石川県工業試験場、大気社、大日本印刷、島津製作所(3)、

東芝(5)、内閣人事局、日華化学(2)、日立製作所、富士通(3)、富士通研究所、福井村田製作所

H24

FX Palo Alto Laboratory、日本一ソフトウェア、ラピュタインターナショナル、サイバーエージェン

ト、京セラ、クレスコ、ＤＩＣ、日立製作所横浜研究所(2)、島津製作所、アルケー情報、東北電子

産業、エスブイケー・インターナショナル

H25

ニッセイ情報テクノロジー、Acroquest Technology、NTTデータ関西、石川県庁、インターネット

イニシアティブ、インターネットイニシアティブジャパン(ＩＩＪ）、エキサイト、金沢エンジニアリングシ

ステムズ、山東省日照電影発行放映（日照数字影院）、島津製作所、新日鉄住金ソリューション

ズ、税理士法人　中山会計、総務省、デンソーテクノ、東芝、ピーエスシー、フクビ化学工業、

フューチャーアーキテクト、北陸通信工業

H26

PFU、Agetec、Cygames、NECソリューションイノベータ、NTTデータ先端技術、NTTドコモ、NTT

ファシリティーズ、アットウェア、エキサイト、キヤノンファインテック、ジェイ･エム･エス、澁谷工

業、白崎コーポレーション、スギヨ、セーレン、ソネット、テックワン、デンソー、東海理化電機製

作所、東芝(2)、東芝　電力・社会システム技術開発センター、トッパン･フォームズ、豊田ハイシ

ステム、日華化学、日産車体、ニフコ、日本電気、日本電産、日本特殊陶業、日本品質保証機

構、パナソニック、バンコックコマツ、東日本電信電話、日立製作所(2)、福井県総合グリーンセ

ンター、ブレインパッド、ベーシック、ボランティアプラットフォーム、小松精練

件数 国内 国外 受入機関（機関名は受入時点のもの）
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資料5-4-③-D 連携講座一覧 

（出典：教育支援課提供資料） 

学 系 連携講座名 連携先機関 称　号 氏　名

1 ﾍﾞﾄﾅﾑ知識科学
ベトナム国家大学ハノイ校工科大学、ハノイ理工科大学、
ベトナム国家大学ホーチミン校科学大学、ベトナム国家大学ホーチミ
ン校工科大学、ベトナム科学技術アカデミー情報技術研究所

客員教授 ｶｵ ﾄｩ ﾎｱﾝ

客員教授 ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ﾘｰｽ

客員教授 ﾌｧｰﾙ ﾛﾊﾞｰﾄ

客員教授 ｳﾄﾞﾝｳｨﾃｨｯﾄ ｶﾗﾔ

客員教授 ｻｯﾌﾟﾆﾃｨ ﾃｯﾌﾟﾁｬｲ

客員准教授 ｺﾝﾌﾟﾗｳｪﾉﾝ ﾜｰﾘｰ

客員教授 松塚　貴英

客員准教授 丸橋　弘治

5 超高速通信網構成学 国立研究開発法人情報通信研究機構 客員准教授 原井　洋明

6 分散情報処理学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員准教授 大西　正輝

客員教授 本位田　真一

客員准教授 吉岡　信和

8 ﾍﾞﾄﾅﾑ情報科学
ベトナム国家大学ハノイ校工科大学、ハノイ理工科大学、
ベトナム国家大学ホーチミン校科学大学、ベトナム国家大学ホーチミ
ン校工科大学、ベトナム科学技術アカデミー情報技術研究所

客員准教授 ﾚ ﾊﾞｯｸ ﾎｱｲ

客員教授 ﾃｨﾗﾏﾇｺﾝ ﾀﾅﾗｯｸ

客員准教授 ｳｯﾃｨｳｨﾜｯﾁｬｲ ﾁｬｲ

客員准教授 ｳｻﾅｳﾞｧｼﾝ ｻｼﾎﾟｰﾝ

客員教授 ｳｪｲ ﾁｪｸｵ

客員教授 ﾜﾝ ﾛﾝﾋﾞｮｳ

客員准教授 ﾁｮｳ ｼｬｵﾌﾞｰ

11 ﾐｬﾝﾏｰ情報科学 ヤンゴン情報技術大学 客員教授 ﾃｴｨﾝ ｳｰ

12 熱光電変換素子学 国際基督教大学 客員教授 岡野　　健

客員教授 吉田　康一

客員准教授 永井　秀典

客員教授 長尾　秀実

客員教授 斎藤　峯雄

客員教授 ﾌｧﾑ　ﾍﾞﾄ　ﾌﾝ

客員准教授 ｸﾞｴﾝ ﾁｭｱﾝ ｱﾝ

16 ﾅﾉｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ物理学 金沢大学 客員教授 新井　豊子

客員教授 近藤　道雄

客員教授 増田　　淳

客員教授 ﾁｬｰﾙﾄﾝ ﾏｰﾃｨﾝ

客員准教授 ﾁｮﾝ ﾊﾛﾙﾄﾞ ﾒﾝ ﾎｰﾝ

客員教授 辻野　義雄

客員准教授 星野　邦秀

20 溶液ﾌﾟﾛｾｽSiﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾃﾞﾙﾌﾄ工科大学 客員教授 石原　良一

21 集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ超微細加工 ㈱日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽ 客員教授 八坂　行人

客員教授 ﾗﾜｯﾄ ﾃﾞｨﾜﾝ

客員教授 ﾌﾟﾗｻﾄﾞ ｱｼｮｸ ｸﾏｰﾙ

知識科学系

情報科学系

ﾏﾃﾘｱﾙｻｲｴﾝｽ系

先端ｿﾌﾄｳｪｱ工学 国立情報学研究所

ﾀｲ情報科学 タマサート大学、タイ国国家電子コンピューター技術センター

天津情報科学

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ケンブリッジﾞ大学

ﾀｲ知識科学 タマサート大学、タイ国国家電子コンピューター技術センター

情報・知識統合処理学 ㈱富士通研究所

天津大学

ｽﾄﾚｽｼｸﾞﾅﾙ研究 国立研究開発法人産業技術総合研究所

材料計算科学 金沢大学

18

19

ﾍﾞﾄﾅﾑﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ベトナム国家大学ハノイ校

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ学 国立研究開発法人産業技術総合研究所

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ ｻｻﾞﾝﾌﾟﾄﾝ大学

10

13

14

15

17

2

3

4

7

9

22

ｱﾛﾏｻｲｴﾝｽ 高砂香料工業株式会社

ｸﾞﾘｰﾝ化学合成ﾌﾟﾛｾｽ応用科学 デリー大学
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資料5-4-③-E 海外大学との協働教育プログラム 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/international/collabo-edu/） 
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資料5-4-③-F 学則（第18条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）

（入学の時期）

第１８条 入学の時期は、学年又は第２学期の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、研究科において特別な必要があり、かつ、教育上支障がないと学長が認める

場合は、入学又は転入学の時期を各学期の各区分の始めとすることができる。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

資料5-4-③-G 学則（第33条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）

（研究指導）

第３３条 学生が他の大学院又は研究所等（以下「他の大学院等」という。）において研究指導を受けること

が教育上有益であると教授会において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院等と協議の上、当該他の

大学院等において研究指導の一部を受けることを認めることができる。この場合において、博士前期課程の

学生が当該研究指導を受けることができる期間は、１年を超えないものとする。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

資料5-4-③-H 学則（第32条、35条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）

（授業科目の履修）

第３２条 学生が他の大学又は他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会において

認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は他の大学院と協議の上、当該他の大学又は他の大学院の授業

科目を履修することを認めることができる。 

（単位の認定） 

第３５条 第３２条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第３３条の規定により受けた研究

指導及び前条第１項により留学して得た修学の成果は、履修規則の定めるところにより、本学において修得

した単位又は受けた研究指導とみなす。 

２ 学生が本学に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準第１

５条に規定する科目等履修生により修得した単位を含む。）は、履修規則の定めるところにより、本学に入

学した後に本学において修得した単位とみなす。 

３ 前２項の規定により修得したとみなすことができる単位数については、別に定める。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

別添資料5-4-③-1 必修科目シラバスの一例（人間力イノベーション論、創出力イノベーション論、人間力・

創出力イノベーション論） 

別添資料5-4-③-2 履修案内P50（その他科目） 

別添資料5-4-③-3 履修案内P48-49（グローバルコミュニケーションセンター開講科目） 

別添資料5-4-③-4 履修案内P70-73（学修プログラム（石川キャンパス）） 

別添資料5-4-③-5 履修案内P17（単位互換制度による他の大学院の授業科目の履修） 

（再掲資料） 

別添資料2-1-⑤-1 履修案内P30-31（グローバルコミュニケーションセンター教育・研修プログラム） 

別添資料5-4-②-4 履修案内P74-76（学修プログラム（東京サテライト）） 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教員の研究成果や学術の発展動向を授業科目に反映している。

② 社会的・職業的自立を図り、イノベーションに取り組める人材となることを目指し、専門知識を生かしなが

ら活躍するために必要な能力（人間力・創出力）を身に付けることを目的として、博士前期課程においては「人

間力イノベーション論」及び「創出力イノベーション論」、博士後期課程においては「人間力・創出力イノベー

ション論」を、必修科目として開設している。 

③ 産業界が求めるイノベーション人材の育成や、産業界において実践的な研究開発能力を身に付けることを目

的として、インターンシップを正課化し、副テーマ研究との選択必修としている。 

④ グローバル社会で活躍する人材を養成するため、「グローバルコミュニケーションセンター開講科目」とし

て、テクニカルイングリッシュコミュニケーション科目、テクニカル日本語教育科目及びこれらの言語教育を

補完するための異文化理解を目的とした科目を開講している。 

⑤ 専門性を高めるための学修プログラムとして、「高信頼IoT技術者育成プログラム」、「情報セキュリティプロ

グラム」、「データ分析学リーダー育成プログラム」及び「ナノマテリアルテクノロジープログラム」を開設し

ている。 

⑥ イノベーションを担う人材の養成という産業界や社会人の要請に応えるため、東京サテライトにおいて社会

人を対象とする多様な教育コースを開発・提供している。 

⑦ 外国の大学とダブルディグリープログラムや大学院国際協働教育プログラムを実施している。

観点５－５－①： 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それ

ぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

【観点に係る状況】 

教育課程は講義科目と研究指導に係る科目を中心に構成し、講義科目では、それぞれの科目の特性に応じて、

演習や実習、プレゼンテーション、ディスカッション、グループワーク等の形態を取り入れている。また、ＴＡ

を活用して演習や実習の内容を充実させるなど、教育効果を高める工夫を行っている（P30資料3-3-①-B参照）。 

各学系での授業形態の組合せや学習指導法の工夫として、知識科学系科目では、対話・討論を重視し、事例研

究などを用いたグループワークによるディスカッションやプレゼンテーションを取り入れた授業を行っている

（別添資料5-5-①-1）。情報科学系科目では、グラフ理論、ソフトウェア工学、ネットワーク設計等に係る演習・

実習の形態を取り入れた科目を用意している（別添資料5-5-①-2）。さらに、全授業科目のアーカイブ化により、

講義映像をウェブ上で閲覧可能としており、補完的な自主学習環境を整備している。マテリアルサイエンス系科

目では、演習を取り入れた授業を行っているほか、ナノマテリアルテクノロジーセンターと協力して、「ナノマ

テリアルテクノロジープログラム専門科目」５科目を提供しており、実習を含む実践的な内容となっている（別

添資料5-5-①-3、別添資料5-5-①-4）。  

このほか、専門科目の授業は基本的に午前中のみ開講とし、３時限目をオフィスアワー又は補習、補講等に充

てる時間帯とすることにより、授業内容の理解の促進に努めている。また、英語若しくは日本語と英語の併用に

より開講する科目も設置している（別添資料5-5-①-5、別添資料5-5-①-6）。 
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別添資料5-5-①-1 シラバスの一例（知識科学系科目） 

別添資料5-5-①-2 シラバスの一例（情報科学系科目） 

別添資料5-5-①-3 シラバスの一例（マテリアルサイエンス系科目） 

別添資料5-5-①-4 履修案内P47（ナノマテリアルテクノロジープログラム専門科目） 

別添資料5-5-①-5 履修案内P33-34（授業科目・時間割） 

別添資料5-5-①-6 履修案内P51-52（平成29年度時間割の例） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 各授業科目の特性に応じて、演習や実習、プレゼンテーション、ディスカッション、グループワーク等の形

態を取り入れるなどの工夫を学系ごとに行っている。 

② ＴＡを活用して演習や実習の内容を充実させるなど、教育効果を高める工夫を行っている。

③ オフィスアワー等の時間帯を設定して個別指導や演習を行い、授業内容の理解の促進に努めている。

観点５－５－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

【観点に係る状況】 

講義・演習等の授業は、短期間に集中して知識を修得するために、１期７週間の授業期間を１年間に４期設け

るクォーター制を導入し、同一科目の授業を週２回、７週間にわたって合計１４回行っている。そのほか、８～

９月と２～３月には集中講義の期間を設けており、１年間の授業を行う期間は35週以上を確保している（別添資

料5-5-②-1）。 

学生の授業時間外における主体的な学習時間を確保するため、３時限目は時間割上講義を行わず、オフィスア

ワー又は補習、補講等の時間としている（別添資料5-5-①-5参照）。一期で履修できる専門科目数は最大５科目

を上限目安としているため、各科目に集中して受講することができる。なお、修了確定者アンケート結果では、

オフィスアワーについて79％以上の学生が良い制度であると回答している（資料5-5-②-A）。また、多くの授業

では、授業内容の理解度の向上を図るため、小テストやレポートの提出等を課している。 

シラバスには、学生が自主的に準備学習や復習を行えるように、教科書、参考書、講義計画、準備学習等につ

いての具体的な指示等を掲載しているほか、シラバスで指定した教科書、参考書は、附属図書館に配架している

（別添資料5-5-①-1～別添資料5-5-①-3参照）。 

また、本学における教育効果を向上させるために、学生が入学から修了までの計画と記録、指導教員からの指

導内容等を記録し、自身の学修の振り返りの助けとするものとして「学修計画・記録書」を設けており、さらに、

学生の利便性を考慮して学務システム上で提出が可能となっている（別添資料5-5-②-2）。 
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資料5-5-②-A 平成29年３月期博士前期課程修了確定者アンケート集計結果（抜粋） 

（出典：修了確定者アンケート） 

別添資料5-5-②-1 履修案内P5（平成29年度学事日程） 

別添資料5-5-②-2 学修計画・記録書 

（再掲資料） 

別添資料5-5-①-1 シラバスの一例（知識科学系科目） 

別添資料5-5-①-2 シラバスの一例（情報科学系科目） 

別添資料5-5-①-3 シラバスの一例（マテリアルサイエンス系科目） 

別添資料5-5-①-5 履修案内P33-34（授業科目・時間割） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① １期７週間の授業期間を１年間に４期設けるクォーター制を導入し、同一科目の授業を週２回、７週間にわ

たって合計14回行うとともに、８～９月と２～３月には集中講義の期間を設け、１年間の授業を行う期間は35

週以上を確保している。 

② 学生の授業外における主体的な学習時間を確保するため、午後の第３時限はオフィスアワー又は補習、補講

等として時間割上講義を開講せず、教員への質問、演習等の時間としている。 

③ 学生が自主的に準備学習や復習を行えるように、シラバスに教科書、参考書、講義計画、準備学習等につい

ての具体的な指示等を掲載しているほか、シラバスで指定した教科書、参考書は、附属図書館に配架している。 

④ 学生が入学から修了までの計画と記録、指導教員からの指導内容等を記録し、自身の学修の振り返りの助け

とするものとして「学修計画・記録書」を設けており、さらに、学生の利便性を考慮して学務システム上で提出が

可能となっている。 
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観点５－５－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

【観点に係る状況】 

学生の主体的な学習の指針となるよう、日本語版及び英語版のシラバスを作成し、ウェブサイトで公表してい

る（資料5-5-③-A）。  

シラバスには、達成目標、内容の概要、使用する教科書・参考書、講義計画、準備学習等についての具体的な

指示、成績評価の観点、評価方法、評価基準、獲得可能な能力・性質等を基本項目として明記している。 

授業評価アンケート結果では、87.8％の学生がシラバスで期待した内容が授業で得られたと回答しているほか、

89.9％の学生が講義の内容がシラバスで明記された内容どおりだったと回答しており、学生はシラバスを活用し

た上で講義に臨んでいる（資料5-5-③-B）。 

資料5-5-③-A シラバスのウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/courses/syllabi.html 

資料5-5-③-B 平成28年授業評価アンケート結果（抜粋） 

*** 2016年度全期 授業評価アンケート集計結果 *** 

 集計単位: 全体 

 回収率:  61.29% (3914/6386 = 延べ回答者数/延べ履修者数) 

 評価点: 

 0: 未回答 

 1: そう思わない [total disagreement] 

 2: ややそう思わない 

 3: どちらとも言えない 

 4: ややそう思う 

 5: そう思う [total agreement] 

 m=平均値, s=標準偏差:   評価の分布 

[ 2] シラバスで期待した内容が授業で得られましたか。 [You could receive what you had expected

from the syllabus in the course.] 

 m=4.42, s=0.81: ANS. RATE%  0----|----|----|----|----50% 

 0    0.3(  12) 

 1    0.5(  20) 
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 2    1.5(  58)  

 3    9.9( 387) **** 

 4   30.2(1183) *************** 

 5   57.6(2254) **************************** 

[ 5] シラバスで明記された内容どおりでしたか。 [The course content followed the syllabus.]

m=4.50, s=0.77: ANS. RATE%      0----|----|----|----|----50%

 0    0.4(  14) 

 1    0.3(  13) 

 2    1.1(  43) 

 3    8.4( 329) **** 

  4   27.0(1055) ************* 

 5   62.9(2460) ******************************* 

（出典：授業評価アンケート） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 達成目標、内容の概要、使用する教科書・参考書、講義計画、準備学習等についての具体的な指示、成績評

価の観点、評価方法、評価基準、獲得可能な能力・性質等を基本項目として明記した日本語版及び英語版のシ

ラバスを作成し、ウェブサイトで公表している。  

② 授業評価アンケート結果では、80％以上の学生がシラバスで期待した内容が授業で得られた、講義の内容が

シラバスで明記された内容どおりだったと回答しており、学生はシラバスを活用した上で講義に臨んでいる。 

観点５－５－④： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合

には、その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行

われているか。 

【観点に係る状況】 

東京サテライトにおいては、働きながら学位取得を目指す社会人を対象とする多様な学修プログラムから成る、

東京社会人コースを提供している（別添資料5-4-②-4参照）。  

これら社会人コースでは、社会人学生が仕事と学業を両立して学位を取得できるように、主に平日の夜間(18:30

～21:55)と土曜日・日曜日に授業を行い、職員が駐在している（別添資料5-5-④-1）。職務の都合等によりやむ

を得ず授業を欠席する場合には、知識科学系科目では、原則として授業を録音し希望者に音声データを提供し、

情報科学系科目では、全授業科目のアーカイブ化により講義映像をウェブサイト上で閲覧可能とし、補完的な自

主学習環境を整備している。 

教育研究指導については、主に土曜日・日曜日に教員が東京サテライトへ赴き実施しているほか、テレビ会議

システム等を利用して個別指導を行っており、石川キャンパスと同等の教育研究指導を実施している。  

また、職務の都合等により大学での学修時間が制限されるために、標準修業年限での修了が困難であることが
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想定される学生に対しては、本人の希望により標準修業年限を超えて一定期間の計画的な履修を認め、授業料は

標準修業年限分とする「長期履修制度」を設けており、平成28年度東京社会人コース入学者の約６割がこの制度

を活用している（資料5-5-④-A、資料5-5-④-B）。  

情報環境については、学外からの電子メールの利用のほか、学内LANへ接続することで、自宅や勤務先からでも

各自のパソコンから学内のサーバやファイルへのアクセスを可能としている。また、文献検索についてもウェブ

サイト上で多くの文献を無料で検索することが可能となっている。  

図書については、東京サテライトの書庫に専門性の高い書籍を配架し、貸出を可能としているほか、電子書籍

を導入して東京サテライトの学生にも石川キャンパス同様のサービスを提供できるよう努めている。また、石川

キャンパスの附属図書館の図書や文献複写の取り寄せも無料でできるようにしている。 

設備については、教室や自習スペース等の拡充のほか、全ての教室でテレビ会議システムの利用を可能として

おり、平日の夜間や土曜日・日曜日の授業での利用以外に、研究室ゼミ、打合せ、テレビ会議システムによる教

育研究指導等に利用している（資料5-5-④-C、資料5-5-④-D）。 

なお、これらの東京サテライトにおける学習・研究環境等については、入学直後に実施する入学者オリエンテー

ションにおいて、「教務・学生生活ハンドブック」を配付して説明を行っているほか、東京社会人コース専用の

ウェブサイト上で各種情報を提供している（資料5-5-④-E、資料5-5-④-F）。 
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資料5-5-④-A 長期履修制度 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/procedures/extended.html） 

資料5-5-④-B 平成28年度東京社会人コースにおける長期履修制度利用状況 

前期課程 後期課程 計 

H28 入学者 40 25 65 

長期履修学生 24 17 41 

（出典：教育支援課提供資料） 
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資料5-5-④-C 東京サテライトの施設 

（出典：本学ウェブサイト http://www.jaist.ac.jp/satellite/sate/outline/room/） 
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資料5-5-④-D 東京サテライト活用状況（例：平成29年５月13日（土）～19日（金）） 

（出典：教育支援課提供資料） 

資料5-5-④-E 教務・学生生活ハンドブック 

  本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/studentlife/life/handbook.html 

資料5-5-④-F 東京サテライトウェブサイト 

  本学ウェブサイト http://www.jaist.ac.jp/satellite/sate/ 

別添資料5-5-④-1 履修案内P66-68（平成29年度授業日程表（東京サテライト）） 

（再掲資料） 

別添資料5-4-②-4 履修案内P74-76（学修プログラム（東京サテライト）） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 東京サテライトの社会人コースでは、社会人学生が仕事と両立して学位を取得できるように、授業は平日の

夜間と土曜日・日曜日に実施しているほか、教育研究指導についても、土曜日・日曜日等に教員が東京サテラ

イトへ赴いて又はテレビ会議システムを利用して行い、石川キャンパスと同等の教育研究指導を実施している。 

② 職務の都合等による授業欠席者に対し授業の音声データを提供し、また授業映像をウェブサイト上で閲覧で

きるようにしており、補完的な自主学習環境を整備している。 

③ 標準修業年限を超えて一定期間の計画的な履修を認め、授業料は標準修業年限分とする「長期履修学生制度」

を設けており、平成28年度東京社会人コース入学者の約６割がこの制度を活用している。 

5月13日（土） 5月14日（日） 5月15日（月） 5月16日（火） 5月17日（水） 5月18日（木） 5月19日（金）

RoomA
大学院説明会
研究室紹介

講義

RoomB
大学院説明会
研究室紹介

学生指導 研究室ゼミ

RoomC 講義 講義 打合せ※

RoomD 講義 講義
打合せ※
講義

講義 講義
打合せ※
講義

講義

RoomE 講義 講義
打合せ※
講義

講義 講義
打合せ※
講義

講義

特別応接室 学生指導 打合せ※

会議室１
大学院相談会
研究室ゼミ
学生指導

研究室ゼミ 打合せ

会議室２
学生指導
大学院相談会
学生面談

学生指導
打合せ

学生指導 打合せ※

会議室３
学生指導
学生面談

学生指導
学生面談

学生面談

※ＴＶ会議システム使用
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観点５－５－⑥： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果

を含む。）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。 

【観点に係る状況】 

本学では、研究室教育を学生の資質や学修目標を勘案した多様で自由度の高い教育の場として位置付け、学位

授与に至るプロセスにおいて重要な機能を果たす研究室教育に関するポリシーを定めている。この研究室教育ポ

リシーは全学のポリシーと課程ごとのポリシーで構成し、ウェブサイト上に公表している（資料 5-5-⑥-A）。 

研究課題については、学生が自分の専攻分野のほかに、関連分野の知識等を修得し、幅広い視点から研究を行

う能力を身に付けることができるように、主テーマ・副テーマ制を採用している。学生は複数の研究テーマに取

り組むことにより、多彩な課題に対する適応力や応用力を高めることができる（P42資料5-4-①-B参照、資料5-5-

⑥-B）｡ 

研究指導については、学生が幅広い視野を持てるように、学生一人につき、主指導教員、副指導教員及び副テーマ指

導教員（又はインターンシップ指導教員）の３人の教員が指導に当たる複数教員指導制を採用している（資料5-5-⑥-

C）。主指導教員は、学生が所属する研究室の指導教員として、履修指導、主テーマ研究指導及び学位論文（又は課題研

究報告書若しくは博士研究計画調査（以下「学位論文等」という。））の作成の指導に当たり、副指導教員は、主指導教

員とは異なる視点から教育研究上の助言を行っている。また、副テーマ指導教員又はインターンシップ指導教員は、

主テーマとは異なる、隣接又は関連分野の教員とし、第二の研究課題（副テーマ研究又はインターンシップ）を

指導している（別添資料5-5-⑥-1）。 

研究指導方針及び課程修了までのスケジュールは、入学時に学生に配付する履修案内に記載し周知している（別

添資料5-5-⑥-2、別添資料5-5-⑥-3)｡研究テーマ決定に当たっては、所定の単位修得の条件を満たした上で、入

学後１年でリサーチプロポーザル（博士前期課程では「研究計画提案書」、博士後期課程では「研究計画書」）

の提出を課しており、３人の指導教員による個別審査に合格して初めて主テーマ研究を正式に開始することがで

きる。これらの取組を通じて、当該学生は学位論文等の目的や意義、研究プロセス、これまでの学修との関連性

について理解を深めている。  

リサーチプロポーザルの提出後、博士前期課程においては、所定の時期に主テーマ研究の中間審査・中間発表

会を開催し、主テーマ研究の進捗について評価を行っている。博士後期課程においては、学位申請の６ヶ月前ま

でに、３人の指導教員の個別審査を受けて学位論文の骨子を提出することを求めるほか、正式な学位申請の前に、

学外の審査委員を含む本審査と同様の審査委員による予備審査を実施し、学位論文の指導を行っている。  

研究指導に最先端の科学技術の動向を反映させ、教育研究内容の豊富化を図るため、国内外の研究機関や大学

と連携大学院教育に関する協定を締結するとともに、優れた研究者を客員教員として招聘し、学生の研究指導に

参画させている（P54資料5-4-③-E参照)｡また、教育上有益であると認められる場合には、他の大学院、研究所等

に研究指導の委託を行っている（P56資料5-4-③-H参照)。さらに、産業界が求めるイノベーション人材を育成す

ることを目的として、博士後期課程において平成25年度からインターンシップについて正課化し、副テーマ研究

との選択必修としていることに加え、博士前期課程においても、産業界において実践的な研究開発能力を身に付

けることを目指して、平成28年度からインターンシップについて正課化し、副テーマ研究との選択必修としてい

る（P53資料5-4-③-D参照)。なお、国内外での国際会議や国際学会における研究発表を奨励し、その費用を支援

している（資料5-5-⑥-D)。  

このほか、学生の教育能力育成のため、博士後期課程及び博士前期課程２年次の学生をティ－チング・アシス

タント（ＴＡ）として採用し、実験、実習、演習等の教育補助業務や主テーマ・副テーマ研究補助に従事させて

いる（P30資料3-3-①-B参照)｡また、研究遂行能力育成のため、博士後期課程の優秀な学生をリサーチ・アシス
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タント（ＲＡ）、博士前期課程の優秀な学生をラボラトリー・アシスタント（ＬＡ）として採用し、研究プロジェ

クト等の研究補助業務に従事させている（資料5-5-⑥-E)｡ 

資料5-5-⑥-A 研究室教育ポリシー 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/system/education-policy.html） 

67

https://www.jaist.ac.jp/education/system/education-policy.html


北陸先端科学技術大学院大学 基準５ 

 

資料5-5-⑥-B 副テーマ研究・インターンシップ 
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（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/courses/minor.html） 

資料5-5-⑥-C 履修規則（第２条） 

○北陸先端科学技術大学院大学履修規則（平成４年２月制定）（抄）

（指導教員）

第２条 授業科目の履修指導及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）を行うため、学生

１人につき３人の指導教員を定める。 

２ ３人の指導教員のうち１人を主指導教員とし、主指導教員は、研究科の教授、准教授又は講師とする。 

３ 学修上又は研究指導上必要がある場合は、指導教員を変更することができる。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学履修規則） 
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資料5-5-⑥-D 各種助成制度 
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（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/studentlife/support/grant.html） 

資料5-5-⑥-E ＲＡ・ＬＡ採用状況 

RA LA 

採用者 総時間数 総給与額 採用者 総時間数 総給与額 

H28 157 49,634 78,975,800 205 33,977 47,567,800 

（出典：共通事務管理課提供資料） 

別添資料5-5-⑥-1 履修案内P18-19（教育・研究指導） 

別添資料5-5-⑥-2 履修案内P19-23（博士前期課程での研究指導） 

別添資料5-5-⑥-3 履修案内P24-27（博士後期課程での研究指導） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 研究室教育を学生の資質や学修目標を勘案した多様かつ自由度の大きな環境下における教育の場として位置

付け、学位授与に至るプロセスにおいて重要な機能を果たす研究室教育に関するポリシーを定めている。 

② 幅広い視点から研究を行う能力を身に付けられるように、主テーマ・副テーマ制を採用しているほか、３人

の教員が指導にあたる複数教員指導制を採用している。 

③ 課程修了スケジュールに沿って、リサーチプロポーザルの審査を経た研究テーマの決定、中間審査・中間発

表会の実施等、適切に学位論文の指導を行っている。 

④ 国内外の研究機関や大学と連携した研究指導を積極的に行っているほか、国内外での研究発表や企業等にお

けるインターンシップなど、学外での研修を積極的に奨励している。 

⑤ 学生をＴＡ・ＲＡ・ＬＡとして採用し、教育能力や研究遂行能力の育成を図っている。
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観点５－６－①： 学位授与方針が明確に定められているか。 

【観点に係る状況】 

課程別のディプロマ・ポリシーを明確に定め、修了要件及び身に付けるべき能力を示している（資料 5-6-①-

A）。また、学位の授与及び学位論文の審査に関しては、学則、学位規則及び学位の授与に係る審査に関する細則

で規定している（資料5-6-①-B、資料5-6-①-C、資料5-6-①-D、資料5-6-①-E）。 

資料5-6-①-A ディプロマ・ポリシー 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/system/diploma-policy.html） 

資料5-6-①-B 学則（第36条～39条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）

（博士前期課程の修了の要件）

第３６条 博士前期課程の修了の要件は、当該課程に２年（第１１条ただし書の規定により２年を超える標準

修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、履修規則に定めるところにより、授業

科目について３２単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文

又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関し

ては、優れた業績を上げた者と教授会において認めた場合には、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３０条の４第１項第３号に規定する教育プログラムを履修する者の博士前期

課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する修

士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験

及び審査に合格することとすることができる。 
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一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であっ

て当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 

二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべき

ものについての審査 

（博士課程の修了の要件） 

第３７条 博士課程の修了の要件は、大学院に５年（５年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当

該標準修業年限とし、博士前期課程に２年（２年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準

修業年限。以下この条本文において同じ。）以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程にお

ける２年の在学期間を含む。）以上在学し、履修規則の定めるところにより、授業科目について３２単位以

上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格するこ

ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会において認めた場合には、３

年（博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士課程の修了の要件

については、前項中「５年（５年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限とし、

博士前期課程に２年（２年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限。以下この条

本文において同じ。）以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を

含む。）」とあるのは「博士前期課程における在学期間に３年（第１１条ただし書の規定により博士後期課

程について３年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限）を加えた期間」と、「３

年（博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）」とあるのは「３年（前条ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者に

あっては、当該課程における在学期間（２年を限度とする。）を含む。）」と読み替えて、同項の規定を適

用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は学校教育法施行規則（昭和２

２年文部省令第１１号）第１５６条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の

要件は、大学院（専門職大学院を除く。）に３年（第１１条ただし書の規定により博士後期課程について３

年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準（平成１

５年文部科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、２年（第１１条

ただし書の規定により博士後期課程について３年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準

修業年限から１年の期間を減じた期間）とする。）以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提

出し、その審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者と教授会において認めた場合には、１年（標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程又は博士前

期課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第２条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未

満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間と

し、大学院設置基準第１６条ただし書の規定による在学期間をもって他の大学院の修士課程又は博士前期課

程を修了した者にあっては、３年から当該課程における在学期間（２年を限度とする。）を減じた期間とす

る。）以上在学すれば足りるものとする。 

（修了の認定） 

第３８条 修了の認定は、教授会の議を経て、学長が決定する。 

（学位授与） 

第３９条 研究科の課程を修了した者には、次の区分により学位を授与する。 

博士前期課程 修士 

博士後期課程 博士 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

資料5-6-①-C 学位規則（第２条～13条） 

○北陸先端科学技術大学院大学学位規則（平成４年２月制定）（抄）

（学位）

第２条 本学において授与する学位及び学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 
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修士（知識科学） 

修士（情報科学） 

修士（マテリアルサイエンス） 

博士（知識科学） 

博士（情報科学） 

博士（マテリアルサイエンス） 

（修士の学位授与の要件） 

第３条 修士の学位は、本学の博士前期課程を修了した者に授与する。 

（博士の学位授与の要件） 

第４条 博士の学位は、本学の博士後期課程を修了した者に授与する。 

２ 前項に規定する以外の者が論文を提出して、その審査に合格し、かつ、本学の博士後期課程を修了した者

と同等以上の学力を有するものと確認された場合には、同項の規定にかかわらず、博士の学位を授与するこ

とができる。 

（学位の申請） 

第５条 学位の授与を申請する本学の学生は、学位申請書及び論文（博士前期課程にあっては、特定の課題に

ついての研究の成果に係る報告書を含む。以下同じ。）を学長に提出するものとする。ただし、第１０条の

２に規定する審査を受ける者については、論文の提出を要しない。 

２ 前条第２項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書に論文、履歴書、論文目録、論文内容要

旨及び学長が別に定める額の学位論文審査手数料を添えて学長に提出するものとする。 

３ 論文審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることがある。 

４ 提出した論文及び納入した学位論文審査手数料は、返還しない。 

（審査の付託） 

第６条 学長は、前条第１項に規定する学位申請書及び同条第２項に規定する論文を受理したときは、研究科

長に審査を付託するものとする。 

２ 研究科長は前項に規定する論文の審査の付託を受けたときは、教授会の審査に付さなければならない。 

（審査委員の指名） 

第７条 教授会は、論文審査及び最終試験又は学力の確認を行うため、修士の学位の審査にあっては４名以上、

博士の学位の審査にあっては５名以上の審査委員を指名し、それぞれ、そのうちの１名を主査に指名する。 

２ 研究科長は、主査が必要と認めたときは、教授会の議を経て、他の大学の大学院又は研究所等の教員等を

審査委員に委嘱することができる。 

（審査期間） 

第８条 第５条第１項の規定により申請のあった者の論文審査及び最終試験は、原則として申請者が在学すべ

き所定の期間内に終了するものとする。 

２ 第５条第２項の規定により申請のあった者の論文審査及び学力の確認は、１年以内に終了するものとす

る。ただし、特別の事情があるときは、教授会の議を経て審査期間を延長することができる。 

（最終試験及び学力の確認） 

第９条 北陸先端科学技術大学院大学学則第３６条及び第３７条の規定による最終試験は、論文に関連する科

目及び外国語について、筆記又は口述により行うものとする。 

２ 第４条第２項に規定する学力の確認は、論文に関連する専門分野及び外国語について、筆記又は口述によ

り行うものとする。 

（審査結果の報告） 

第１０条 主査は、第５条第１項の規定により申請のあった者については、論文審査及び最終試験の結果を、

同条第２項の規定により申請のあった者については、論文審査及び学力の確認の結果を教授会に報告しなけ

ればならない。 

（博士論文研究基礎力審査） 

第１０条の２ 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて、学則第３６条第

２項に規定する試験及び審査（以下「博士論文研究基礎力審査」という。）を行う場合については、第７条、

第８条第１項及び前条の規定を準用する。この場合において、第７条第１項、第８条第１項及び前条中「論

文審査及び最終試験」とあるのは「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目的に応

じ、研究科において別に定めるものとする。 
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（学位授与の審議） 

第１１条 教授会は、第１０条（前条第１項において準用する場合を含む。）の規定による報告に基づき、学

位授与の可否を審議するものとする。 

２ 前項に規定する審議を行う場合には、教授会の出席者の３分の２以上の多数をもって議決するものとす

る。 

（審議結果の報告） 

第１２条 研究科長は、学位授与に関する教授会の審議結果を学長に報告するものとする。 

（学位記の交付） 

第１３条 学長は、前条の報告に基づき学位の授与を決定した者に学位記を交付する。 

２ 学位記の様式は、別紙のとおりとする。 

３ 学長は、学位を授与できないと決定した者には、その旨通知する。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学位規則） 

資料5-6-①-D 修士の学位の授与に係る審査に関する細則（第２条～７条） 

○北陸先端科学技術大学院大学における修士の学位の授与に係る審査に関する細則（平成19年２月制定）（抄） 

（修士論文）

第２条 学位規則第５条第１項に定める論文のうち修士の学位の授与に係るもの（特定の課題についての研究

の成果に係る報告書を含む。以下同じ。）は、その内容が専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度

の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を示し、修士の学位にふさわしいものでなければなら

ない。 

（論文発表会） 

第３条 研究科長は、学位規則第６条第１項に規定する審査の付託（博士の学位に係るものを除く。）を受け

たときは、次条第１項に定める審査会の開催前に、又は審査会と併せて当該論文に係る発表会を開催するも

のとする。 

（審査会） 

第４条 学位規則第７条第１項の規定により指名された審査委員をもって審査会を組織し、同規則第６条第２

項に規定する論文の審査（以下「論文審査」という。）及び同規則第９条第１項に規定する最終試験（以下

「最終試験」という。）を行うものとする。 

２ 学位規則第７条第１項に規定にする主査（以下「主査」という。）は、修士の学位の授与を申請する者の

主テーマ指導教員とし、審査会を主宰する。 

（論文審査） 

第５条 主査を除く審査委員は、審査会における論文審査については、着眼点、独創性、問題解決能力の修得

等の観点から次の評価をもって表し、所定の評価票に記入し、主査へ提出するものとする。 

Ａ 非常に良い 

Ｂ 良い 

Ｃ 普通 

Ｄ 不合格 

２ 主査は、審査会における論文審査終了後、前項の規定により提出された評価票を研究科長に提出するもの

とする。 

（最終試験等） 

第６条 審査会における最終試験は、審査委員の合議によりその合否を判定するものとする。 

２ 主査は、審査会における最終試験の結果を研究科長に提出するものとする。 

（学位授与の審議） 

第７条 学位規則第１１条に規定する教授会における修士の学位の授与に係る審議は、論文審査の評価及び最

終試験の結果その他主査が必要と認めた資料により行うものとする。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学における修士の学位の授与に係る審査に関する細則） 
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資料5-6-①-E 博士の学位の授与に係る審査に関する細則（第２条～７条） 

○北陸先端科学技術大学院大学における博士の学位の授与に係る審査に関する細則（平成12年 10月制定）（抄） 

（博士論文） 

第２条 学位規則第５条第１項に定める論文のうち博士の学位の授与に係るもの（以下「博士論文」という。）

は、その内容が専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業

務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を示し、博士の学位にふさわしいもの

でなければならない。 

（公聴会） 

第３条 研究科長は、学位規則第６条第１項に規定する審査の付託（修士の学位に係るものを除く。）を受け

たときは、次条第１項に定める審査会の開催前に、又は審査会と併せて当該論文に係る公聴会を開催するも

のとする。 

（審査会） 

第４条 学位規則第７条第１項の規定により指名された審査委員をもって審査会を組織し、同規則第６条第２

項に定める論文の審査（以下「論文審査」という。）及び同規則第９条第１項に定める最終試験（以下「最

終試験」という。）又は同条第２項に定める学力の確認（以下「学力確認」という。）を行うものとする。 

２ 学位規則第７条第１項に規定にする主査（以下「主査」という。）は、博士の学位の授与を申請する者の

主テーマ指導教員とし、審査会を主宰する。 

（論文審査） 

第５条 主査を除く審査委員は、審査会における論文審査については、学術的水準、新規性、独創性、有用性

等の観点から次の評価をもって表し、当該博士論文の内容に対する意見と併せて所定の評価票に記入し、主

査へ提出するものとする。 

Ａ 非常に良い 

Ｂ 良い 

Ｃ 普通 

Ｄ 不合格 

２ 主査は、審査会における論文審査終了後、論文審査の結果の要旨を作成し、前項の規定により提出された

評価票と併せて研究科長に提出するものとする。 

（最終試験等） 

第６条 審査会における最終試験又は学力確認は、審査委員の合議によりその合否を判定するものとする。 

２ 主査は、審査会における最終試験又は学力確認の結果を研究科長に提出するものとする。 

（学位授与の審議） 

第７条 学位規則第１１条に定める教授会における博士の学位の授与に係る審議（以下「教授会審議」という。）

は、次の各号に掲げる資料により行うものとする。 

一 論文審査の結果の要旨 

二 論文審査の評価及び最終試験又は学力確認の結果 

三 その他主査が必要と認めた資料 

２ 研究科長は、教授会審議の１週間前までに論文審査の結果の要旨を教授会構成員へ配付するものとする。 

３ 研究科長は、教授会審議の１週間前から教授会審議の日までの間、博士論文を所定の場所において閲覧に

供するものとする。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学における博士の学位の授与に係る審査に関する細則） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 課程別のディプロマ・ポリシーを明確に定め、修了要件及び身に付けるべき能力を示しているほか、学位の

授与及び学位論文の審査に関して、学則、学位規則及び学位の授与に係る審査に関する細則で規定している。 
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観点５－６－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評

価、単位認定が適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

成績評価は、履修規則第11条及び「達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン」に基づき、試験又は研

究報告により行い、100点を満点とする点数によって評価し、60点以上を合格、59点以下を不合格としている（資

料5-6-②-A、別添資料5-6-②-1)。成績評価の結果は点数で学生に通知するが、成績証明書においては、点数に

よって評価した単位について、優（80 点以上）、良（70 点～79 点）、可（60 点～69 点）の評語としている。

履修規則は、学生に配付する履修案内に明記するとともにウェブサイトに掲載し、学生に周知している（資料5-

6-②-B)｡ 

各授業科目の成績評価については、シラバスに記した「評価の観点」、「評価方法」、「評価基準」に従って

適切に実施している（資料5-6-②-C)｡シラバスはウェブサイトに掲載し、各授業科目の成績評価基準・方法につ

いて周知している（P60資料5-5-③-A参照)。 

資料5-6-②-A 履修規則（第11条） 

○北陸先端科学技術大学院大学履修規則（平成４年２月制定）（抄）

（履修の認定）

第１１条 授業科目履修の認定は、試験又は研究報告（以下「試験等」という。）により行う。ただし、平常

の学習活動の評価をもって試験に代えることがある。 

２ 試験等の成績は、１００点を満点とする点数によって達成度を評価し、６０点以上を合格、５９点以下を

不合格とする。 

３ 前項の規定により合格となった授業科目は、成績証明書等においては、次の区分に従い、優、良又は可を

もって表する。 

８０点以上    優 

７０点～７９点   良 

６０点～６９点   可 

４ 点数によって評価し難い場合は、教授会の議に基づき指定した授業科目に限り、合格（認定を含む。以下

同じ。）又は不合格をもって評価をすることができる。この場合において、合格となった授業科目は、成績

証明書等においては、合格又は認定の評語をもって表する。 

５ 第２項及び前項により合格とされた者には、所定の単位を与える。 

６ 既修得単位の取消し及び成績の更新は行わない。ただし、入学料又は授業料の未納により除籍された者が

当該未納期間に履修した授業科目の登録及び成績の評価は、取り消すものとする。 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学履修規則） 

資料5-6-②-B 履修規則のウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/data/study-rules.pdf 
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資料5-6-②-C 成績分布表 

学系科目      

科目番号 Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可) 合計 

100 番台 33.5% 15.8% 10.5% 40.2% 100.0% 

200 番台 40.2% 20.3% 15.0% 24.4% 100.0% 

400 番台 39.6% 18.1% 8.4% 33.8% 100.0% 

600 番台 32.5% 21.4% 8.1% 38.0% 100.0% 

合計 145.8% 75.6% 42.1% 136.6% 400.0% 

 

（出典：教育支援課提供資料） 

 

別添資料5-6-②-1 達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 履修規則及び「達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン」で成績評価基準を明確に規定するととも

に、シラバスに「評価の観点」、「評価方法」、「評価基準」を明記しており、これらに従って適切に成績評

価及び単位認定を実施している。  

・ 履修規則は学生に配付する履修案内及びウェブサイトに掲載し周知しているほか、成績評価に関するガイド

ラインは学内ウェブサイトに掲載し、周知している。また、シラバスは学生に配付するとともにウェブサイト

に掲載し、各授業科目の成績評価基準・方法について事前に周知している。 
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78



北陸先端科学技術大学院大学 基準５ 

 

観点５－６－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

【観点に係る状況】 

成績評価の客観性、厳格性を担保する取組として、シラバスに「評価の観点」、「評価方法」、「評価基準」

を明記し、学生に事前に周知している（別添資料5-5-①-1～別添資料5-5-①-3参照)｡また、全学的な成績評価の

ガイドラインとして、「達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン」を策定し、成績評価を行っている（別

添資料5-6-②-1参照)。 

また、成績評価の客観性や妥当性に関する考察が可能となるよう、教育研究専門委員会第二部（一研究科統合

後の全学融合体制を円滑に推進するため、教育活動の質の改善・向上を図るべき課題を全学的見地から検討・実

施する委員会。構成員は、各学系の教員のほか、グローバルコミュニケーションセンター、情報社会基盤研究セ

ンター、ＵＲＡ、学務部事務職員等からなる。）の委員に各科目の成績評価状況を配付・共有している。 

加えて、学生は成績評価に関して当該授業科目の担当教員に説明を受けることができることとし、その結果に

関して異議がある場合は、「成績評価異議申立書」を教育支援課に提出することができることとしている。なお、

授業担当教員が成績評価を修正する場合は、教員が文書にて教育支援課に通知することとしている（別添資料5-

6-②-1 参照)。また、法人文書管理規則及び「達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン」に基づき、試

験問題及び答案は各教員が一定期間保管し、学生の求めに応じて公開できるようにしている（別添資料5-6-②-1

参照、資料5-6-③-A)｡ 

資料5-6-③-A 法人文書管理規則（第13条、別表第１） 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則（平成23年３月制定）（抄）

（保存期間）

第１３条 第１１条第１号の規定による保存期間の設定については、別表第１に掲げる法人文書保存期間基準

に従い、行うものとする。ただし、他の規則等に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 

別表第１（第１３条関係） 

法 人 文 書 保 存 期 間 基 準 

法人文書の区分 保存期間基準 

（略） （略） （略） 

ヘ （略） 

６ 学生関係 

（略） 

（７）定期試験の問題に関するもの 

（略） 

３ 年 

チ  （略） 

２ 学生関係 

（１）定期試験の答案に関するもの 

（略） 

１年未満 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則） 

（再掲資料） 

別添資料5-5-①-1 シラバスの一例（知識科学系科目） 

別添資料5-5-①-2 シラバスの一例（情報科学系科目） 
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別添資料5-5-①-3 シラバスの一例（マテリアルサイエンス系科目） 

別添資料5-6-②-1 達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① シラバスに「評価の観点」、「評価方法」、「評価基準」を明記し、学生に周知している。  

② 全学的な成績評価のガイドラインを策定し、成績評価を行っている。  

③ 成績評価の客観性や妥当性に関する考察が可能となるよう、教育研究専門委員会第二部委員に各科目の成績

評価状況を配付・共有している。   

④ 成績評価に関して疑義がある場合は、学生が「成績評価異議申立書」を教育支援課に提出することとしてい

る。また、試験問題及び答案は各教員が一定期間保管し、学生の求めに応じて公開できるようにしている。 

 

 

観点５－６－④： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に係る評

価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が

適切に実施されているか。 

 また、専門職学位課程においては、学位授与方針に従って、修了認定基準が組織として策

定され、学生に周知されており、その基準に従って、修了認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

学位論文の評価基準として、学位の授与に係る審査に関する細則第２条で修士論文・博士論文について規定し

ているほか、同細則第５条で論文審査の観点及び４段階（Ａ～Ｄ）の評価区分について規定しており、博士論文

研究基礎力審査についても、修士論文の審査に準じて実施している（P73資料5-6-①-C、P75資料5-6-①-D、P76

資料5-6-①-E参照）。同細則は学生に配付する履修案内及びウェブサイトに掲載し、学生に周知している（資料

5-6-④-A）。また、博士後期課程については、学位論文提出の目安として、学位論文の主題となる内容が、査読

つきの英文論文（full paper）又はそれに準ずる論文として掲載済又は掲載が決定していることとしている。 

修了認定は、学則第36条及び第37条に規定する修了要件に基づき、授業科目について所定の単位を修得し、

必要な研究指導を受けた上で、学位論文等の審査及び最終試験に合格した者について、最終的に教授会が可否を

審議している（P72資料5-6-①-B参照）。 

修士の学位の審査委員は、主指導教員が４名以上の候補者を推薦し、教授会で承認を受けることによって決定

している。審査会の前又は審査会に併せて論文発表会を開催し、審査会では論文審査と学位規則第９条第１項に

規定する最終試験を行っている。その審査結果を主査である主指導教員が取りまとめて研究科長へ提出するとと

もに教授会に報告し、教授会で学位授与の可否について審議を行い、教授会出席者の３分の２以上の多数をもっ

て議決している。研究科長は教授会の審議結果を学長へ報告し、学長はその報告に基づき学位を授与している（P73

資料5-6-①-C、P75資料5-6-①-D参照）。 

博士の学位については、審査会の前に予備審査会を開催し、予備審査に合格した学生に学位申請を行うことを

認めている（別添資料5-6-④-1）。学位申請後、当該学位申請者の主指導教員を主査とした５名以上の委員で構

成する審査会を組織することとし、審査委員には、必ず学外の教員等を含むことを課している（資料5-6-④-B）。

修士の場合と同様に、審査委員は教授会で承認を受けて決定している。なお、審査会の前又は審査会に併せて論

文の公聴会を開催し、論文の内容を公開している。審査結果については、修士の場合と同様に、主査が各委員の
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審査結果を取りまとめて教授会へ報告し、教授会審議を経て学位授与の可否を決定し、学長への審議結果報告後、

学長が学位を授与している（P73資料5-6-①-C、P76資料5-6-①-E参照）。  

なお、学位の授与に係る論文審査では、審査を公正に行うため、主査（主指導教員）は、審査に加わらないこ

ととしている（P75資料5-6-①-D、P76資料5-6-①-E参照）。 

資料5-6-④-A 学位の授与に係る審査に関する細則のウェブサイトでの公表 

  本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/data/004.pdf 

  https://www.jaist.ac.jp/education/data/005.pdf 

資料5-6-④-B 博士学位審査の手続き等について（抜粋） 

○知識科学研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について

（平成28年５月18日学系会議承認）

５ 本審査

（２） この願い出及び予備審査会の報告に基づき、学系会議は審査委員（５名以上）を選出する。原則として

知識科学系に所属する教員以外から１名以上を審査委員とする（北陸先端科学技術大学院大学学位規則

（以下「学位規則」という。）第７条第２項を参照）。

○情報科学研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について

（平成28年５月18日学系会議承認）

５ 本審査

（２）この提出及び予備審査会の報告に基づき、学系会議は審査委員（５名以上）を選出する。原則として情

報科学系に所属する教員以外から少なくとも１名以上を審査委員候補とする（北陸先端科学技術大学院大

学学位規則（以下「学位規則」という。）第７条第２項を参照）。 

○マテリアルサイエンス研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について

（平成28年５月18日学系会議承認）

５ 本審査

（２）この願い出及び予備審査会の報告に基づき、学系会議は審査委員（５名以上）を選出する。なお、マテ

リアルサイエンス系に所属する教員以外から１名以上を審査委員とする（北陸先端科学技術大学院大学学

位規則（以下「学位規則」という。）第７条第２項を参照）。 

（出典：教育支援課提供資料） 

別添資料5-6-④-1 履修案内P28-29（学位授与に関する事項） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学位論文の評価基準として、学位の授与に係る審査に関する細則で修士・博士論文、論文審査の観点及び評

価区分について規定している。また、同細則は学生に配付する履修案内及びウェブサイトに掲載し、学生に周

知している。  

② 博士後期課程については、学位論文提出の目安として、学位論文の主題となる内容が、査読つきの英文論文

（full paper）又はそれに準ずる論文として掲載済又は掲載が決定していることとしている。 
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③ 修了認定は、学則第36～38条に基づき、必要単位の修得及び研究指導のほか、学位論文の審査によって最終

的に教授会出席者の３分の２以上の多数をもって可否を決定している。 

④ 修士の学位の審査については、学位規則等の規定に基づく審査委員による審査会、論文発表会、教授会審議

などによって、適切な審査を行う体制となっている。博士の学位の審査については、予備審査会や公聴会の実

施のほか、審査委員に必ず当該研究科以外の教員又は学外の教員等を加えるといった取組を行っている。また、

学位の授与に係る論文審査では、審査を公正に行うため、主査（主指導教員）は、審査に加わらないこととし

ている。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ 博士前期課程においては、入学後、入学前の専門分野と関わりなく研究室に「導入配属」し、学生の学修歴

や職務経験を参考とし、学生の視野を広げ、キャリア目標を明確化させるための指導を行っている。 

・ 博士前期課程においては、導入配属時に、必修科目「人間力イノベーション論」、「創出力イノベーション論」

のほか、グローバルな言語の強化に資する「学術科目」、自らの専門性の広角化に資する「広域科目」、自らの

基盤化の専門性に資する「導入科目」を自由に履修させている。

・ 主テーマ以外に隣接又は関連分野の研究課題を課す副テーマ研究について、従前の形態に加え、異なる系の

学生が協同して行う「グループ副テーマ」を新たな形態として実施している。また、産業界において実践的な

研究開発能力を身に付けることを希望する学生については、副テーマ研究に代えて企業等へのインターンシッ

プを単位認定している。 

・ 博士後期課程においては、イノベーションを自ら生み出せる人間力・創出力の基礎を、知識科学の方法論を

通して学生に身に付けさせることを目的として、必修科目として「人間力・創出力イノベーション論」を履修

させている。 

・ 博士後期課程の開設授業科目を発展科目と先端科目に階層化し、学生のキャリア目標に応じて体系的に専門

知識を修得させている。 

・ 学生の授業外における主体的な学習時間を確保するため、午後の第３時限はオフィスアワー又は補習、補講

等として時間割上講義を開講せず、教員への質問、演習等の時間としている。 

・ 学生が自主的に準備学習や復習を行えるように、シラバスに教科書、参考書、講義計画、準備学習等につい

ての具体的な指示等を掲載しているほか、シラバスで指定した教科書、参考書は、附属図書館に配架している。 

・ 学生が入学から修了までの計画と記録、指導教員からの指導内容等を記録し、自身の学修の振り返りの助け

とするものとして「学修計画・記録書」を設けており、さらに、学生の利便性を考慮して学務システム上で提出が

可能となっている。 

・ 達成目標、内容の概要、使用する教科書・参考書、講義計画、準備学習等についての具体的な指示、成績評

価の観点、評価方法、評価基準、獲得可能な能力・性質等を基本項目として明記した日本語版及び英語版のシ

ラバスを作成し、ウェブサイトで公表している。 

・ 東京サテライトの社会人コースでは、社会人学生が仕事と両立して学位を取得できるように、授業は平日の

夜間と土曜日・日曜日に実施しているほか、教育研究指導についても、土曜日・日曜日等に教員が東京サテラ

イトへ赴いて又はテレビ会議システムを利用して行い、石川キャンパスと同等の教育研究指導を実施している。 

・ 研究室教育を学生の資質や学修目標を勘案した多様かつ自由度の大きな環境下における教育の場として位置
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付け、学位授与に至るプロセスにおいて重要な機能を果たす研究室教育に関するポリシーを定めている。  

・ 幅広い視点から研究を行う能力を身に付けられるように、主テーマ・副テーマ制を採用しているほか、３人

の教員が指導にあたる複数教員指導制を採用している。  

・ 履修規則及び「達成目標に基づく成績評価に関するガイドライン」で成績評価基準を明確に規定するととも

に、シラバスに「評価の観点」、「評価方法」、「評価基準」を明記しており、これらに従って適切に成績評

価及び単位認定を実施している。 

 

 

【改善を要する点】 

・ 将来的に、３つの系を通じてどの系のバックグラウンドを持つ学生からみても意味の分かる用語でシラバス

を記載するべきと考える。 
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基準６ 学習成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、

単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文

等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。 

【観点に係る状況】 

本学の掲げる人材養成目標を達成するため、体系的な教育課程を編成するとともに、単位認定に当たっては、

中間・期末試験、課題レポート、授業中の議論への貢献度等の尺度を基に、厳格な成績評価を行い、教育プログ

ラムの質の保証を図っている。このような状況の下、石川キャンパスにおける各系科目の単位修得率は、知識科

学系科目（Kxxx科目）で92.0％、情報科学系科目（Ixxx科目）で69.6％、マテリアルサイエンス系科目（Mxxx

科目）で85.7％、全系平均で80.1％となっており、学系によって差はあるものの一定の成果が上がっている（資

料6-1-①-A）。 

課程の中間時期に、所定の単位修得に合わせて、副テーマ研究又はインターンシップの実施及び「研究計画提

案書（博士前期課程）」又は「研究計画書（博士後期課程）」の審査を課し、これを必須のプロセスとしている（別

添資料5-5-⑥-2、別添資料5-5-⑥-3参照）。博士後期課程の学位論文審査にあたっては審査委員に学外の教員等

を加えること、学位論文の主題となる内容が、査読つきの英文論文又はそれに準ずる論文として掲載済又は掲載

が決定していることを条件とするなど、学位論文の質を高めるための取組を行っている（P81資料5-6-④-B参照、

資料6-1-①-B）。 

このような厳格なプロセス管理を行っていることを前提に過去５年間の「標準修業年限内修了率」（別添資料

6-1-①-1）をみると、標準修業年限内の修了率は、全研究科平均で博士前期課程77.9％、博士後期課程37.4％と

なっており、休学者、退学者は毎年度ある程度の人数はあるものの、多様な学生を受け入れながら、大学院教育

の質を維持していることを総合的に勘案すると、一定の成果が上がっていると言える（別添資料6-1-①-2）。 

資料6-1-①-A 講義区分ごとの単位修得率 

（出典：教育支援課提供資料） 

※石川キャンパス分

100番台科目 200番台科目 400番台科目 600番台科目 合　計

知識科学系科目（Kxxx科目） 82.7% 93.7% 93.0% 93.5% 92.0%

情報科学系科目（Ixxx科目） 66.8% 67.6% 75.9% 87.8% 69.6%

マテリアルサイエンス系科目（Mxxx科目） 80.4% 86.4% 88.2% 84.0% 85.7%

80.1%合　計
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資料6-1-①-B 博士学位審査の手続き等について（抜粋） 

○知識科学研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について（平成２８年５月１８日学系会議承認）（抄） 

１ 学位論文提出の目安 

（２）学位論文の主題となる内容が、査読つきの英文論文（full paper）又はそれに準ずる論文として掲載済又

は掲載が決定していること。 

 

○情報科学研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について（平成２８年５月１８日学系会議承認）（抄） 

１ 学位論文提出の目安 

（２）学位論文の主題となる内容が、査読つきの英文論文（full paper）又はそれに準じる論文として掲載済又

は掲載が決定していること。 

 

○マテリアルサイエンス研究科に所属する学生の博士学位審査の手続等について（平成２８年５月１８日学系会

議承認）（抄） 

１ 学位論文の目安 

（２）学位論文の主題となる内容が、査読つきの英文論文（full paper）又はそれに準じる論文として掲載済又

は掲載が決定していること。 

（出典：教育支援課提供資料） 

 

別添資料6-1-①-1 標準修業年限内修了率 

別添資料6-1-①-2 留年・休学・退学状況 

 

（再掲資料） 

別添資料5-5-⑥-2 履修案内P19-23（博士前期課程での研究指導） 

別添資料5-5-⑥-3 履修案内P24-27（博士後期課程での研究指導） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 留学生や社会人など極めて多様な学生を受け入れることを重視しつつ、大学院教育の質を維持する厳格なプ

ロセス管理を行っていることにより、現状の標準修業年限内の修了率および休学者・退学者数は、一定の教育

成果を上げていると思われる。 

 

 

観点６－１－②： 学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上

がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成28年度における授業評価アンケートの結果では、「知的興味を刺激する講義だったか」との問いに対して

は、５段階評価で５（そう思う）又は４（ややそう思う）と回答した者の割合が 88.7％、「シラバスで期待した

内容が授業で得られたか」との問いについては、５又は４と回答した者の割合が87.8％となっており、授業に対

する満足度は高く、学生自身がシラバスで示されたとおりの成果が得られたと認識していることを表している（資

料6-1-②-A）。 

また、平成28年度修了確定者アンケートの結果では、本学の特徴敵な教育システムである「主テーマ・副テー

マ制度」については、博士前期課程では86％、博士後期課程では94％が、「とても有意義であった」又は「有意

85



北陸先端科学技術大学院大学 基準６ 

義であった」と回答している。また、「複数教員指導制」については、博士前期課程では71％、博士後期課程で

は71％が、「とても有意義であった」又は「有意義であった」と回答しており、研究指導体制についても満足度

が高く、学生自身が成果が得られたと認識していることを表している（資料6-1-②-B，資料6-1-②-C）。 

資料6-1-②-A 平成28年度授業評価アンケート集計結果（抜粋） 

*** 2016年度全期 授業評価アンケート集計結果 *** 

 集計単位: 全体 

 回収率:  61.29% (3914/6386 = 延べ回答者数/延べ履修者数) 

 評価点: 

 0: 未回答 

 1: そう思わない [total disagreement] 

 2: ややそう思わない 

 3: どちらとも言えない 

 4: ややそう思う 

 5: そう思う [total agreement] 

    m=平均値, s=標準偏差:      評価の分布 

講義科目について[Course subject] 

[ 1] 知的興味を刺激するような講義でしたか。 [The course stimulated your intellectual interest.]

m=4.45, s=0.82: ANS. RATE%      0----|----|----|----|----50%

 0    0.3(  10) 

 1    0.9(  34) 

 2    1.7(  66) 

 3    8.5( 333) **** 

 4   27.8(1087) ************* 

 5   60.9(2384) ****************************** 

[ 2] シラバスで期待した内容が授業で得られましたか。 [You could receive what you had expected from the

syllabus in the course.]

 m=4.42, s=0.81: ANS. RATE%  0----|----|----|----|----50% 

 0    0.3(  12) 

 1    0.5(  20)  

 2    1.5(  58)  

 3    9.9( 387) **** 

 4   30.2(1183) *************** 

 5   57.6(2254) **************************** 

（出典：授業評価アンケート） 
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資料6-1-②-B 平成29年３月期博士前期課程修了確定者アンケート集計結果（抜粋） 

（出典：修了確定者アンケート） 
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資料6-1-②-C 平成29年３月期博士後期課程修了確定者アンケート集計結果（抜粋） 

（出典：修了確定者アンケート） 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 授業評価アンケートが実施されており、その分析から講義に関する学習成果が上がっていることが確認でき

る。 

・ 修了確定者アンケートからは、本学の特徴敵な教育システムである「主テーマ・副テーマ制度」が一定の効

果を上げていることが確認できる。 

・ 授業評価アンケートの回収率の向上が望まれる。

観点６－２－①： 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上が

っているか。 

【観点に係る状況】 

博士前期課程学生の過去５年間の進学率については、年度によって差異は認められるが、平均で約18.6％程度

を確保している。また、進学先については、本学をはじめ国立大学が大半を占めている（別添資料6-2-①-1）。 

博士前期課程の過去５年間の就職希望者就職率については、平均90％以上を確保している。就職先は、本社所

在地が首都圏又は関西地区で、全国的に展開している企業が中心となっている（別添資料6-2-①-1）。 

博士後期課程の過去５年間の就職希望者就職率については、平均80％以上を確保している。就職先は、高度な

専門知識と研究能力が要求される民間企業、大学及び研究機関となっており、研究者や教員として活躍している

（別添資料6-2-①-1）。 

なお、社会で活躍する修了生について、ウェブサイトやリーフレットで PRしている（資料6-2-①-A）。 

資料6-2-①-A 活躍する修了生の声 

本学ウェブサイト http://www.jaist.ac.jp/graduates-voice/index.html 

別添資料6-2-①-1 修了者の進路状況 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 様々なバックグラウンド、多くの留学生など極めて多様な学生を受け入れる状況において、卒業（修了）後

の進路の状況等の実績は十分であり、学習成果が上がっていると思われる。 

観点６－２－②： 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、学習成果が上

がっているか。 

【観点に係る状況】 

平成28年度に実施した修了生（平成24年度修了生）を対象に行ったアンケートでは、「本学での学修内容の満

足度はどのくらいですか」の問いに対し、85.7％の修了生が「とても満足」又は「概ね満足」と回答している。

89

http://www.jaist.ac.jp/graduates-voice/index.html


北陸先端科学技術大学院大学 基準６ 

また、「副テーマは自分の間口を広げることに役立ちましたか」の問いに対しては 71.5％の修了生が「とても役

立った」又は「概ね役立った」と回答し、さらに、「複数指導教員制は自分の間口を広げることに役立ちましたか」

の問いに対しては57.2％の修了生が「概ね役立った」と回答している（資料6-2-②-A）。 

また、同修了生の上司を対象に行ったアンケートでは、「講義（コースワーク）を重視した教育方針による専門

知識及び課題解決能力の修得」「副テーマ研究を課す等、幅広い専門知識の修得や専門外の課題に対しての柔軟な

取組」及び「主テーマ研究開始時にあたり研究計画提案書の提出を義務付けることによる教育効果（社内での企

画・計画・報告等の行動）」のすべてにおいて80％以上が「教育効果がある」と回答している(資料6-2-②-B）。 
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9. 本学での学修内容の満足度はどれくらいですか。該当にレ点をつけてください。

とても満足 3
おおむね満足 9
あまり満足していない 2
不満が大きい 0

11. 副テーマは自分の間口を広げることに役立ちましたか。該当にレ点をつけてください。

とても役立った 4
おおむね役立った 6
あまり役立っていない 3
ほとんど役立っていない 0
無回答 1

13. 複数指導教員制は自分の間口を広げることに役立ちましたか。該当にレ点をつけてください。

とても役立った 0
おおむね役立った 8
あまり役立っていない 5
ほとんど役立っていない 1

対象：平成２４年度本学博士前期課程(社会人コースを除く)修了後、企業等に就職した博士前期、博士後期学生

21.4%

64.3%

14.3%
とても満足

おおむね満足

あまり満足してい

ない

28.6%

42.9%

21.4%

7.1%

とても役立った

おおむね役立った

あまり役立っていない

ほとんど役立っていな

い

無回答

57.2%
35.7%

7.1%
とても役立った

おおむね役立った

あまり役立っていない

ほとんど役立っていな

い

資料6-2-②-A 北陸先端科学技術大学院大学 修了者アンケート（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：修了生アンケート） 

91



北陸先端科学技術大学院大学 基準６ 

資料6-2-②-B 北陸先端科学技術大学院大学 修了者の上司の方アンケート（抜粋） 
対象：平成２４年度本学博士前期課程(社会人コースを除く)修了後、企業等に就職された方の上司の方

そう思う 6
おおむねそう思う 10
あまりそう思わない 2
そう思わない 1
専門に関連しない 1

そう思う 3
おおむねそう思う 14
あまりそう思わない 3
そう思わない 0

そう思う 2
おおむねそう思う 14
あまりそう思わない 2
そう思わない 1
無回答 1

5. 本学は従来の大学院と異なり、講義(コースワーク)を重視し、講義内容もハウツー教育ではなく、原理や内容の理解を重視し、
演習もそのための課題を多く行っています。この方針で教育された修了者に専門知識や問題解決が身についていると思いますか。

6. 本学では広い分野の科目の履修を義務づけ、主テーマの研究(修士論文研究)以外にも異なる分野の「副テーマ」研究を課す等、
幅広い専門知識の習得を目指しており、専門外の課題に対しても柔軟な考え方で取り組むことができるようになることを目指してい
ます。修了者にこの教育効果が現れていると思いますか。

7. 本学では主テーマの研究を開始するにあたり、研究計画提案書（プロポーザル）の提出を義務付けていますが、修了者の貴社内
における企画・計画・報告等の行動から見て、この制度の教育効果が現れていると思いますか。

30.0%

50.0%

10.0%

5.0%

5.0% そう思う

おおむねそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

専門に関連しない

15.0%

70.0%

15.0%
そう思う

おおむねそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

10.0%

70.0%

10.0%

5.0%

5.0%
そう思う

おおむねそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

無回答
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（出典：修了者の上司の方アンケート） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ アンケート結果から学習成果が上がっていることは判断できる。ただ回答数が少ないため、今後はアンケー

トの回収率を高める努力とともに、アンケート以外の意見聴取手法も検討すべきである。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ 様々なバックグラウンド、留学生や社会人など極めて多様な学生を受け入れる状況において、大学院教育の

質を維持する厳格なプロセス管理を行っていることにより、授業評価アンケートおよび修了状況から一定の教

育成果を上げていることが認められ、卒業（修了）後の進路の状況等の実績も十分であると思われる． 

・ 修了確定者アンケートからは、本学の特徴敵な教育システムである「主テーマ・副テーマ制度」が一定の効

果を上げていることが確認できる。 

【改善を要する点】 

・ 授業評価アンケートの回収率が６割程度であること、修了者アンケートの回答数が少ないことは課題である。

アンケート以外の意見聴取手法も検討すべきである。

11.部下である修了者が身につけた本学の教育の成果に満足していますか。

満足している 5
おおむね満足している 13
あまり満足していない 2
満足していない 0
その他 0

25.0%

65.0%

10.0%
満足している

おおむね満足している

あまり満足していない

満足していない

その他
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基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①： 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。 

 また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配慮

がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

施設・設備については、基本理念を「ＦＲＯＮＴ計画」として定め、施設については、「キャンパスマスタープラ

ン‘15」を策定し、1.適正な維持管理による長寿命化、2.教育研究を活性化させる機能改修、3.省エネルギー改修、

4.学生支援施設の充実を整備方針として整備計画を作成し、計画的な施設整備を進めている。設備については、大

型教育研究設備を計画的に整備するための「設備整備に関するマスタープラン」を策定し、全学的な方針に沿った

整備を進めている(資料 7-1-①-A、別添資料7-1-①-1)。 

学生寄宿舎及び職員宿舎を除く本学の校地面積は85,671㎡、校舎面積は74,219㎡で、学生１人あたりの面積は

それぞれ 80㎡、69㎡であり、教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等を有しており、大学院設置基準を満

たしている。また、平成29年度に屋内運動場整備の整備に合わせて、能美市より屋内運動場敷地7,943㎡を無償借

用し整備を進めている。 

各系研究棟に十分な数の講義室を整備しているほか、輪講室・ゼミ室、共同研究室、研究・実験室 等を整備して

いる (資料 7-1-①-B）。さらに、首都圏の社会人に対し学修プログラムを提供するため、品川インターシティに借

室を保有し、東京サテライトとして東京社会人コースに学修プログラムを６プログラム（前期課程４、後期課程２）

開講しており、下記のとおり土曜日・日曜日のほか、講義のある平日は夜間も開室している。 

○月曜日～金曜日 10時00分～19時00分(講義日は22時00分まで） 

○土曜日・日曜日  8時30分～17時30分(５限目に授業がある日は19時15分まで） 

本学が保有している建物については、全て新耐震基準が制定された昭和 57 年以降に建設されたものであり耐震

基準を満たしている。バリアフリー化については、バリアフリー改修年次計画に基づき、点字ブロック、階段手摺

りスロープ等の整備を進めており、障害のある学生が学内を円滑に移動できる状況となっている (別添資料7-1-①

-2)。安全・防犯面については、建物の出入り口にカードリーダー式入退室管理装置(電気錠）を設置し、夜間、休

日の入退室を管理しているほか、主要な箇所に防犯カメラを設置している。特に実験室・研究室の入り口はカード

錠によって、登録者だけの施解錠管理を行っている。また、学生寄宿舎(単身棟）についても防犯カメラを設置する

とともに、24時間入退室を管理している。さらに、構内の道路・歩道や駐車場に外灯を配置し、夜間の安全を確保

している。 

学生からの施設・設備に関するニーズについては、「ｅ-ＢＯＸ」制度により、要望・提案等を学内ウェブサイト

上から受け付けるとともに、その対応についても、学内ウェブサイトに公開している（資料 7-1-①-C）。 
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資料7-1-①-A 「ＦＲＯＮＴ計画」 

（出典：施設長期計画書） 

資料7-1-①-B 講義室、輪講室・ゼミ室、研究・実験室等の整備状況 

講義室 輪講・ゼミ室 共同研究室 研究・実験室 会議室 その他

（面積） 391 761 236 5,170 527 2,918 10,003 ㎡

（室数） 5 8 3 40 6 91 153 室

（面積） 347 0 601 7,562 540 2,455 11,505 ㎡

（室数） 5 0 6 65 10 92 178 室

（面積） 403 1,006 18 5,836 119 1,522 8,904 ㎡

（室数） 5 29 1 131 2 72 240 室

（面積） 1,141 1,767 855 18,568 1,186 6,895 30,412 ㎡

（室数） 15 37 10 236 18 255 571 室
合計

合計建物名称

知識科学系
研究棟

情報科学系
研究棟

マテリアル
サイエンス
系研究棟

（注１） 施設利用状況調査（平成28年度実施）を基に作成 

（注２） 研究室とは教員室を除く研究室 

（注３） 「その他」には管理室、教員室、電算室を含む。 

（出典：施設管理課提供資料） 
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資料7-1-①-C e-ＢＯＸ対応状況（抜粋） 

（出典：本学ウェブサイト（学内専用） 

別添資料7-1-①-1 北陸先端科学技術大学院大学キャンパスマスタープラン‘１５ 

別添資料7-1-①-2 バリアフリー改修年次計画 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 校地面積は85,671㎡、校舎面積は74,219㎡で、学生１人あたりの面積はそれぞれ80㎡、69㎡となっており、

十分な規模を有している。 

② 講義室、輪講室・ゼミ室、共同研究室、研究・実験室等を研究科ごとに十分に整備しているほか、設備整備に

関するマスタープランに基づき計画的に教育研究設備の整備を行っている。 

③ 東京に借室を保有し、東京サテライトとして社会人コースに各種プログラムを開講しており、土曜日・日曜日

のほか、平日の夜間も開室している。  

④ バリアフリー改修年次計画に基づき、点字ブロック、階段手摺りスロープ等の整備を進めており、障害のある

学生が学内を円滑に移動できる状況となっている。 

⑤ カードリーダー式入退室管理装置(電気錠）を建物入り口に設置し、夜間、休日の入退室を管理しているほか、

主要な個所に防犯カメラ、構内の道路・歩道に外灯を設置し、安全・防犯に配慮している。 

⑥ 学生からの施設・設備に関するニーズについては、「ｅ-ＢＯＸ」制度により受け付け、対応している。 

 

観点７－１－②： 教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は、施設整備の基本理念であるＦＲＯＮＴ計画に基づいて構築される情報ネットワーク環境をＦＲＯＮＴＩ

ＥＲ (FRONT Information EnviRoment）と称し、情報社会基盤研究センターにおいて教育研究をサポートするため

の最先端の情報環境(ネットワーク、各種サーバ、端末等）を集中的に整備している (資料7-1-②-A）。 

本学の情報環境の基幹となるキャンパスネットワークは、各フロアが常用系(10Gbps)と待機系(10Gbps)の2系統

で接続されている。フロア内のそれぞれのユーザーのデスクサイドには 1Gbps×2 の有線 LAN が整備されているこ

とに加え、無線 LANも学内全域に提供されており、eduroamによるローミングサービスにも対応している。また、

学外とはSINET5(80Gbps)によって接続されており、学外からセキュアに接続するためのVPNサービス等も提供して

いる。  

本学ではこの高速なキャンパスネットワークを活かして、Windowsと Linuxのデスクトップ環境を提供するター

ミナルサービス、電子メールをはじめとする学内サーバを仮想的に集約するアカデミッククラウド、ユーザーのフ

ァイルを一元管理するストレージサービス、超並列計算機群による計算サービス等を一つのアカウントで透過的に

利用できるプライベートクラウドシステムを構築している。これらのサーバは障害時にも冗長構成によりサービス

を継続できる高信頼性システムであり、また、一元管理されたユーザーのファイルは定期的にバックアップされて

いるため、情報システムに詳しくないユーザーであっても安心して利用することができる。 

ユーザー用の端末機器としては、平成 28 年度より石川キャンパスの全ての希望する学生にタブレット型端末を

貸与しており、学生寄宿舎のネットワークもキャンパスネットワークの一部となっている。学生はこのネットワー

ク環境を活用し、研究活動だけでなく、教員への質問や資料の閲覧、電子教材の利用といった学習活動や履修登録

などの手続きを行っている。ユーザーは、各自の端末から情報社会基盤研究センターが整備したプライベートクラ

ウドシステムにアクセスすることで、いつでもどこからでもサービスを受けることができる。さらに、全学の計算

機利用負荷を平準化する機構によって、強力なサーバを全ユーザーが安定して利用することができる。 

超並列計算機群としては、平成28年度末に更新したCRAY XC40 (19,728CPUコア) や、SGI ALTIX UV3000 (1,536CPU

コア)など、最新鋭の超並列計算機を導入している。これらの計算機の運用に当たっては、新入生に向けて年に複数

回の講習会を開催するだけでなく、情報社会基盤研究センターと数値計算分野の教員・学生からなるユーザーグル
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ープの会合をグループミーティングとして定期的に開催し、ここで寄せられた意見に基づいて新規システム及び運

用中システムの設定変更も行っている。なお、平成28年度の更新前におけるCRAY XC30(360ノード5,696CPUコア)

の月別の最大同時利用ノード数は常に95％を超えている (資料7-1-②-B）。 

これらの情報環境は、情報社会基盤研究センターの技術職員が中心となり、同センター教員の支援の下、各シス

テムの維持管理を行っている。システムの導入に際しては、一般ユーザー向けのアンケート調査で要望を把握し、

各学系・センター及び関係事務組織の教職員を構成員とする仕様策定委員会で、ユーザーの要望を基に議論してシ

ステム構築を行っている。また、情報システムに詳しい博士後期課程の学生からなるシステム相談員をおいて、学

生や教職員ユーザーの多様な要求に対応している。 

セキュリティについては、平成28年度に情報セキュリティ対策基本計画を策定し、それに基づいて情報セキュリ

ティポリシーおよびガイドラインの改訂を実施している。情報社会基盤研究センター教職員と各研究科及び関連事

務組織の教職員からなる情報セキュリティワーキンググループを年２回開催しているほか、情報セキュリティイン

シデント発生時に迅速かつ円滑な調査及び対応を図ることを目的とした、情報セキュリティインシデント対応班

(Computer Security Incident Response Team: CSIRT)を設置している（別添資料7-1-②-1、別添資料7-1-②-2）。

また、ファイヤーウォールの設置や電子メールセキュリティアプライアンス導入のほか、Windows及び MacOSユー

ザーには、アンチウィルスソフトウェアのサイトライセンスを取得し、個人所有のパソコンでもダウンロード可能

にすることでセキュリティの確保を行っている。さらに、個人情報の管理については、個人情報管理規則を制定し、

個人情報の管理体制の整備を図っている（資料7-1-②-C）。 

この他、平成27年度からは大学院教育イニシアティブセンターの改組に伴い、情報社会基盤研究センターにおい

て、遠隔教育システム(講義アーカイブシステム、テレビ会議システム等）を整備し、対面講義や研究室紹介の収録・

配信のほか、遠隔会議や遠隔セミナーの支援等の取組を実施するとともに、その利用促進を図っている(資料 7-1-

②-D）。 

資料7-1-②-A  ＦＲＯＮＴＩＥＲ (FRONT Information Environment） 

（出典：本学ウェブサイト http://www.jaist.ac.jp/iscenter/frontplan/） 
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資料7-1-②-B 超並列計算機CRAY XC30 同時稼働率（全360ノード）（平成28年4月～12月） 

 （出典：情報社会基盤研究センター提供資料） 

資料7-1-②-C 個人情報管理規則 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則（平成１７年３月制定）（抄）

（総括保護管理者）

第４条 本学に、総括保護管理者を１名置き、学長が指名する理事をもって充てる。 

２ 総括保護管理者は、本学における個人情報に関する管理体制を整備するとともに、保有個人情報及び個人番号（以

下「保有個人情報等」という。）の管理に関する事務を総括する任に当たる。 

３ 総括保護管理者は、役員が保有する個人情報について、保護管理者及び保護担当者の役割及び責務を兼ねるものと

する。 

（保護管理者） 

第５条 本学の部局等に、保護管理者を置き、当該部局等の長をもって充てる。 

２ 保護管理者は、部局等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。保有個人情報等を情報システ

ムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。 

（保護担当者） 

第６条 保有個人情報を取り扱う部局等に、当該部局等の保護管理者が指定する保護担当者を１名又は複数名置く。 

２ 保護担当者は、保護管理者を補佐し、部局等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。 

（事務取扱担当者） 

第７条 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う職員（以下「事務

取扱担当者」という。)を１名又は複数名置き、その役割を指定する。 

２ 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。 

（特定個人情報等に係る体制の整備） 

第８条 保護管理者は、次に掲げる特定個人情報等に係る体制を整備する。 

一 事務取扱担当者が関連する法令若しくは本学の諸規則の規定に違反している事実又は兆候を把握した場合の保

護管理者への報告連絡体制 

二 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等（以下「情報漏えい等」という。）事案の発生又は兆候を把握した場

合の役職員から保護管理者への報告連絡体制 

三 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化 

四 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則） 
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資料7-1-②-D 遠隔教育ユニット（旧大学院教育イニシアティブセンターICTユニット）活動実績 

 

注1：「MP3収録」，「VOD配信」は東京サテライトの実績 

注2：「簡易WBT」は対面講義の収録実績 

注3：「イベント収録」はオープンキャンパス等の収録実績 

注4：「WBT開発」はスタジオ等でのコンテンツ開発実績 

注5：「組込み配信」は東京サテライトのWeb講義配信実績 

注6：「TV Conf.」は専用機器，「PC Conf.」はPCベースの 

      遠隔会議の実績 

注7：「TVC Lec.」は遠隔講義の実績 

（出典：教育支援課提供資料） 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 最先端のファイルサーバ、ネットワークを整備するとともに、最新鋭の超並列計算機を導入し、超並列計算機

の稼働率が95％を超えている。 

② 平成 28 年度より石川キャンパスの全ての希望する学生にタブレット型端末を貸与しており、学生寄宿舎のネ

ットワークもキャンパスネットワークの一部となっている。学生はこのネットワーク環境を活用し、研究活動だ

けでなく、教員への質問や資料の閲覧、電子教材の利用といった学習活動や履修登録などの手続きを行っている。 

③ ユーザーの意見を把握した上で、システムの運用・構築を行うとともに、技術職員が中心となり情報環境のメ

ンテナンスを行っている。 

④ セキュリティに関して、情報セキュリティポリシーを策定しているほか、情報セキュリティワーキンググルー

プを組織している。 

⑤ 講義アーカイブ、テレビ会議システム等の遠隔教育システムを各種整備するとともに、それらの利用促進を図

っている。 

 

 

 

 

イベント
収録

研究室
紹介

H24 41科目 616コマ 25科目 231コマ 61科目 1373コマ 49回 IS,MS,KS全研究室 17科目 201コマ 5科目 82コマ

H25 44科目 602コマ 25科目 280コマ 60科目 1403コマ 54回 IS,MS,KS全研究室 15科目 202コマ 5科目 87コマ

H26 39科目 550コマ 23科目 366コマ 62科目 1363コマ 51回 IS,MS,KS全研究室 12科目 96コマ 6科目 101コマ

H27 40科目 565コマ 29科目 382コマ 63科目 1095コマ 46回 IS,MS,KS全研究室 11科目 74コマ 6科目 86コマ

H28 38科目 486コマ 24科目 265コマ 62科目 1320コマ 30回 IS,MS,KS全研究室 7科目 75コマ 6科目 60コマ

計 202科目 2819コマ 126科目 1524コマ 308科目 6554コマ 230回 62科目 648コマ 28科目 416コマ

簡易WBT WBT開発 組込み配信

年度

非同期

VOD（Video on Demand） WBT（Web Based Training）

MP3収録 VOD配信

別添資料7-1-②-1 情報セキュリティポリシー 

別添資料7-1-②-2 情報セキュリティインシデント対応班設置要項 

TV
Conf.

PC
Conf.

H24 110回 146件 7科目 24コマ

H25 95回 113件 6科目 38コマ

H26 118回 63件 10科目 50コマ

H27 191回 80件 9科目 83コマ

H28 196回 99件 6科目 65コマ

計 710回 501件 38科目 260コマ

年度

同期

TV Conf. Live Lecture

TVC Lec.
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観点７－１－③： 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に

収集、整理されており、有効に活用されているか。 

【観点に係る状況】 

附属図書館では、図書館の将来像、文献・資料収集方針（収集方針あるいは蔵書構築指針）、サービス方針及び電

子化への対応指針を定めた「Mission Statement」に基づき、学習図書館及び研究図書館として必要な図書・学術雑

誌を整備し、24時間365日開館してサービスを提供している（別添資料7-1-③-1）。 

図書の蔵書数は洋書と和書を合わせて150,169冊であり、分野ごとの整備状況は資料7-1-③-Aのとおりである。

また、視聴覚資料を分野ごとに整備しているほか、電子書籍の導入も進めている（資料7-1-③-B、資料7-1-③-C）。 

学術雑誌については、各分野の研究を主導する学術論文が掲載されている学術雑誌及びその他代表的な学術雑誌

を毎年選定し、整備しているほか、電子ジャーナルの選定・提供（平成28年度末現在の総タイトル数は6,584タイ

トル）に取り組んでいる（資料7-1-③-A）。 

そのほか、教員・学生が研究する上での基礎的資料となるオンライン検索環境の整備にも取り組んでおり、Web of 

Scienceをはじめ7種のデータベースを提供している（資料7-1-③-D）。 

学内ウェブサイトから学術・専門書リクエストを受け付けることにより、学生のニーズを把握しつつ整備してい

るほか、学生がカリキュラムに沿って学習することを支援するため、シラバスで授業科目ごとに指定した教科書・

参考書を整備している（資料7-1-③-E、資料7-1-③-F）。 

 平成 28 年度において、入館者数は 99,246 人であり、そのうち、20 時から翌朝 8 時 30 分までの夜間利用者は

18,671人で全体の約19％を占めている（資料7-1-③-A）。蔵書貸出冊数は16,051冊（学生によるものは11,952冊）

であり、学生1人当たりの貸出冊数は12.2冊となっている（資料7-1-③-G）。 
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資料7-1-③-A 図書館の概要、資料内訳、利用状況 

 

１．設置年月日  平成２年10月 

 

２．施設の概要 

面  積 収容可能冊数 閲覧席数 

3,076㎡ 178,947冊 162席 

 

３．主な施設・設備 

   ・図書館情報システム 

   ・入退館管理システム     ・不正持出防止システム 

   ・自動貸出システム       ・図書館防犯カメラシステム 

 

４．蔵書数（平成28年度末現在） 

    150,169冊 （和書78,399冊，洋書71,770冊） 

    〈内訳〉 

総 記 哲 学 歴 史 社会科学 自然科学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 

48,147 5,719 1,623 26,887 49,216 7,839 3,485 1,701 4,313 1,239 

     雑誌 1,165種 

 

５．電子ジャーナル数（２８年度末現在） 

    6,584タイトル （アクセス数209,043） 

 

６．入館者数（平成28年度，単位：人） 

区 分 8:30～17:15 17:15～20:00 20:00～8:30 計 

教職員 10,841  1,032  2,182  14,055 

学 生 32,937  9,436  13,067  55,440 

一般利用者 21,477  4,852  3,422  29,751 

計 65,255 15,320 18,671 99,246 

 

７．貸出状況（平成28年度，単位：冊） 

教職員 学 生 一般利用者 計 

2,689 11,952 1,410 16,051 

 

８．相互利用状況（平成28年度，単位：件） 

図書貸出 図書借受 複写受付 複写依頼 

121 410 202 309 

 

９．電子情報のアクセス状況（平成28年度，単位：件）  

ホームページ JAIST学術研究成果リ

ポジトリ 

31,882 24,785 

 

１０．図書館資料購入費（平成28年度，単位：千円）  

大学運営費 
産学連携等

研究費 
科学研究費 

授業料その

他自己収入 

寄付金・補

助金等 

計 

109,374 1,291 2,124 0 1,056 113,845 

 

（出典：研究推進課提供資料） 
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資料7-1-③-B 視聴覚資料内訳 

■視聴覚資料種類別内訳 （平成28年度末現在，単位：点） 

種類 点数 

DVD 450 

DVD-ROM 2 

CD 96 

CD-ROM 265 

ビデオ 264 

カセット 77 

その他 13 

1,167 

注)その他はフロッピー，スライド等 

■視聴覚資料分野別内訳 （平成28年度末現在，単位：点）

総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 

179 3 145 122 376 20 6 146 139 31 1,167 

（出典：研究推進課提供資料） 

資料7-1-③-C 電子書籍数（平成28年度末現在） 

11,448タイトル  （アクセス数 34,463） （出典：研究推進課提供資料） 

資料7-1-③-D データベース一覧（平成28年度） 

名称 

IEL Online (IEEE Xplore) 

Inspec 

Journal Citation Reports 

SciFinder 

Web of Science 

CiNii 

化学書資料館 

計7種 

（出典：研究推進課提供資料） 

資料7-1-③-E 学生ニーズ対応実績（学術・専門書リクエスト）（平成28年度，単位：件） 

リクエスト件数 購入決定 キャンセル・謝絶 

97 67 30 

（出典：研究推進課提供資料） 
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資料7-1-③-F 教科書・参考書購入実績（平成28年度，単位：冊） 

種類 知識 情報 マテリアル 共通 合計 

和書 86 25 11 1 123 

洋書 42 33 20 8 103 

128 58 31 9 226 

（出典：研究推進課提供資料） 

資料7-1-③-G 学生一人当たり蔵書貸出冊数（平成28年度，単位：冊） 

学生貸出冊数 （学生数，単位:人） 学生一人当たり貸出冊数 

11,952 981 12.2 

（出典：研究推進課提供資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教育研究上必要な図書、学術雑誌、電子ジャーナル、視聴覚資料等を系統的に整備しているほか、電子書籍を

導入している。また、学生のニーズを把握した上で、図書等の選定・整備等を行っている。

② 学習支援のため、シラバスで授業科目ごとに指定された教科書・参考書を整備している。

③ 研究上の基礎資料となるオンライン検索環境を整備し、７種類のデータベースを提供している。

④ 24時間、365日開館により、20時から翌朝8時30分までの夜間利用者が、利用者全体の約19％を占めている

ほか、学生１人当たりの蔵書貸出冊数は年12.2冊となっている。

観点７－１－④： 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

【観点に係る状況】 

学生には各研究室にデスク及びワークステーション又はパソコンを提供しているほか、学系ごとに輪講室・ゼミ

室や共同研究室等を整備している(P95資料7-1-①-B参照）。また、情報社会基盤研究センターのユーザー室に端末

機器及び印刷関連機器を配置し、24時間利用可能としている。 

附属図書館は、24時間365日いつでも利用することができ、電子ジャーナルや電子書籍、ＪＡＩＳＴ学術研究成 

果リポジトリや論文検索用データベース等を整備し、提供を行っている｡また、平成26年には図書館を増築するこ

とにより、学生ラウンジの整備、閲覧スペースの拡大を行い学生の学習環境を確保している。 

学生の約６割が入居する学生寄宿舎にも高速ネットワークを整備しており、学内LANを通じて学生寄宿舎におい

ても学内と同様の情報環境を利用できるようにしている。 

このほか、学生相互の情報交換の場として談話室のほか、数人でグループ学習・情報交換を行う場として「ラー

ニング・コモンズ」及びグループ学習施設を設置している。 

講義の復習用教材として、授業科目のアーカイブ化を進め、情報科学系では開講する全ての授業科目をアーカイ

ブ化し、ネットワークを通じて学生へ提供し授業の理解度の向上を図っている。 

別添資料7-1-③-1 Mission Statement 2012 

104



北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学生には各研究室にデスクとワークステーション又はパソコンを提供しているほか、各学系に輪講室や共同研

究室等を整備している。

② 附属図書館は24時間365日開館し、電子ジャーナル、電子書籍、ＪＡＩＳＴ学術研究成果リポジトリ、論文検

索用データベース等を提供しており、これらのサービスはネットワークを通じて学外からも利用できるようにし

ている。

③ 学内LANを通じて学生寄宿舎においても学内と同様の情報環境を利用できるようにしている。

④ 授業科目のアーカイブ化を進め、講義の復習用教材として、ネットワークを通じて学生に提供している。

観点７－２－①： 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

入学時の全学オリエンテーションにおいて「教務・学生生活ハンドブック」、履修案内等を配付すると共に、学系・

学位の概要、履修ルールや奨学制度等を周知している（別添資料7-2-①-1）。また、ガイダンスに関する学生のニー

ズや利用満足度については、入学後一定期間経過した後に各学系にて実施されるフォローアップ研修にて意見聴取

する機会を設けており、その結果、次回の入学者オリエンテーションに反映している。 

また、授業科目の履修登録の際に、学修計画・記録書を活用し指導教員と十分相談することにより、学生の希望

を踏まえつつ、学生が適切に授業科目を履修できるようにしている（別添資料5-5-②-2参照）。そのほか、マテリ

アルサイエンス系では、入学時の全学オリエンテーションにおいて、マテリアルサイエンス系４領域への配属を希

望する学生に対して学力診断試験を行い、その結果を踏まえた履修指導を行っている（別添資料7-2-①-2）。 

研究室配属に当たっては、入学時の全学オリエンテーションにおいて領域ごとの研究室紹介を行っており、学生

が研究室を決める上での参考としている（別添資料7-2-①-3）。また、研究室配属の希望調査を実施するにあたり、

１ヶ月間を研究室訪問期間として設けており、この期間中に学生は自ら教員と連絡を取り、 最低３つ以上の研究室

を訪問し、教員との面談を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 入学直後にガイダンスのための日程を設け、講義履修のルール、学系・学位の紹介・概要説明、研究室紹介な

どを実施、併せて、学修計画・記録書を活用した指導教員からのガイダンスや学系・学位選択、研究室選択のた

めの研究室訪問もあり、授業科目、専門、専攻の選択に関するガイダンスが十分に実施されていると判断できる。

別添資料7-2-①-1 全学オリエンテーションのしおりP20,21（学系／学位の説明、履修ルールの説明） 

別添資料7-2-①-2 全学オリエンテーションのしおりP46（マテリアルサイエンス系の学力診断） 

別添資料7-2-①-3 全学オリエンテーションのしおりP38-40,43-45（領域研究室紹介） 

（再掲資料） 

別添資料5-5-②-2 学修計画・記録書 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

観点７－２－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行

われているか。 

 また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのでき

る状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

【観点に係る状況】 

学習支援に関する学生のニーズを組織的に把握する取組として、教育・研究・学生生活に関して学生が学長に直

接、自由に意見を述べることができる場である「学長との懇談会」を年１回開催し、学生の意見を学長が直接聴取

しているほか、修了確定者アンケートを実施している。なお、アンケート結果について、教育研究専門委員会第二

部において検討するほか、各学系執行部や事務局関係部署に周知し、学修支援の改善に生かす資料として活用して

いる(資料7-2-②-A、別添資料7-2-②-1)。 

学生の自律的な学習活動を支援するため、知識科学系、情報科学系、マテリアルサイエンス系の科目群の講義は

基本的に午前中の第１時限、第２時限のみ開講し、第３時限は時間割上講義を開講せず、授業科目等に関する学生

の質問・相談等に応じるオフィスアワー又は補習、補講等のための時間として位置付けている(別添資料 5-5-①-5

参照）。また、それぞれの学生に主指導教員、副指導教員及び副テーマ指導教員又はインターンシップ指導教員の３

人の指導教員を配置することによって、多様な視点から学習相談や助言を行う体制を整えている(P69資料5-5-⑥-

C参照）。 

さらに、学生の自発的・自律的な学習活動を支援するため、学生が入学してから修了するまでの学修状況を学生

自身に記録させる「学修計画・記録書」を導入している。これは、学生個々の修学目的・目標、その達成に必要な

履修科目、達成度、指導教員との対話履歴等を記録していくもので、ポートフォリオとしての役割も併せ持たせる

とともに、学習相談、助言、支援を行うための有力なツールとしている（別添資料5-5-②-2参照）。 

このほか、博士後期課程学生による「なんでも相談室」を設置し、学生の観点からの学習相談体制を整えている

（資料7-2-②-B、別添資料7-2-②-2、P65資料5-5-④-E参照）。また全学生の40％以上を占める留学生に対する支援

として、全文和英併記の教務・学生生活ハンドブック、英語版のシラバス及び履修案内を作成するとともに、シラ

バスについてはウェブサイトにも掲載している(P60資料5-5-③-A参照）。障害のある学生に対しては、対応要領に基

づく合理的配慮を実施するための手続きを整備している（資料7-2-②-C、資料7-2-②-D、資料7-2-②-E）。 

加えて、講義の英語化を進めており、英語による科目のみの受講による学位取得が可能となっている｡また、学生宛の

電子メールは全て日本語と英語を併記している。 

一方、日本での就職及び日系企業への就職を希望する留学生への支援として、グローバルコミュニケーションセ

ンターでは、日本語入門から科学技術やビジネス分野でのコミュニケーションのための日本語スキルを体系的に修

得できる授業科目を提供している。同様に英語についても、基礎英語から科学技術分野でのテクニカルコミュニケ

ーションにいたるまで、英語スキルを体系的に修得できる科目を提供し、多様な学生のニーズに応える支援を実施

している。 

社会人学生（H29.5.1現在 東京社会人コース人数 204名）に対する支援として、東京サテライトの社会人コー

スの授業科目については、企業等に在籍する学生の利便性に配慮して、講義を平日の夜間と土曜日・日曜日に実施

しているほか、職務等の都合で学修時間が制限される学生に対しては、本人の希望により標準修業年限を超えて一

定期間にわたり計画的に履修することを認める「長期履修制度」を設けている(P63資料5-5-④-A参照）。 

社会人学生に対する学習支援については観点5-5-④のとおりである。 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

資料7-2-②-A 学長との懇談会の概要 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/evaluation/discussion.html） 

資料7-2-②-B なんでも相談室相談状況（平成28年度） 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

資料7-2-②-C 学生相談室・障害をもつ学生の支援体制 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/studentlife/institution/healthcare.html） 

資料 7-2-②-D 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対

応要領 

（出典：本学ウェブサイト http://www.jaist.ac.jp/studentlife/data/yakusyokuin-taiou.pdf） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

資料7-2-②-E 障害学生への配慮の実績 

年度 課程／人数 合計

博士前期／３名

博士後期／２名
５名28

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① オフィスアワー、チュートリアルアワーの設定、１学生複数指導教員体制、学修計画・記録書の導入などの取

組みや、博士後期課程学生による学生の観点からの学習相談の制度（「なんでも相談室」）もあり、学習支援の体

制は整っている。

② 全学生の40％以上を占める留学生への支援として、履修案内、講義、必要書類等の英語対応、日本語教育コー

スの提供、社会人学生（H29.5.1現在 東京社会人コース人数 204名）への配慮として、通学しやすいサテライ

トキャンパス立地、職務の支障とならない講義時間の設定、長期履修制度などを講じている。

観点７－２－④： 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

【観点に係る状況】 

 これまで学生のサークル活動の支援として、学内の施設・設備の利用許可や物品の貸出等を行ってきたが、平成

23年度に課外活動団体の公認制度を設け、平成29年５月現在、12団体が認定許可を受け活動している。課外活動

団体の顧問には本学の専任教員を配置し、課外活動が円滑に行われるように当該団体に対し指導・助言を行ってい

る（資料 7-2-④-A）。なお、活動中の事故対応として、公認を受ける条件に、申請団体の構成員全員が学生教育研

究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険に加入していることとしているほか、事故・事件など緊急時の対応に

ついて、課外活動団体を含む全学生に対し、一斉メールにより年３回、注意喚起を行っている。 

課外活動団体に対する活動支援として、テニスコート２面（全天候型、ナイター設備完備）、グラウンド（天然芝、

2,250㎡）及びトレーニングルームを整備し、適宜メンテナンス・補充を行っており、平成30年度には屋内運動場

（体育館）を整備する予定である（資料7-2-④-B）。 

 このほか、学内の諸施設・設備の利用許可、学内の指定場所における活動紹介のチラシ掲示の許可、物品等の貸

出等を行っている（別添資料7-2-④-1）。また、年２回、必要な物品の希望を照会した上で、各団体に対して、物

品支援を行っている（資料7-2-④-C）。 

別添資料7-2-②-1 修了確定者アンケート 

別添資料7-2-②-2 学生相談室・何でも相談室リーフレット（日英） 

（再掲資料） 

別添資料5-5-①-5 履修案内P33-34（授業科目・時間割） 

別添資料5-5-②-2 学修計画・記録書 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

資料7-2-④-A 公認課外活動団体一覧（平成29年５月現在） 

団体の名称 所属人数 顧問教員 活動状況 活動場所

茶道部 10 藤波　　努
毎月第2・4金曜日

新入生歓迎茶会、初釜茶会、卒業茶会など、
その他、県内でのお茶会に参加。

和室

軟式野球サークル
（北陸戦隊JAIONS）

19 飯田　弘之
毎週月曜日

練習試合：月１回
宮竹小学校グラウンド、物見山野球場、

粟津公園野球場など

宮竹小学校体育館

硬式テニスサークル 6 篠田　陽一
毎週火曜日18：00-21：00、土曜日14：00-17：00

年１回秋頃、JAIST学長杯開催
本学テニスコート

フットサルサークル
（JAIST FC）

24 レ トゥ　ゴ 練習：毎週金曜日19：00-22：00

宮竹小学校グラウンド

IKEBANA　お花のサークル 9 飯田　弘之 毎月第1・3金曜日18：00-20：00
本学内

J-BEANS

JAIST United Football Club
（JUFC）

25 レ トゥ　ゴ ４月～11月の毎週土曜日19：00-21：00

集会室

JAIST Bouldering Club 5 永井　　健 毎週火曜日、木曜日、土曜日の18:30-22:00
TRIPOD

（野々市市）

JAIST Muslim Circle (JMC) 44 神田 陽治
サラート：毎日５回

サラート、勉強会：毎週金曜日

白山郷公園体育館、船岡山スポーツ
施設、能美市の公共施設など

学生評議会
（JAIST Student Council）

5 飯田　弘之 毎週水曜日の13:00-14:00
本学内

なんでも相談室

JAIST Badminton Club 32
ヴェーダラージャン

ラーマン
毎週水曜日

附属図書館

JAIST　茶の湯研究会 6 伊藤　泰信 月1回 和室

JAIST-ACM 5 白井　清昭
月４回、毎週火曜日
１３：３０－１６：３０

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

資料7-2-④-B 運動施設 

（出典：本学ウェブサイトhttps://www.jaist.ac.jp/studentlife/institution/recreation.html） 

109

https://www.jaist.ac.jp/studentlife/institution/recreation.html


北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

 

資料7-2-④-C スポーツ用品等の貸出 

 

  

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/studentlife/institution/items.html） 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 活動施設設備の整備、物品貸出、物品支援、諸施設・設備の利用許可等の支援が適切に行われている。 

 

 

別添資料7-2-④-1 公認課外活動団体への提供物品一覧（平成28年度） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

観点７－２－⑤： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種

ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

 また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことので

きる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

【観点に係る状況】 

生活支援等に関する学生のニーズについては、毎年度実施している学生と教職員との「授業及び学生生活に関す

る懇談会（平成28年度からは「学長との懇談会」）で直接意見を聴取し把握しているほか、学生生活や施設（売店・

食堂、寄宿舎、駐車場等）に関しても幅広く要望・提案等を電子メールで受け付ける「ｅ-ＢＯＸ」制度によって、

把握している。また、修了確定者アンケート、入学者アンケートにおいても、「食堂、売店、シャトルバス等の生活

環境」、「外国人留学生への教育や支援策」及び「キャリア形成支援や就職支援行事策」等に関する項目を設定し、

学生のニーズを把握している（資料7-2-⑤-A、別添資料7-2-⑤-1、別添資料7-2-②-1参照）。 

なお、アンケート結果について、教育研究専門委員会第二部において検討するほか、各学系執行部や事務局関係

部署に周知し、例えば、貸出ニーズの高い電動自転車の増加や駐輪場の増設（e-BOXでの提案）、テニスコート面の

補修工事(学長との懇談会での提案)など生活支援の改善に活かす資料として活用している。 

学生の健康相談については、保健管理センターで対応している。同センターは、センター長、特任教授（医師）

１名、准教授（臨床心理士）１名、看護師１名、非常勤カウンセラー（臨床心理士）２名で構成し、健康指導や健

康相談を実施している。また、同センターに学生相談室を置き、主として准教授、カウンセラーが幅広く学生から

の相談に応じているほか、東京サテライトの社会人学生を対象にした「出張学生相談室」を設置し、准教授（臨床

心理士）が東京サテライトに出向き、直接、学生の相談に対応している（資料 7-2-⑤-B、資料 7-2-⑤-C、資料 7-

2-⑤-D）。 

全学の組織として、教育担当理事を委員長とする学生指導・メンタルヘルス委員会を設置し、研究科、学生

相談室（保健管理センター）及び事務職員が連携して学生の支援に当たる体制を整え、学生のメンタル面に対

する全学的なサポート体制を強化している（別添資料7-2-⑤-2）。 

カウンセラーによる全学面談を定期健康診断時に併せて実施しており、面談結果を分析し、学生指導・メンタル

ヘルス委員会にて報告することにより、学生のメンタル状況（ストレス度）を把握している。さらに、全学生面談

によるストレスチェックにおいてストレス度が高い学生には、カウンセラーが学生相談室での面談を促しており、

メンタルが不調な学生の早期発見に努めている（別添資料7-2-⑤-3）。 

 学生指導に係る教職員への一層の意識啓発を図るため、ＦＤ・ＳＤ活動の一環として、メンタルヘルス講演及び

メンタルヘルス研修を実施している（別添資料7-2-⑤-4）。 

 このほか、博士後期課程学生が相談員となる「なんでも相談室」を設置し、生活・健康・就職等進路など、あら

ゆる事項について学生の視点からの相談体制を整備している（別添資料7-2-②-2参照）。 

 各種ハラスメントに対しては、ハラスメントの防止等に関する規則に基づき、ハラスメント防止対策委員会の設

置、相談員の配置等、ハラスメント防止・相談体制を整備している（別添資料7-2-⑤-5）。 

 将来のキャリア形成に向け、「人間力」及び「創出力」を修得させる講義を必修科目として全学生を対象に実施し

ている。また、キャリア支援センター（センター長、キャリア開発カウンセラー、各学系の就職担当教員）が中心

となって、就職対策セミナーや各種ガイダンスの開催、インターンシップや就職活動に係る経済的支援、ＳＰＩ模

擬試験や面接トレーニングの実施等、様々な取組を実施している（資料7-2-⑤-E）。 

個々の学生の就職支援・助言については、就職担当教員や指導教員と事務職員が協働し対応していることに加え、

キャリア開発カウンセラー（元企業人事担当経験者及びキャリアコンサルタント有資格者）を配置し、学生の進路
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相談体制を整備している（資料7-2-⑤-F）。 

なお、平成30年４月からは、博士前期課程学生の支援はもとより、博士後期課程学生の産業界への人材輩出に向

けた対応策をより機動的に行うため、キャリア支援センターを改組して就職支援室を新たに設け、博士後期課程学

生向けの就職支援等の企画・運営を担う人員を配置することとしている。また併せて、研究担当理事を筆頭に、各

系の就職担当教員及び就職支援室で構成される「就職支援連絡会議（仮称）」を年複数回開催し、就職支援策等に

ついて検討することで、教員及び事務職員が協働した体系的な就職支援・指導体制を実現することとしている。 

障害のある学生に対して対応要領に基づく合理的配慮を実施するための手続きを整備し、保健管理センター（学

生相談室）又は学生・留学生支援課に申請のあった学生に対しては、申請内容に関連する関係部署及び申請者との

協議の上、配慮内容を決定している（P107資料7-2-②-C、資料7-2-②-D参照）。 

石川キャンパス全学生の52.9％を占める留学生（平成29年5月現在461名）に対しては、「外国人留学生チュー

ター制度」（入学後１年以内の留学生に対して、教育及び研究の指導、日本語の指導並びに学生生活及び日常生活の

支援を行う“チューター”を最長１年間配置できる制度）を設けており、指導教員が必要と判断した留学生には在

学生のチューターを配置している（資料7-2-⑤-G）。 

112



北陸先端科学技術大学院大学 基準７ 

 

資料7-2-⑤-A e-ＢＯＸ制度  

  

（出典：学内専用ウェブサイト） 
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資料7-2-⑤-B 保健管理センター利用状況（平成28年度） 

（単位：人）

人数

知識科学 197

前期課程 情報科学 327

マテリアルサイエンス 395

先端科学技術研究科 592

知識科学 134

後期課程 情報科学 239

マテリアルサイエンス 362

先端科学技術研究科 149

研　究　生　 13

教　職　員 933

そ　の　他 27

合 計 3368

（利用内訳）

内科系 22%

外科系 20% 健康相談 8%

検査・計測・休養 43% その他（証明書） 7%

課程・研究科等

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

資料7-2-⑤-C 学生相談室利用状況（平成28年度） 

（単位：人） 

前期課程 

先端科学 ２２３（ ４０） 

知識科学 ５８（ ２２） 

情報科学 １４０（ ３７） 

ﾏﾃﾘｱﾙｻｲｴﾝｽ ６５（ １８） 

後期課程 

先端科学 ２２（ ７） 

知識科学 ４（  ６） 

情報科学 １７（ １２） 

ﾏﾃﾘｱﾙｻｲｴﾝｽ ５９（ １８） 

研 究 生 等 ９（  ２） 

そ の 他 ４０（ ２５） 

合 計 ６３７（１１８） 

注：数字は延べ，（ ）は実人数 

 （内訳） 

学業・進路等  ２９人 

生活・対人関係 １８人 

性格・精神衛生 ２９人 

身体    １人 

その他     ４０人  （出典：学生・留学生支援課提供資料） 
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資料7-2-⑤-D 出張学生相談室利用状況（平成28年度） 

対  象：東京サテライトで学修する学生 

実施場所：東京サテライト 

実 施 日：第１回：平成２８年６月１０日（金）～１１日（土） 

 第２回：平成２８年９月１７日（金）～１８日（土） 

 第３回：平成２９年２月 ３日（金）～ ４日（土） 

（平成28年度 来談者数、単位：人） 

第１回 １ 

第２回 ２ 

第３回 ２ 

合計   ５ 

注：数字は実人数 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 
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資料7-2-⑤-E キャリア形成・就職支援行事（平成29年度） 

支援行事 支 援 内 容 実施時期 

１. 新入生進路ガイダンス キャリア形成の考え方及び進学・就職スケジュール等を説明する。 H29.4.11(火) 

２. 就職フォローアップセミナー 今年度修了予定学生を対象に、これまでの就職活動の振り返り、応募書

類の見直し等を行う。 

H29.5.11（木） 

３. キャリアデザインガイダンス

（就職活動キックオフ）

就職活動の最近の傾向、本格的な就職活動期が始まる前にできる対策を

始め、日々の学生生活の中で就職活動につなげることができる事柄を説

明する。 

H29.6.7(水) 

４. インターンシップガイダンス インターンシップの概要、参加に向けて準備すること、インターンシッ

プでの経験を今後にどう活かすのか等について説明する。 

H29.6.7(水) 

５．留学生のための就職ガイダンス 日本での就職活動方法、日本企業の採用活動などの基礎知識を日本語及

び英語で説明する。 

H29.6.9(金) 

H29.12.15(金) 

６. キャリア啓発セミナー 企業等産業界の第一線で働く方の活きた話を通して、自分自身のキャリ

アパスを考える機会とする。 

H29.6月～10月 

７. 公務員試験ガイダンス 公務員試験に対する準備のためのガイダンス H29.6.30(金) 

８. キャリアアップガイダンス

（新社会人のための社会人・

ビジネスマナーの基礎） 

修了後に待ち受ける社会人生活に向けて、学生が持つ社会人としての働

くにあたっての不安を解消し、社会の中で成長していくために必要な心

構えを説明する。 

H29.7.14(金) 

９. 社会人キャリア力育成アセスメ

ント

社会人として必要な能力を相対的に評価し、自己のキャリア形成や就職

活動を考える際に自分を知る一助とする。８．キャリアアップガイダン

ス終了後に行う。 

H29.7.14(金) 

10. 学系別進路ガイダンス・

内定者懇談会

企業への就職活動、学校推薦制度、博士課程進学等進路決定に係る基本

事項を説明するとともに、内定者の体験談を聞く等により今後の就職活

動の参考とする。 

H29.9月 

11. 就職対策セミナー 就職活動に必要な基礎知識の理解促進を目的とする。 

①自己分析 ②業界・企業研究 ③履歴書・エントリーシート対策 ④

面接・マナー指導及び学内業界研究セミナーの回り方 ⑤総合対策講座 

① H29.9.28(木)

② H29.10.2(月)

③ H29.12.8(金)

④ H30.1.19(金)

⑤ H30.2.20(金)

12. ＳＰＩ模擬試験 企業の筆記試験に多く用いられるＳＰＩ試験の模擬試験を実施。 

11 月～３月に計６回実施。受験料は本学負担。２回以上の受験を学校

推薦の要件としている。 

H29.11月～ 

H30.3月 

13．企業見学バス 学生に北陸の企業の見学機会を提供し、地元企業への雇用拡大を図るも

の。費用は支援財団が負担。 

H29.12.4(月) 

14. エントリーシート対策テスト

履歴書（記述部）添削

企業の採用試験に応募する際の提出書類となる、エントリーシート及び

履歴書の添削指導を行うもの。費用は本学負担。 

H29.12月 

(ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ) 

H30.1月（履歴書） 

15. 学内合同業界研究セミナー

（平成28年度 58社出展）

学生の企業・業界研究に係る時間的、金銭的な負担を軽減し、多くの

企業と接することができる場を提供する 

H30.1.24（水）～ 

26（金） 

16. 面接トレーニング 面接トレーニング（模擬面接）を実施し、面接員から、面接の評価を学

生にフィードバックする。 

① グループディスカッション形式（120分）

② 集団形式（105分／回）

③ 個別形式（30分／１人）

H30.2.6（火）～ 

7（水） 

17. 学内合同企業セミナー

（平成28年度 57社出展予定） 

本学修了生の採用実績がある企業及び本学学生を積極的に採用する意

欲のある県内外の企業による合同企業セミナー。 

H30.3.14(水)～ 

16(金) 

18. 学内個別業界研究セミナー

学内個別企業セミナー

各企業が学内でセミナーを開催する。キャリア支援センターが窓口とな

り場所の提供をする。２月までは業界研究セミナーとして,３月以降は

随時 
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(平成27年度修了予定者対象 60社）     企業セミナーとして開催する。 

支援行事 支 援 内 容 実施時期 

以下、本学が主催でないもの 

19. 能美市内企業見学会 主催：能美市商工会 

目的：産学官連携強化支援事業の一環として、北陸先端科学技術大学

院大学の学生に企業研究及びキャリア形成の機会を提供し、能美市内

の企業への雇用機会の拡大や産学官の連携、能美市の活性化を図るこ

とを目的とする。 

H29.10月（予定） 

20. キャリア支援バス 主催：学研メディコン 

学研メディコンが開催する業界研究セミナー、合同企業セミナーに合わ

せて東京・大阪方面へバスを運行する 

平成28年度は３月

に運行 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

資料7-2-⑤-F キャリア開発カウンセラーによる進路・就職相談（平成28年度） 
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（出典：学内専用ウェブサイト） 

資料7-2-⑤-G 外国人留学生チューター制度実施要項及び外国人留学生チューター制度実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

○北陸先端科学技術大学院大学外国人留学生チューター制度実施要項(平成１６年４月制定) （抄）

第１ この要項は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。）に在籍する外国人留学生(以下「留学生」と

いう。）に対して、指導教員の指導の下に、チューターが個別の課外指導を行い、留学生の学習・研究効果の向上を

図ることを目的とする。 

(定義） 

第２ この要項において「チューター」とは、留学生に対して教育及び研究の指導、日本語の指導並びに学生生活及び

日常生活の世話を行う者をいう。 

(対象留学生） 

第３ 外国人留学生チューター制度(以下「チューター制度」という。）の対象となる留学生は、入学後１年以内の者と

する。ただし、日本に１年以上滞在したことがある者を除く。 

(指導期間） 

第４ 留学生に対して個別の課外指導を行う期間は、原則として本学に入学後１年間とする。 

(チューターの資格） 

第５ チューターとなることができる者は、本学に在籍する学生(研究生、科目等履修生等を除く。）とする。 

(チューターの選定） 

第６ チューターの選定は、留学生の指導教員の推薦に基づき、学長が行う。 

２ 前項の選定に当たっては、留学生が専攻する学問分野に配慮するものとする。 

(チュ－ターの任期） 

第７ チューターの任期は、原則として学期の始めから６月とする。ただし、再任を妨げない。 

(実施報告） 

第８ チューターは、毎月ごとに、所定の実施報告書を作成し、第６の指導教員の確認を受けた上で、所定の期日まで

に学長に提出しなければならない。 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学生のニーズ把握については教育研究専門委員会第二部(教育担当理事が主幹)が担当し、「授業及び学生生活

に関する懇談会」、「e-BOX」、「修了確定者アンケート」、「入学者アンケート」を実施し、その結果を検討し、必要

に応じて関係部署へ周知される体制となっている。 

② 各種相談・助言体制として、保健管理センター(健康相談)、学生相談室(相談一般)、学生指導・メンタルヘル

ス委員会(学生のメンタル面に対するサポート)、なんでも相談室(学生視点からの相談)、ハラスメント防止対策

委員会(ハラスメント対応)などが組織され、それぞれの実施状況は教育研究専門委員会第二部や各委員会を通し

て研究科各学系と事務組織(教育支援課、学生・留学生支援課)に共有される体制となっている。

③ 学生のキャリア形成に向けた取り組みとして、教育面から研究科による人間力・創造力向上に資する必修講義

の整備、就職支援面からキャリア支援センター(後に就職支援室に発展改組予定)による様々な能力向上や就職活

動支援の活動を行っている。

観点７－２－⑥： 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

【観点に係る状況】 

学生が研究や学修に専念することができるように、奨学金の斡旋や入学料・授業料の免除等を実施している。 

日本学生支援機構奨学金については、平成28年度に博士前期課程日本人学生の36％（145名）、博士後期課程日

本人学生の16％（27名）が日本学生支援機構の貸与を受けている。また、その他本学独自の奨学金及び外部団体等

の奨学金については、337名（延べ）が受給している（資料7-2-⑥-A、資料7-2-⑥-B、資料7-2-⑥-C、別添資料7-

2-⑥-1）。 

授業料免除については、平成28年度に413名を半額免除、43名を全額免除、入学料免除については、28名を半

額免除、５名を全学免除としている（資料7-2-⑥-D）。 

 そのほか、全学生に対して、病気、天災その他の理由により困窮度が一時的に高まり、かつ、学業及び生活の維

持が極めて困難であるとき、必要となる修学上及び生活上の資金を無利子・無保証人で貸与する学生貸付金制度を

実施している（資料7-2-⑥-E）。 

 学生寄宿舎の稼働率が、99.0％と極めて高い状況にあるが、希望者の入居率が44.7％（H29.4入居希望者）と低

いため、入居希望者の入居率を向上させるため、入居期間の見直し（延長無しなど）や近隣民間アパートの借り上

別添資料7-2-⑤-1 入学者アンケート 

別添資料7-2-⑤-2 学生指導・メンタルヘルス委員会規則 

別添資料7-2-⑤-3 全学生面談結果（平成28年度） 

別添資料7-2-⑤-4 メンタルヘルス研修会及び講演会概要（平成28年度） 

別添資料7-2-⑤-5 ハラスメントの防止等に関する規則 

（再掲資料） 

別添資料7-2-②-1 修了確定者アンケート 

別添資料7-2-②-2 学生相談室・なんでも相談室リーフレット（日英） 
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げなど様々な方策を検討している（資料7-2-⑥-F）。 

 また、大学・鶴来駅間のシャトルバス、大学・小松駅間のシャトルバスを運行することで、外部から本学へ通う

学生の経済的負担を軽減した交通手段を確保し、また一方で、学生寄宿舎に住む学生の日常生活における経済的負

担の軽減にも役立てている。 

 なお、上記の経済的支援制度等については、メール、ウェブサイト、掲示板等で学生に広く周知している（資料

7-2-⑥-G）。 

資料7-2-⑥-A 日本学生支援機構奨学金受給状況 

博士前期課程 （単位：人） 博士後期課程 （単位：人）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

第一種 127 150 157 120 118 第一種 45 29 29 26 22

第二種 37 37 41 28 27 第二種 2 4 4 4 5

貸与者数計 164 187 198 148 145 貸与者数計 47 33 33 30 27

在籍者数 454 454 460 426 403 在籍者数 164 174 167 157 164

受給率(%) 36.1% 41.2% 43.0% 34.7% 36.0% 受給率(%) 28.7% 19.0% 19.8% 19.1% 16.5%
注１．追加採用、臨時採用者、秋季採用者、緊急・応急採用者を含む。

 ２．奨学生数は，各年度3月末現在での数

(出典：学生・留学生支援課提供) 

資料7-2-⑥-B 本学独自奨学金受給状況（平成24～28年度） 

（単位：人）

１．学生給付奨学金受給者数 3月31日現在

種類 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
ＳＤプログラム 前期課程 0 0 0 0 0

後期課程 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0

５Ｄプログラム 前期課程 5 5 2 1 0
後期課程 10 11 13 13 8

計 15 16 15 14 8
３Ｄプログラム 後期課程 2 2 3 2 2

計 2 2 3 2 2
推薦入学協定奨学金 前期課程 1 0 0 0 0

後期課程 0 1 1 1 0
計 1 1 1 1 0

博士前期課程奨学金 前期課程 95 78 75 58 76
計 95 78 75 58 76

113 97 94 75 86

２．ドクトラルリサーチフェロー（旧大学院リサーチプログラム）
種類 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

後期課程 63 90 97 58 46
計 63 90 97 58 46

※Ｈ24年度までは、大学院リサーチプログラム（ＧＲＰ)

合計

ドクトラルリサーチ
フェロー（ＤＲＦ）

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 
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資料7-2-⑥-C 地方・民間団体等奨学金受給状況 

日本人学生　 （単位：人）
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

前　期 1

後　期

計 1 0 0 0 0

前　期

後　期 28 22 29 34 27

計 28 22 29 34 27

前　期 1 1

後　期

計 0 0 0 1 1

前　期 1

後　期

計 0 0 0 0 1

前　期 10 8 5 1 1

後　期 3 2 1 1

計 13 10 6 2 1

前　期 1 1 1

後　期

計 0 1 1 0 1

前　期 1 1

後　期

計 0 1 1 0 0

前　期 42 34 37 37 31

後　期 52 44 44 39 35

計 94 78 81 76 66

※延べ人数

大学支援財団奨学助成金
特別枠(月額50,000円)

寺浦奨学会
（月額40,000円）

合　　計

奨学金の名称等

能美市奨学金（平成16年
度以前は辰口町奨学金）
(月額30,000円)

支援財団研究奨励金
(旅費、宿泊費相当額
※渡航地域により金額は
異なる)

三谷育英会給費
(月額45,000円)

交通遺児育英会
（月額 ５万円 ８万円　10万
円から選択）

大学支援財団奨学助成金
一般枠(月額30,000円)
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外国人留学生 （単位：人）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

前　期 49 33 35 26 14

後　期 26 39 42 45 34

研究生等

計 75 72 77 71 48

前　期 1 1 2

後　期 1 1 1
研究生等

計 2 1 2 0 2

前　期 12 15 10 8 4

後　期 2 4 3 4

研究生等 3 1 1 1

計 17 16 15 12 8

前　期 8 20 17 24 31

後　期 7 12 10 14 18

研究生等

計 15 32 27 38 49

前　期 1

後　期 1
研究生等

計 0 0 1 0 1
前　期 13 20 19 19 40

後　期 2 1
研究生等 3 2 3 6 3

計 18 23 22 25 43

前　期
後　期 1

研究生等

計 0 0 0 0 1
前　期 1 1 1

後　期 2 1 1 2 2

研究生等

計 2 2 2 2 3

前　期 1 2 2 2 3

後　期
研究生等

計 1 2 2 2 3

前　期 2 3 1
後　期

研究生等

計 2 3 1 0
前　期 2 2 2 1 2

後　期 1

研究生等

計 2 2 2 2 2

前　期
後　期 1

研究生等

計 1 0 0 0 0
前　期 88 96 88 80 98
後　期 41 54 59 65 59

研究生等 6 3 4 7 3
計 135 153 151 152 160

北陸先端科学技術大学
院大学支援留学生奨学
金(月額70,000円)

合計

三谷育英会
(月額53,000円)

ドコモ留学生奨学金(月
額120,000円)

ドコモ留学生奨学金(渡
日前採用)
(月額160,000円)

学習奨励費(H27年度よ
り月額48,000円)

学習奨励費渡日前採用
(H27年度より月額
48,000円)

平和中島財団奨学金
(月額120,000円)

石川県私費外国人留学
生奨学金（H21年度より
月額20,000円）

KDDI財団(旧国際コミュ
ニケーション基金)外国
人留学生助成(月額上
限150,000円)

澁谷学術文化スポーツ
振興財団奨学金(年額
上限500,000円)

奨学金の名称等

協働教育（旧デュアル
大学院教育）等奨学金
(入学料給付金、授業料
給付金等)

ロータリー米山記念奨
学会(月額140,000円)

(出典：学生・留学生支援課提供) 
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資料7-2-⑥-D 授業料免除及び入学料免除実施状況（平成24～28年度） 

1．授業料免除状況

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

申 請 者 数 370(248) 480(327) 496(322) 440(284) 477(358)

半 額 免 除 許 可 者 数 326(233) 414(300) 374(250) 349(251) 413(335)

不 許 可 者 数 44(15) 66(27) 122(72) 91(33) 64(23)

注1）　（　）内の数字は，私費留学生で内数。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

免除者 14 17 19 22 16

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

大連民族学院 - - - - -

ﾍﾞﾄﾅﾑﾃﾞｭｱﾙ(ﾏﾃﾘｱﾙ) 8 3 - - -

ﾍﾞﾄﾅﾑＦＩＶＥ(知識・情報) 13 6 1 0 0

オウル（情報） 2 2 2 1 0

デリー（ﾏﾃﾘｱﾙ） 20 22 28 16 0

ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ（ﾏﾃﾘｱﾙ） 3 2 3 1 5

ＳＩＩＴ(知識・情報) - 7 15 14 22

免除者合計 46 42 49 32 27

２．入学料免除状況

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

申 請 者 数 101 77 68 79 154

半 額 免 除 許 可 者 数 29 29 29 29 28

不 許 可 者 数 72 48 39 50 126

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

大連民族学院 5 5 5 5 5

ﾍﾞﾄﾅﾑﾃﾞｭｱﾙ(ﾏﾃﾘｱﾙ) - - - - -

ﾍﾞﾄﾅﾑＦＩＶＥ(知識・情報) - - - - -

オウル（情報） 0 0 0 0 0

免除者合計 5 5 5 5 5

(2) 協定に基づく免除（全額免除）

(2) Ｍαプログラムにおいて２年を超えて在学する学生に対する当該在学期間に係る授業料の免除

(1) 経済的理由及び学業成績に基づく免除（半額免除）

(4) 協定に基づく免除（全額免除，延べ人数）

(1) 経済的理由及び学業成績に基づく免除（半額免除）

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 
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資料7-2-⑥-E 学生貸付金制度実施要領及び貸与状況 

【分析結果とその根拠理由】 

学生貸付金の貸与実績

件数 金額（千円）

平成26年度 2 600

平成27年度 0 0

平成28年度 2 402

計

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 

学生貸付金制度実施要項（抄） 
１ 目的 
 本学学生が病気、天災その他の理由により困窮度が一時的に高まり、かつ、学業及び生活の維持が極め
て困難であるとき、必要となる修学上及び生活上の資金を無利子で貸付けし、その救済の一助とすること
を目的とする。 

２ 対象 
 本制度に申請できる者は、次の条件のいずれにも該当する者又は学長が特に認めた者とする。 
（１）本学に正規生として在学していること。 
（２）貸付金の使途が適正であって、返済の意思が強固であると学系長及び指導教員が認めること。 
（３）本制度による債務を有していないこと（ただし、借り換えを認めることがある。）。 

３ 貸付金申請可能額 
 ２０万円以下とする。ただし、貸付金を本学の授業料に充てる場合は、当該学生が納付すべき授業料相
当額以下とする。 
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資料7-2-⑥-F  学生等寄宿舎の整備状況及び入居状況 

１． 部屋数 

 （１）学生用 

一般居室 

区分・面積 １ 棟 ２ 棟 ３ 棟 ４ 棟 ５ 棟 ６ 棟 ７ 棟 ８ 棟 J・Ｈ 合 計 

単身室 
12.5 ㎡ 91 100 72 0 0 85 100 85 

563 
17.6 ㎡ 30 

夫婦室 
41.4 ㎡ 10 13 23 

46.9 ㎡ 10 10 

家族室 59.8 ㎡ 5 10 18 33 

合  計 106 100 72 20 31 85 100 85 30 629 

※Ｊ・ＨはＪＡＩＳＴ ＨＯＵＳＥの略 

２． 入居者数 

（１）学生用   平成29 年5 月現在（単位：人） 

博士前期課程 博士後期課程 その他

学生 
合 計 

１ 年 ２ 年 小 計 １ 年 ２ 年 ３ 年 小 計 

単身室 
114 

（59） 

213 

（108） 

327 

（167） 

42 

（34） 

27 

（15） 

57 

（42） 

126 

（91） 

80 

（80） 

533 

（338） 

夫婦室 0 
7 

（7） 

7 

（7） 

6 

（6） 

4 

（4） 

15 

（15） 

25 

（25） 
0 

32 

（32） 

夫婦室 

（ﾙｰﾑｼｪｱ） 
0 0 0 0 0 

1 

(1) 

1 

（1） 
0 

1 

（1） 

家族室 0 
4 

(4) 

4 

（4） 

2 

(2) 

1 

(1) 

9 

(9) 

12 

(12) 

3 

(3) 

19 

（19） 

家族室 

（ﾙｰﾑｼｪｱ） 

1 

(1) 

6 

(5) 

7 

(6) 

1 

(1) 
0 

1 

(1) 

2 

(2) 
0 

9 

(8) 

JAIST 

HOUSE 

5 

(3) 

10 

(6) 

15 

(9) 

3 

(2) 

1 

(1) 

6 

（6） 

10 

(9) 

4 

(4) 

29 

(22) 

合 計 
120 

（63） 

240 

（130） 

360 

（193） 

54 

（45） 

33 

（21） 

89 

（74） 

176 

（140） 

87 

（87） 

623 

（420） 

 注 ( )内数字は，留学生で内数。 

 注 その他学生には、5 月以降入居予定の非正規生を含む。 

（2）賃貸料（学生用） 

月  額 

単身室 12.5 ㎡ 12,540 円 

17.6 ㎡（JAIST HOUSE） 16,350 円 

夫婦室 
41.4 ㎡ 14,920 円 

46.9 ㎡ 14,920 円 

家族室 59.8 ㎡ 17,220 円 

（出典：学生・留学生支援課提供資料） 
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資料7-2-⑥-G 学生支援制度のウェブサイトでの公表 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/studentlife/） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 大学独自の奨学金、日本学生支援機構奨学金、外部団体奨学金斡旋、授業料免除等の制度を設け、広く経済的

支援を実施している。また、これらに関する広報も適切に行われている。

・ 大学・鶴来駅間のシャトルバス、大学・小松駅間のシャトルバスを運行することで、外部から本学へ通う学生

の経済的負担を軽減した交通手段を確保し、また一方で、学生寄宿舎に住む学生の日常生活における経済的負担

の軽減にも役立てている。

別添資料7-2-⑥-1 本学独自の奨学支援制度 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

・ 建物の出入り口にカードリーダー式入退室管理装置(電気錠）を設置し、夜間、休日の入退出を管理しているほ

か、主要な箇所に防犯カメラを設置している。また、実験室、研究室の入り口はカード錠による登録者だけの施

解錠管理を行っている。 

・ 最先端の情報環境(ネットワーク、各種サーバ、端末等)を集中的に整備し、ユーザー用の端末機器としては、

平成 28 年度より石川キャンパスの全ての希望する学生にタブレット型端末を貸与しており、学生寄宿舎のネッ

トワークもキャンパスネットワークの一部となっている。学生はこのネットワーク環境を活用し、研究活動だけ

でなく、教員への質問や資料の閲覧、電子教材の利用といった学習活動や履修登録などの手続きを行っている。 

・ 学生寄宿舎、シャトル運行などの本学の立地の特殊性に関連した経済的支援を行っている。 

 

【改善を要する点】 

該当なし 
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基準８ 教育の内部質保証システム 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価

し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機

能しているか。 

【観点に係る状況】 

教育支援課、学生・留学生支援課において入試データ、学務データ、就職データ等の教育活動及び学習成果等

に関するデータを収集・蓄積し、管理している。なお、これらのデータは、文書管理規則に基づき適切に管理し

ている（資料8-1-①-A）。 

学習成果について自己点検・評価する体制として、授業評価アンケートや修了確定者アンケートの実施が挙げ

られる。平成28年度における授業評価アンケートの結果では、「シラバスで期待した内容が授業で得られたか」

との問いについては、５段階評価で５（そう思う）又は４（ややそう思う）と回答した者の割合が87.8％となっ

ており、授業に対する満足度は高く、学生自身がシラバスで示されたとおりの成果が得られたと認識しているこ

とを表している（P86資料6-1-②-A参照）。また、28年度修了確定者アンケートの結果では、「主テーマ・副テー

マ」については、博士前期課程では86％、博士後期課程では94％が、「とても有意義であった」又は「有意義で

あった」と回答している。「複数教員指導制」については、博士前期課程では71％、博士後期課程では71％が、

「とても有意義であった」又は「有意義であった」と回答しており、研究指導体制についても満足度が高く、学

生自身が成果を得られたと認識していることを表している（P87資料6-1-②-B、P88資料6-1-②-C参照）。 

教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制として、教育研究専門委員会第二部が

挙げられる。教育研究専門委員会第二部においては、全学的見地から点検を行い、研究科等から提案された教育

の質の向上・改善を図るべき事案についての検討のほか、改善状況のフォローアップを行っている。具体的な取

組として、人間力・創出力強化の観点から、学生が授業科目で獲得できる能力を学生に対しわかりやすく示すこ

とを目的とし、シラバスへ「獲得可能な能力・性質」の項目を追加することを教育研究専門委員会第二部にて検

討した。その結果、「社会的能力」、「創出力」、「実践力・行動力」、「その他（自由記述）」の項目から構成する「獲

得可能な能力・性質」の項目をシラバスへ追加することとした（別添資料8-1-①-1）。また、平成27年度以前に

入学した博士前期課程学生を対象とした中間発表会が３研究科別々の時期に異なる方法で実施されているのに対

し、平成28年度以降に入学した博士前期課程学生を対象とした中間発表会の実施時期、実施方法を教育研究専門

委員会第二部にて検討した。その結果、３学系統一の実施時期・実施方法で行うこととし、インダストリアルア

ドバイザーなど産業界から助言を受ける機会を持たせ、ポスターセッション形式で実施することとした（別添資

料8-1-①-2）。 

全学的な教育活動の自己点検・評価については、大学評価に関する規則において、大学評価委員会が実施主体

として、評価計画の立案及び実施、報告書の作成等を行う体制としている。また、大学評価に関する規則第６条

第３号で「大学評価の結果に対する改善を提言すること」を大学評価委員会の任務とし、さらに、同規則第12条

で「学長は、大学評価の結果に基づき、改善等が必要なものについては、これに努めなければならない」と規定

しており、評価結果は学長のリーダーシップによって関係委員会・組織等へ速やかにフィードバックし改善に努

めることが制度上明確化されている（資料8-1-①-B）。 
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資料8-1-①-A 文書管理規則（第５条、11条、13条～15条、別表第１（抜粋）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則(平成２３年３月制定) （抄）
（文書管理者等）

第５条 文書管理者は、課等の長（先端融合領域研究院にあっては副院長とする。）をもって充て、当該課等の所掌
事務に関する文書管理の実施責任者とする。 

２ 文書管理者は、その管理する法人文書について、次に掲げる事務を行う。 
一 保存 
二 保存期間が満了したときの措置の設定 
三 法人文書ファイル管理簿への記載 
四 移管又は廃棄（移管・廃棄簿への記載を含む。）等 
五 管理状況の点検等 
六 法人文書の作成、法人文書の整理その他法人文書の管理に関する職員の指導 

３ 文書管理担当者は、職員のうちから文書管理者が指名する者をもって充て、文書管理者のつかさどる事務の遂
行を補佐する。 
（職員の整理義務） 

第１１条 職員は、次条及び第１３条の規定に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。 
一 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を
設定すること。 

二 相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物（法人文書ファイル）にまとめること。 
三 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設
定すること。 

（保存期間） 
第１３条 第１１条第１号の規定による保存期間の設定については、別表第１に掲げる法人文書保存期間基準に従
い、行うものとする。ただし、他の規則等に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 

２ 前項の保存期間の設定においては、法第２条第６項の歴史公文書等に該当するとされた法人文書にあっては、
１年以上の保存期間を定めるものとする。 

３ 第１１条第１号の保存期間の起算日は、法人文書を作成し、又は取得した日（以下「文書作成取得日」という。）
の属する年度の翌年度の４月１日とする。ただし、文書作成取得日から１年以内の日であって４月１日以外の日
を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。 

４ 第１１条第３号の保存期間は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の保存期間とする。 
５ 第１１条第３号の保存期間の起算日は、法人文書を法人文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日（以下「フ
ァイル作成日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日とする。ただし、ファイル作成日から１年以内の日で
あって４月１日以外の日を起算して第１項の保存期間の満了日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文
書管理者が認める場合にあっては、その日とする。 

６ 第３項及び第５項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする法人文書及び当該
法人文書がまとめられた法人文書ファイルについては、適用しない。 
（法人文書ファイル保存要領） 

第１４条 総括文書管理者は、法人文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、法人文書ファ
イル保存要領（以下「保存要領」という。）を作成するものとする。 

２ 保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 紙文書の保存場所・方法 
二 電子文書の保存場所・方法 
三 引継手続 
四 集中管理の推進に関する方針 
五 その他適切な保存を確保するための措置 
（保存） 

第１５条 文書管理者は、保存要領に従い、法人文書ファイル等について、当該法人文書ファイル等の保存期間の満
了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りで
ない。 
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別表第１（第１３条関係）法 人 文 書 保 存 期 間 基 準 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則） 

法人文書の区分 保存期間基準 

イ ４ 学生関係 
（１）学生の懲戒等身分の異動に関するもの 
（２）学位授与に関するもの 
（３）学籍に関するもの 

永 年 

ロ ４ 学生関係 
（１）学生募集に関するもので重要なもの 
（２）授業に関するもので重要なもの 

３０年 

ハ ６ 学生関係 
（１）日本学生支援機構、その他育英団体等の奨学金に関するもので重要なもの 
（２）学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもので重要なもの 

１０年 

ホ ６ 学生関係 
（１）学生募集に関するもの 
（２）授業に関するもの 
（３）日本学生支援機構、その他育英団体等の奨学金に関するもの 
（４）学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 
（５）入学料、授業料等の免除に関するもので重要なもの 
（６）健康診断票、学生相談記録等の学生の健康管理に関するもので重要なもの 
（７）学生の研究補助に関するもの 
（８）学生教育研究災害傷害保険に関するもの 
（９）入学者の選抜試験に関するもの 
（10）入学手続に関するもの 
（11）課外教育の実施に関するもの 

５ 年 

ヘ ６ 学生関係 
（１）入学料、授業料等の免除に関するもの 
（２）健康診断票、学生相談記録等の学生の健康管理に関するもの 
（３）学生の就職先に関するもの 
（４）学生証等の各種証明書発行に関するもの 
（５）学生団体に関するもの 
（６）学生の生活支援に関するもの 
（７）定期試験の問題に関するもの 

３ 年 

チ ２ 学生関係  
（１）定期試験の答案に関するもの 

１ 年 
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資料8-1-①-B 大学評価に関する規則（第３条～７条、11条～12条） 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 教育支援課、学生・留学生支援課において教育活動や学習成果等に関するデータを収集・蓄積し、文書管理

規則に基づき適切に管理している。 

② 教育研究専門委員会第二部において、全学的見地から点検を行い、研究科等から提案された教育の質の向上・

改善を図るべき事案についての検討のほか、改善状況のフォローアップを行っている。 

③ 人間力・創出力強化の観点から、学生が授業科目で獲得できる能力を学生に対しわかりやすく示すことを目

的とし、シラバスに「社会的能力」、「創出力」、「実践力・行動力」、「その他（自由記述）」の項目から構成する

「獲得可能な能力・性質」の項目を追加した。 

④ 修士論文等の中間発表会にインダストリアルアドバイザーを招聘し，学生が自らの研究テーマについて産業

界からの助言を直接得ることができる機会を設けた。 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則(平成１６年４月制定) （抄）
（大学評価の種類）
第３条 大学評価の種類は、次のとおりとする。
一 自己点検・評価（学則第１条の２第１項に規定する自ら行う点検及び評価をいう。） 
二 学外検証（学則第１条の２第２項に規定する検証をいう。） 
三 第三者評価（国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学評価・学位授与機構による評価、学則第１条の２
第３項に規定する評価その他大学評価機関が行う大学評価事業による評価をいう。） 

（実施単位） 
第４条 前条第１号の大学評価は、本学を単位とするほか、研究科その他の教育研究組織等を単位として実施する
ものとする。 

（大学評価委員会） 
第５条 本学に、大学評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
第６条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。 
一 大学評価に関する計画を立案し、及び実施すること。 
二 大学評価に関する報告書を作成すること。 
三 大学評価の結果に対する改善を提言すること。 
四 その他大学評価に関する業務について企画し、審議し、及び実施すること。 

第７条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 学長 
二 学長が指名する理事 
三 副学長 
四 研究科長 
五 その他学長が必要と認めた者 

第１１条 学長は、大学評価の結果を広く周知を図ることができる方法により公表しなければならない。 
（改善等） 
第１２条 学長は、大学評価の結果に基づき改善等が必要なものについては、これに努めなければならない。 

別添資料8-1-①-1 平成29年度シラバスへの「学生が獲得する能力」項目の追加について 

別添資料8-1-①-2 平成28年度以降入学者の中間発表会 実施要領 
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観点８－１－②： 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向上に向

けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

【観点に係る状況】 

学生から意見を聴取する方法として、入学者アンケート(入学時)、授業評価アンケート(各クォーター終了時)、

修了確定者アンケート(修了時)等、一連のアンケートを実施している。  

授業科目ごとの授業評価アンケートの結果（別添資料8-1-②-1）は、授業担当教員にフィードバックし、それ

ぞれの教員が授業改善に活用するとともに、教育・研究・学生生活に関して学生が学長に直接、自由に意見を述

べることができる場である「学長との懇談会」において共有し、学生から直接意見を聴取している（P107資料7-

2-②-A参照）。 

こうした学生からの意見聴取の結果については、全学的な見地から、教育研究専門委員会第二部で検討を行う

とともに、各学系の教育担当(カリキュラム担当)教員のもとで専門教育の改善に活用しており、次年度の科目体

系の改訂等に結び付けている。 

教員からの意見については、教育研究専門委員会第二部を通じて聴取しており、教員からの意見を「授業評価

アンケート」の項目の改訂や、「学修計画・記録書」の様式の見直し等に結び付けたほか、教育改革の制度設計

に活用するなど、教育の質の改善・向上に活かしている。 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学生からの意見聴取として、入学者アンケート、授業評価アンケート、修了確定者アンケート等の一連のア

ンケートを実施し、その結果については、全学的な見地から、教育研究専門委員会第二部で検討を行うととも

に、各学系の教育担当(カリキュラム担当)教員のもとで専門教育の改善に活用しており、次年度の科目体系の

改訂等に結び付けている。 

② 授業評価アンケートの結果は、授業担当教員にフィードバックし、それぞれの教員が授業改善に活用すると

ともに、学生が学長に直接、自由に意見を述べることができる場である「学長との懇談会」において共有し、

学生から直接意見を聴取している 

③ 教育研究専門委員会第二部を通じて教員の意見を聴取しており、教員の意見を「授業評価アンケート」の項

目の改訂や、「学修計画・記録書」の様式の見直し等に結び付けたほか、教育改革の制度設計等に活用してい

る。 

観点８－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かさ

れているか。 

【観点に係る状況】 

学外関係者からの意見やニーズについて、教育研究に関する学識が優れた者をアカデミックアドバイザーとし

て、産業界との研究協力に関する高い識見を有する者をインダストリアルアドバイザーとして、また、学外のイ

別添資料8-1-②-1 平成28年度授業評価アンケート集計結果 
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ノベーション創出に関する有識者を企業からのリサーチ・アドミニストレーター（企業ＵＲＡ）として学長が委

嘱し、本学の教育研究活動、学生の就職関係等に対する意見・助言を得ている（資料 8-1-③-A、資料8-1-③-B、

別添資料8-1-③-1、別添資料8-1-③-2）。また、経営協議会において、毎回、学外委員との意見交換会を開催し

ており、学外有識者からの意見を様々な教育の質の改善・向上に活かしている（資料8-1-③-C）。 

さらに、インダストリアルアドバイザーのうち産学官連携客員教授の称号を付与している者を講師に迎え、「産

学官連携客員教授による産学連携・就職支援セミナー」を実施し、産学連携活動及び学生のキャリア形成・人材

養成に対する支援及び助言を得ている（資料8-1-③-D）。    

このほか、修了10年目及び20年目の修了者を対象に本学の教育内容・方法についてのアンケートを実施して

おり、アンケート結果は教育研究専門委員会第二部に報告するとともに、学内で教育内容の改善に向けて議論し

ている（資料 8-1-③-E）。また、修了３年目の修了生の就職先企業上司の方を対象としたアンケート結果や意見

については、教育研究専門委員会第二部に提出し、教育内容の改善に繋げている(Ｐ91～92資料6-2-②-A、資料

6-2-②-B参照)。 

 

資料8-1-③-A アカデミックアドバイザー、インダストリアルアドバイザー（平成29年5月1日現在） 

名称 目的 所属機関 人数 

アカデミック 

アドバイザー 

本学における教育研究に関し、学長の

求めに応じ学術的見地から助言を与え

ることを目的とする。（任期：２年） 

東京大学、東京工業大学、千葉大学、東北大学、

豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、公立はこ

だて未来大学、金沢工業大学、昭和女子大学、多

摩大学、理化学研究所、総合科学研究機構、情報・

システム研究機構等 

15名 

インダストリアル 

アドバイザー 

本学における産業界との研究協力に関

し、学長の求めに応じ助言を与えるこ

とを目的とする。（任期：２年） 

日立製作所、日本触媒、横河電機、トヨタIT開発

センター、ライオン、東芝、富士通、津田駒工業、

澁谷工業、小松精練、ワイ’ズ、中村留精密工業、

能美市商工会等 

57名 

（出典：資料集データ） 

 

資料8-1-③-B 産業界の有識者（インダストリアルアドバイザー及び企業ＵＲＡ）と学長との懇談会 

年度 日付 場所 有識者 参加者数 

平成 25年度 H25.12.13 本学（能美市） IAのみ：８名 

平成 26年度 
H26.4.25 本学（能美市） IAのみ：１７名 

H26.5.23 東京サテライト IAのみ：２７名 

平成 27年度 
H28.2.22 本学（能美市） IA：１６名、企業 URA：４名 

H28.2.29 東京サテライト IA：２２名 

平成 28年度 
H28.12.9 本学（能美市） IA：１９名、企業 URA：３名 

H28.12.12 東京サテライト IA：２３名、企業 URA：１名 

              ※IA:インダストリアルアドバイザー 

（出典：研究推進課提供資料） 
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資料8-1-③-C 経営協議会学外委員、アカデミックアドバイザー及びインダストリアルアドバイザーからの 

意見と対応状況 

平成25年度 本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/data/management/h25_iken.pdf 

平成26年度 本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/data/management/h26_iken.pdf 

平成27年度 本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/data/management/manage-opinion-

h27.pdf 

資料8-1-③-D 産学官連携客員教授による産学連携・就職支援セミナー 

年度 日付 
産学官連携客員教授 

参加者数 
セミナー参加者数 

平成 25年度 
H25.6.20 ６名 ４７名（学生３５名、教職員１２名） 

H25.12.13 ８名 ３９名（学生２２名、教職員１７名） 

平成 26年度 
H26.9.5 １１名 ４６名（学生３１名、教職員１５名） 

H26.12.5 ４名※ ２３名（学生１１名、教職員１２名） 

平成 27年度 H28.2.22 ３名 ３０名（学生１９名、教職員１１名） 

平成 28年度 H28.12.9 ３名 ２４名（学生７名、教職員１７名） 

※悪天候のため、４名の講演後に中止

（出典：研究推進課提供資料） 

資料8-1-③-E 修了10年・20年後アンケート 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/evaluation/alumni.html 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 修了者、就職先へのアンケート、経営協議会での学外委員との意見交換会、アカデミックアドバイザーとの

交流会等を通じて学外関係者から意見を聴取している。 

② インダストリアルアドバイザーのうち産学官連携客員教授の称号を付与している者を講師に迎え、「産学官

連携客員教授による産学連携・就職支援セミナー」を実施し、産学連携活動及び学生のキャリア形成・人材養

成に対する支援及び助言を得、教育の質の改善・向上に活用している。 

別添資料8-1-③-1 平成 28年度アカデミックアドバイザー会議実施報告 

別添資料8-1-③-2 平成28年度「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催報告 
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観点８－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や授業

の改善に結び付いているか。 

【観点に係る状況】 

全教員を対象としたＦＤを年３回のペースで実施しており、平成28年度は計３回の全学ＦＤセミナーを実施

した（資料8-2-①-A）。特に第１回ＦＤにおいては、平成28年度から本学が１研究科に統合したことを踏まえた

履修指導をテーマとして実施した。学長による講話に加え、「学修計画・記録書の活用」及び「複数教員指導制

の活用」についてグループワークを実施し、全学系の教員が当該事項に係る情報交換を行うことにより、現状

の把握から履修指導の改善に活かすことが可能となった。また、「学修計画・記録書」については、当該ＦＤに

おける意見を踏まえ、平成30年度に向けて改正を検討している。 

また、教育・研究・学生生活に関して学生が直接、自由に意見を述べることができる場である懇談会を年１回

開催し、学生から直接意見を聴取し、意見を踏まえて教育の質の改善・向上に結び付けている（Ｐ107資料7-2-

②-A参照、資料8-2-①-B）。 

各学系においては、講義・研究室教育の工夫や経験の共有、ＦＤワークショップの実施、講義に関する情報

の電子化の推進、学生のサポート体制の構築など、独自のＦＤを実施している（別添資料8-2-①-1）。  

全学的なＦＤを検討する体制として教育研究専門委員会第二部があり、全学及び学系のＦＤについて、その

実施内容・方法について意見交換を行い、ＦＤの更なる充実を図っている。 
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資料8-2-①-A 平成28年度ＦＤセミナー 

   （出典：教育支援課提供資料） 
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資料8-2-①-B 学生の意見を改善に結び付けた事例 

（出典：教育支援課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根呂理由は以下のとおり。 

① 平成28年度は計３回の全学ＦＤセミナーを実施しており、その参加率は95％と高いものであった。

② 教育研究専門委員会第二部において、全学及び学系のＦＤ実施内容・方法について意見交換を行い、ＦＤの

充実を図っている。 

観点８－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向

上を図るための取組が適切に行われているか。 

【観点に係る状況】 

技術職員については、専門的知識や技能の向上のため、各種研修に派遣している。 

教育支援を業務とする事務職員については、毎年度、国立大学法人を対象とする全国学生指導担当教職員研修

会や東海・北陸地区の学生指導研修会に職員を派遣し、教育支援業務に係る知識の修得に努めている（資料 8-2-

②-A）。加えて、東海・北陸・近畿地区の国・公・私立の大学、短期大学及び高等専門学校で構成される学生指導

研究会に参加し、学生指導に関する研究協議を通して、教育支援業務の改善向上に努めている。 

また、約20％の外国人教員、全学生の40％以上を占める留学生やデュアルディグリープログラム等の国際交流

業務に対応するため、全ての事務職員及び技術職員にＴＯＥＩＣ－ＩＰ試験を受験させ語学力を把握するととも

に、事務職員及び技術職員に対し英語能力に応じた語学研修を実施し、語学力の向上を図っている。 

さらに、事務職員・技術職員を対象としたＳＤセミナーを実施するとともに、学外開催のＳＤセミナーに積極

的に事務職員を派遣するなど、事務職員・技術職員の資質向上に努めている。ＴＡに対しては、授業担当教員が

業務内容の説明と事前指導を行っている。 

・留学生への利便性を高めるため、平成２９年度からマテリアルサイエンス系科目に係る英語科目の見直し

を行った。

・体育館の建設が決定した。

・授業評価アンケートの項目に係る見直しを行った。

・冷暖房の温度設定について、「設定温度」から「室温」に変更することで、より快適な研究環境を実現した。 

・奨学金の受給に係る不均衡を減らすため、学内での学生雇用の機会を増やすこととした。

・学生が自ら考え、行動していく「知的たくましさ」を醸成してくことを目的とし、学生交流活動・大学生活

の課題改善に関する活動、ボランティア活動などで優れた業績を挙げた学生を評価する学生表彰制度とし

て、学長賞を制定した。 

別添資料8-2-①-1 平成 28年度 学系のＦＤ実施状況 
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資料8-2-②-A 職員研修実施状況 

研修名 実施年月 参加者（人）

国立大学法人等部課長級研修 平成29年7月 2

北陸地区国立大学法人等リーダーシップ研修 平成29年11月 7

北陸地区国立大学法人等新任係長・専門職員研修 平成29年11月 6

北陸地区国立大学法人等中堅職員研修 平成29年10月 5

大学中堅職員向け研修会 平成29年10月 1

国立大学法人等若手職員勉強会 平成29年12月 1

北陸地区国立大学法人等初任者研修 平成29年4月 3

東海・北陸地区学生指導研修会 平成29年10月 1

公文書管理研修Ⅰ（第３回） 平成29年5月 1

東海・北陸地区国立大学法人等人事担当者（係長級以下）研修 平成29年8月 2

北陸地区国立大学法人等人事労務研修 平成29年11月 1

東海・北陸地区国立大学法人等会計事務職員研修 平成29年9月 1

情報システム統一研修（第２／四半期） 平成29年7～9月 1

放送大学受講（第２学期） 平成29年10～1月 8

北陸先端科学技術大学院大学初任者研修 平成29年4月 3

新任教職員研修 平成29年4月 25

語学研修（英語） 平成29年7～12月 5

メンタルヘルス研修 平成29年9月 17(*)

ＴＯＥＩＣーIP試験受験 平成29年8～9月 115

東海・北陸地区国立大学法人等技術職員合同研修（物理・化学コース） 平成29年9月 1

大学マネジメントセミナー
【マネジメント力強化に向けた大学職員の人材育成戦略】

平成29年9月 2

大学マネジメントセミナー
【国立大学における大学院教育の新たな役割について】

平成29年11月 2

国立大学法人総合損害保険研修会（会計課担当） 平成29年7月 1

学内研修

学生系研修

技術系研修

(*)役員、教員を含めれば27名

（出典：人事労務課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 技術職員や教育支援を担当する事務職員を各種研修に派遣しているほか、事務職員及び技術職員に対する語

学研修、ＳＤ研修、ＴＯＥＩＣ－ＩＰ試験の実施等、事務職員及び技術職員の資質の向上を図る取組を行って

いる。 

② ＴＡに対して、授業担当教員が業務内容の説明と事前指導を行っている。
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（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ 教育支援課、学生・留学生支援課において教育活動や学習成果等に関するデータを収集・蓄積し、文書管理

規則に基づき適切に管理している。 

・ 人間力・創出力強化の観点から、学生が授業科目で獲得できる能力を学生に対しわかりやすく示すことを目

的とし、シラバスに「社会的能力」、「創出力」、「実践力・行動力」、「その他（自由記述）」の項目から構成する

「獲得可能な能力・性質」の項目を追加した。 

・ 教育研究専門委員会第二部において、全学的見地から点検を行い、研究科等から提案された教育の質の向

上・改善を図るべき事案についての検討のほか、改善状況のフォローアップを行っている。 

・ 修士論文等の中間発表会にインダストリアルアドバイザーを招聘し，学生が自らの研究テーマについて産業

界からの助言を直接得ることができる機会を設けた。 

・ 学生からの意見聴取として、入学者アンケート、授業評価アンケート、修了確定者アンケート等の一連のア

ンケートを実施し、その結果については、全学的な見地から、教育研究専門委員会第二部で検討を行うととも

に、各学系の教育担当(カリキュラム担当)教員のもとで専門教育の改善に活用しており、次年度の科目体系の

改訂等に結び付けている。 

・ 授業評価アンケートの結果は、授業担当教員にフィードバックし、それぞれの教員が授業改善に活用すると

ともに、学生が学長に直接、自由に意見を述べることができる場である「学長との懇談会」において共有し、

学生から直接意見を聴取している。 

・ 修了者、就職先へのアンケート、経営協議会での学外委員との意見交換会、アカデミックアドバイザーとの

交流会等を通じて学外関係者から意見を聴取している。 

・ 平成28年度は計３回の全学ＦＤセミナーを実施しており、その参加率は 95％と高いものであった。

・ 教育研究専門委員会第二部において、全学及び学系のＦＤ実施内容・方法について意見交換を行い、ＦＤの

充実を図っている。 

・ 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされている。例え

ば、修了10年目及び20年目の修了者を対象としたアンケートや修了生３年目の修了生の就職先企業上司の方

を対象としたアンケートは重要と考える。また、アカデミックアドバイザー会議を継続して行っていることが

高く評価できる。 

・ 技術職員や教育支援を担当する事務職員を各種研修に派遣しているほか、事務職員及び技術職員に対する語

学研修、ＳＤ研修、ＴＯＥＩＣ－ＩＰ試験の実施等、事務職員及び技術職員の資質の向上を図る取組を行って

いる。 

・ ＴＡに対して、授業担当教員が業務内容の説明と事前指導を行っている。

【改善を要する点】 

該当なし 

139



北陸先端科学技術大学院大学 基準９ 

基準９ 財務基盤及び管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 大学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開できる資産を有しているか。ま

た、債務が過大ではないか。 

【観点に係る状況】 

平成16年度の国立大学法人化以降、国から継承した建物、機械装置、工具器具備品等をはじめ、施設整備費補

助金の措置により購入した大学用地を資産として有してきたが、更に教育研究環境や学生生活環境を充実させる

ため、以下のとおり土地の購入や建物の建設を行っている。 

・外部資金の増加に伴う研究スペースの拡充を図るため、総合研究実験棟を建設（平成 20年度1,706㎡新築、

平成25年度1,257㎡増築）

・学生生活支援の充実を図るため、石川県土地開発公社から学生寄宿舎の建設用地（11,022㎡）を購入（平成

21年度）、学生・外国人研究生の宿泊施設として「JAIST HOUSE」を建設（561㎡）（平成22年度）

・蔵書数の増加による狭隘化の改善、グループ学習室・メディアコーナー等学習環境整備のため、図書館を増築

（862㎡増築）（平成25年度）

その結果、平成29年３月31日現在の資産の合計は17,320,965千円（固定資産15,087,058千円、流動資産

2,233,907千円）となっている（資料9-1-①-A）。 

また、負債の合計は6,285,161千円（固定負債3,905,333千円、流動負債2,379,828千円）となっている（資

料 9-1-①-A）。財務に対する安全性を示す流動比率は、流動負債である未払金のうち、リース債務の割合が大き

く（約５割）、平成24年度以降、全国立大学法人の平均値を下回っているが、リース債務は次年度の予算で支払

うことが予定されていることから、安全性を欠くものではない。なお、流動比率及びリース債務の影響を考慮し

た補正後の流動比率は資料9-1-①-Bのとおりである。 

リース債務の金額についても、毎年情報環境システム等の仕様見直しによる経費節減を図っており、減少傾向

にある（資料9-1-①-C）。 
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資料9-1-①-A 平成28年度貸借対照表 
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（出典：平成28年度財務諸表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/data/accounting/h28-financial.pdf） 
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北陸先端科学技術大学院大学 基準９ 

資料9-1-①-B 過去5年間の流動比率と全国大学法人平均値  

  （単位：円、％） 

※平成28年度全国立大学法人平均値が公表されていないため、平成27年度全国立大学法人平均値

（出典：会計課提供資料） 

資料9-1-①-C 過去５年間のリース債務取崩額 

（単位：円） 

（出典：会計課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 法人化の際に国から継承した資産のほかに、新たに土地の購入や建物の建設を行っており、教育研究活動を

適切かつ安定的に展開するために必要な資産を有している。 

② 債務について、次年度の予算で支払う予定のリース債務の影響を考慮した補正後の流動比率は、過去５年間

において全国立大学法人平均値と概ね同等か平均値を上回っており、債務は過大となっていない。 

観点９－１－②： 大学の目的に沿った教育研究活動を適切かつ安定して展開するための、経常的収入が継続

的に確保されているか。 

【観点に係る状況】 

教育研究活動を安定して遂行するための経常的収入は、運営費交付金、学生納付金等で構成されている。運営

費交付金収入は平成16年度から平成27年度まで、大学改革促進係数により一部を除き毎年度１％削減され、平

成28年度からは機能強化促進係数により毎年度1.4％の拠出が課せられているが、教育研究活動に支障を来さぬ

よう、学生納付金の確保、特別教育研究経費・機能強化経費（運営費交付金）や競争的資金の獲得、共同・受託

研究の積極的な受入れに努め、これまで安定した資金を確保している（資料 9-1-②-A）。 

H24 H25 H26 H27 H28 

流動資産 1,633,825,821 2,143,870,590 1,754,128,326 1,983,501,089 2,233,906,902 

流動負債 2,323,100,978 2,914,742,531 2,140,493,382 2,609,844,253 2,379,828,222 

未払金 
（リース債務） 

883,658,371 840,623,909 825,379,997 788,772,558 792,088,803 

流動比率 70.3％ 73.6％ 81.9％ 76.0％ 93.9％ 

流動比率 
（リース債務補正後） 

113.5％ 103.4％ 133.4％ 108.9％ 140.7％ 

全国立大学法人平均値 108.7％ 105.8％ 105.9％ 111.4％ ※111.4％

H24 H25 H26 H27 H28 

リース債務取崩額 1,001,210,485 957,486,979 916,226,436 902,742,465 865,870,792 

うち情報環境システム 907,579,138 859,971,963 813,408,479 809,676,852 804,975,893 

143



北陸先端科学技術大学院大学 基準９ 

資料9-1-②-A 過去５年間の経常的収入一覧 

（単位：千円） 

収入内訳 H24 H25 H26 H27 H28 

運営費交付金収入 5,504,535 5,405,261 5,464,917 5,330,648 5,265,233 

授業料、入学金及び検定料
収入 

450,553 462,804 456,355 482,433 518,848 

補助金等収入 492,694 614,050 488,696 550,416 401,833 

産学連携等研究収入及び
寄付金収入等 

858,911 1,091,086 874,515 828,549 1,277,368 

雑収入（寄宿料、学校財産
貸付料、特許関連等） 

156,095 148,440 149,096 165,750 152,871 

総計 7,462,788 7,721,641 7,433,579 7,357,796 7,616,153 

＊産学連携等研究収入及び寄付金収入等の平成25年度における増加は自然科学研究機構分子科学研究所から、平成28年度における増

加は環境省やＮＥＤＯから、大型の事業・研究委託があったためである。 

（出典：会計課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 平成 16 年度から平成 27 年度まで、運営費交付金収入は一部を除き毎年度１％削減され、平成 28 年度から

は機能強化促進係数により毎年度 1.4％の拠出が課せられているが、教育研究活動に支障を来さぬよう、学生

納付金の確保、特別教育研究経費・機能強化経費（運営費交付金）や競争的資金の獲得、共同・受託研究の積

極的な受入れに努め、これまで安定した資金を確保している。 

観点９－１－③： 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、収支に係る計画等が適切に策定

され、関係者に明示されているか。 

【観点に係る状況】 

平成28年度から平成33年度までの６年間における中期計画の一部として、予算、収支計画及び資金計画を作

成し、経営協議会、役員会の議を経て学長が決定した上で、文部科学省に申請し認可を受けている。また、各年

度においても、同様に中期計画に基づく年度計画の一部として、予算、収支計画及び資金計画を作成し、上記と

同様の手続きを経て、文部科学省へ届け出ている（別添資料9-1-③-1、別添資料9-1-③-2）。 

これらはウェブサイトに掲載し、広く学内外に公開している（資料9-1-③-A）。 
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資料9-1-③-A 中期計画のウェブサイト上での公開 

 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/operation/plan.html） 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 中期計画及び年度計画の一部として、予算、収支計画及び資金計画を適正な手続きを経て策定し、ウェブサ

イトを通じ、広く学内外に公表している。 

観点９－１－④： 収支の状況において、過大な支出超過となっていないか。 

【観点に係る状況】 

各年度の予算の執行に当たっては、過大な支出超過とならないように、当該年度中に事業内容の見直し及び執

行状況をもとに予算配分の見直しを行い、効率的な執行に努めている（資料9-1-④-A）。その結果、平成24年度

以降の収支の状況は資料9-1-④-Bのとおりであり、支出超過となっていない。なお、第１期～第３期中期計画で

は、短期借入金の限度額を設定しているが、借入れは行っていない。 

別添資料9-1-③-1 中期計画の予算、収支計画及び資金計画（平成28～33年度） 

別添資料9-1-③-2 年度計画の予算、収支計画及び資金計画（平成29年度） 
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資料9-1-④-A 平成28年度予算の見直しについて 

  

（出典：会計課提供資料） 
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資料9-1-④-B 収支の状況（平成24～28年度） 

（単位：千円） 

年度 経常収益 経常費用 臨時利益 臨時損失 
目的積立金 

取崩額※ 
当期総利益 

H24 7,517,521 7,526,209 7,490 7,589 8,936 149 

H25 7,661,135 7,666,352 13,500 3,086 5,313 10,510 

H26 7,489,890 7,263,743 8,024 8,020 0 226,151 

H27 7,234,166 7,203,879 87,751 65,482 87,465 140,021 

H28 7,497,128 6,979,779 5,824 7,495 35,095 550,773 

※平成28年度は前中期目標期間繰越積立金取崩額

（出典：会計課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

・ 各年度の予算の執行に当たっては、当該年度中に事業内容の見直しや執行状況を踏まえた予算配分の見直し

を行い効率的な執行に努めており、各年度とも支出超過となっていない。 

観点９－１－⑤： 大学の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し、適

切な資源配分がなされているか。 

【観点に係る状況】 

学内予算配分案は学長が定めた予算編成方針に基づき策定し、経営協議会及び役員会で審議の上、決定してい

る（別添資料9-1-⑤-1、別添資料9-1-⑤-2）。 

平成29年度予算については、教育経費、研究経費、施設設備整備費を合わせて3,009,508千円計上しており、

支出予算の46.2％を占めている（資料9-1-⑤-A）。 

また、学長裁量経費を確保し、学長のリーダーシップの下、大学として戦略的・重点的に支援すべき取組に対

して予算を配分している。なお、学長裁量経費の一部は研究科長裁量経費・学系長裁量経費として配分し、研究

科長・学系長のリーダーシップの下、重点的な取組等に使用できるようにしている（資料 9-1-⑤-B）。 

また、施設設備の大規模な整備事業計画として、キャンパスマスタープランを策定し、計画的に施設設備の整

備を行っている（別添資料7-1-①-1参照）。 
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資料9-1-⑤-A 平成29年度当初予算 

■収入の部 （単位：千円）

H29当初予算 備　考

運営費交付金 5,274,288

自己収入 817,890

授業料 404,002

入学料 91,029

検定料 16,908

雑収入 305,951

雑収入（間接経費収入等以外） 146,859

間接経費収入等 159,092

間接経費 130,934

一般管理費 28,158

国立大学法人機能強化促進費 27,441

前中期目標期間繰越積立金取崩収入 68,333

国立大学法人等施設整備費等補助金等 331,630

収入総額 6,519,582

■支出の部

H29当初予算 備　考

人件費 2,588,072

教員研究費 59,576 新任教員教育研究整備経費を除く。

学生教育費 115,192

機能強化促進経費 197,395

学系設備維持費・ｾﾝﾀｰ等運営費 389,280

学長裁量経費

教育研究経費及び教育研究支援経費 100,020 新任教員教育研究整備経費を含む。

管理的経費 198,979

事務局経費

教育研究経費及び教育研究支援経費 1,361,741

施設設備整備費 386,341

管理的経費 549,806

前中期目標期間繰越積立金取崩事業 68,333

予備費 65,776

特殊要因経費 107,441

施設整備費等補助金等事業 331,630

支出総額 6,519,582

：教育研究経費及び教育研究支援経費（2,223,204千円）

：施設設備整備経費（786,304千円）

　　　　※全体に占める割合　46.2％

        計3,009,508千円

平成２９年度当初予算

区　　　　　分

区　　　　　分

 

（出典：会計課提供資料） 
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資料9-1-⑤-B 平成29年度学長裁量経費当初予算額内訳 

番号 備　　考

1
本学の教員が単独又は他の教員と共同で実施する研究活動に対し、予算を重点
的に配分することで、研究の一層の進展を図ることを目的とした経費

2 海外の大学との協働教育の実施に関する経費

3 学長の求めに応じ助言を行う『プレジデンシャルアドバイザー』に係る旅費等の経費

4 『卓越教授』の称号を付与された教授に対し追加配分する研究費

5
大学院大学のプレゼンスと本学の認知度向上を図るために実施する『JAISTｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ』に係る経費

6
研究科長のリーダーシップの下で機動的・効果的に取り組む事業等を支援する経
費

7 学系長のリーダーシップの下で機動的・効果的に取り組む事業等を支援する経費

8
新任教員に対し，着任後に早期に教育研究環境を整えるための予算を特別に配分
することで，当該教員の教育研究活動を支援することを目的とした経費

9 学長の裁量により行う広報活動，学生募集活動等に係る経費

10
学術論文投稿，研究施設特別事業，社会人人材育成事業，科研費獲得等の重点
的支援に係る経費

予算事項名
当初予算額

（千円）

海外との教育連携実施経費 2,752

研究拠点形成支援事業 5,000

卓越教授研究費 3,000

ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ経費 500

研究科長裁量経費 9,000

JAISTｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ経費 12,500

学長裁量活動経費 3,000

学系長裁量経費 27,000

新任教員教育研究整備経費 53,268

重点支援経費 182,979

合 計 298,999

（出典：会計課提供資料） 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学内予算配分案は、学長が定めた予算編成方針に基づき策定し、経営協議会及び役員会で審議の上、決定し

ている。 

② 平成 29 年度予算については、教育経費、研究経費、施設設備整備費を合わせて支出予算の 46.2％を占めて

おり、教育研究活動に必要な資源配分を行っている。 

③ 戦略的・重点的な取組に対して、学長裁量経費による戦略的な資源配分を行っている。

観点９－１－⑥： 財務諸表等が適切に作成され、また、財務に係る監査等が適正に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

財務に関する会計監査については、監事による監査、会計監査人による監査及び本学職員による内部監査を実

施している。  

別添資料9-1-⑤-1 平成29年度予算の基本的な方針について 

別添資料9-1-⑤-2 平成29年度予算編成について 

（再掲） 

別添資料7-1-①-1 北陸先端科学技術大学院大学キャンパスマスタープラン‘１５ 
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監事監査については、監事監査規則に基づき実施している（資料9-1-⑥-A、別添資料9-1-⑥-1）(監事監査に

ついては、Ｐ161観点9-2-③参照)。 

内部監査については、会計組織とは独立した学長直属の監査室が担当している。内部監査では、内部監査規則

に基づき監査計画を策定し、監査を円滑かつ効果的に進めるとともに、本学の運営諸活動の遂行状況を適法性及

び妥当性の観点から検討及び評価し、助言を行っている（資料9-1-⑥-B、別添資料9-1-⑥-2）。 

監査結果は内部監査報告書としてとりまとめ学長に報告している（別添資料 9-1-⑥-3）。また、内部監査での

指摘事項は被監査部署等の責任者に通知するとともに、その改善案を徴し、学長に報告しているほか、改善案の

実施状況を定期的に確認している。  

「財務諸表」、「事業報告書」、「財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見」については、監

事監査及び会計監査人監査を実施の上、所管省庁である文部科学省へ提出し承認を得ており、監査結果は経営協

議会及び役員会に報告している（別添資料9-1-⑥-4）。  

会計監査人監査を実施するにあたっては、学長、理事等と会計監査人がディスカッションを行い、本学の経営

方針や理念の理解を深めている。また、相互に連携を図り効率的・効果的に監査を行うため、定期的に学長、理

事、監事、会計担当部署、監査室及び会計監査人による会議を開催し、監査の進捗状況や監査結果等を報告する

とともに、会計処理の課題等について意見交換を行い、情報を共有している（資料9-1-⑥-C）。 

資料9-1-⑥-A 監事監査規則 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則） 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学監事監査規則（平成１６年１２月制定）（抄）

（監査の目的） 

第３条 監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とす

る。 

（監査の対象） 

第４条 監査は、本学の業務について行う。 

（監査の種類） 

第５条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。 

（監査の方法） 

第６条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。 

２ 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなけれ

ばならない。 

（監査計画等） 

第７条 監事は、事業年度ごとに監査計画を作成し、あらかじめ学長に通知するものとする。 

２ 定期監査は、前項に規定する監査計画に基づき行い、臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う。 

（監事の事務補助） 

第８条 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、本学の職員に監査に関する事務を補助させることがで

きる。 

（役員及び職員の協力） 

第９条 役員及び職員は、監事（監査の事務補助に従事する職員を含む。）が行う監査に協力しなければならない。 

（守秘義務） 

第１０条 監事及び第８条の規定により監査の事務を補助する職員は、正当な理由がない限り、監査の実施により

知り得た事項を他に漏らしてはならない。 

（監査報告の作成等） 

第１１条 監事は、監査結果に基づき、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法」という。）第１１

条第４項の規定により監査報告を作成し、監査終了後１月以内に学長に提出するものとする。 

２ 学長は、監査報告に基づき改善すべき事項があると認める場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事

に報告しなければならない。 
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資料9-1-⑥-B 内部監査規則 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内部監査規則（平成１６年４月制定）（抄）

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則第４１条第２項の規定に基づき、国立大

学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）における内部監査（以下「監査」という。）の計画、

実施及び報告に関する基本的事項を定め、監査を円滑かつ効果的に推進するとともに、本学の運営諸活動の遂

行状況を適法性及び妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討及び評価し、助言を行うことを目的とする。 

（監査の対象による区分） 

第２条 次の各号に掲げる監査は、当該各号に定める事項の監査とする。 

一 業務監査 業務活動が本学の方針、計画、制度及び諸規則に従って正しく行われているかどうかについて

の監査 

二 会計監査 会計処理の適否、会計記録の正否、財産保全状況の適否等についての監査 

（監査の時期による区分） 

第３条 次の各号に掲げる監査は、当該各号に定める時期に実施する監査とする。 

一 定期監査 あらかじめ定めた監査計画に基づき定期的に実施する監査 

二 特命監査 学長が特に命じた事項について臨時に実施する監査 

（監査担当者） 

第４条 監査は、監査室が担当する。ただし、監査の業務上特に必要があるときは、学長が指名する役員及び職員

を加えることができる。 

（監査担当者の権限） 

第５条 前条の規定により監査を担当する者（以下「監査担当者」という。）は、監査を受ける部署並びに理事及

び職員（以下「被監査部署等」という。）に当該監査に係る関係資料の提出、事実の説明、必要事項の報告等を

求めることができる。 

２ 被監査部署等は、監査担当者から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。 

３ 監査担当者は、必要があると認めるときは、学外の関係先に監査事項に関する内容の照会又は事実の確認を求

めることができる。 

（監査担当者の遵守事項） 

第６条 監査担当者は、監査の実施に当たり、常に公正かつ普遍の態度を保持しなければならない。 

２ 監査担当者は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。 

３ 監査担当者は、被監査部署等に対して直接、指揮又は命令をしてはならない。 

（他の監査機関との連携） 

第７条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。 

（年度監査計画の作成） 

第８条 監査室は、あらかじめ事業年度ごとに年度監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。承認

を得た年度監査計画書を大幅に変更するときも、同様とする。 

（監査実施計画書の作成） 

第９条 監査室は、監査の実施に当たり、あらかじめ、監査実施計画書を作成し、学長に提出するものとする。 

（監査の通知） 

第１０条 監査室は、監査の実施に当たり、あらかじめ、その旨を被監査部署等の責任者に通知するものとする。

ただし、臨時に実施する場合その他特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施するこ

とができる。 
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（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内部監査規則） 

（監査の実施） 

第１１条 監査は、監査実施計画書に基づき実施するものとする。ただし、監査の実施上やむを得ない場合は、こ

れを変更して実施することができる。 

（監査の方法） 

第１２条 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、実地監査を行うことが困難と認められるときは、被

監査部署等から書類等を取り寄せ、書面審査をもってこれに代えることができる。 

（監査結果に基づく意見交換） 

第１３条 監査担当者は、監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため、被監査部署等と意見交換を行うもの

とする。 

２ 監査担当者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、関連する部署と意見の調整及び問題

点の確認を行うものとする。 

（監査調書の作成） 

第１４条 監査担当者は、監査の実施により得た事実の記録、証拠資料、意見交換の記録等を記載した監査調書を

速やかに作成するものとする。 

（監査結果の報告） 

第１５条 監査室は、監査の終了後遅滞なく監査報告書を作成し、指摘事項がある場合にはその事項を付記して、

学長に報告するものとする。ただし、緊急を要すると認められる事項については、直ちに学長に報告しなければ

ならない。 

（指摘事項等の通知） 

第１６条 監査室は、前条に規定する指摘事項を被監査部署等の責任者に通知し、その改善案を徴し、学長に報告

するものとする。 

（改善状況の事後確認） 

第１７条 監査室は、前条に規定する改善案の実施状況について、被監査部署等の責任者に報告を求め、その状況

を確認し、学長に報告するものとする。 

（監事への報告書の回付） 

第１８条 監査室は、第１５条及び前条で作成した報告書を監事に提出するものとする。 

（役員会への報告） 

第１９条 学長は、第１５条及び第１７条の報告を受けた場合は、役員会に報告するものとする。 
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資料9-1-⑥-C 会計監査人監査報告会の概要と実施状況 

（出典：監査室提供資料） 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学内規則等に基づき、監事監査、会計監査人監査及び内部監査を適切に実施している。

② 会計組織とは独立した内部監査組織として、学長直属の監査室を設置している。

③ 監査での指摘事項について、被監査部署から改善案を徴し、改善状況を定期的に確認している。

④ 財務諸表等は、国立大学法人法の規定に基づき、監事監査及び会計監査人監査を実施の上、所管省庁である

文部科学省へ提出し承認を得ており、監査結果は経営協議会及び役員会に報告している。 

会計監査人監査報告会の実施 

概要 
  会計監査人監査報告会は、学長、理事、監事、会計担当部署、内部監査担当部署及び会計監査人が集まり、会
計監査人が監査の実施状況を報告するとともに、会計処理の課題や内部統制の状況等の問題事項及びその改善に
ついて、意見交換を行うことを目的とする。 

２ 報告事項等 
・監査体制について
・監査の実施状況について（進捗状況及び今後の計画）
・決算スケジュールについて
・決算上判断を要する諸問題について
・監査結果について
・会計監査人からの企業会計基準の動向等に関する情報提供
・会計監査人に対する意見や要望

３ 実施状況（過去５年分） 
・第１８回 平成２４年６月２１日（木）
・第１９回 平成２５年３月２２日（金）
・第２０回 平成２５年６月１１日（火）
・第２１回 平成２６年３月１１日（火）
・第２２回 平成２６年６月１８日（水）
・第２３回 平成２７年３月１８日（水）
・第２４回 平成２７年６月１７日（水）
・第２５回 平成２８年２月１７日（水）
・第２６回 平成２８年６月 ６日（月）
・第２７回 平成２９年３月１４日（火）

別添資料9-1-⑥-1 平成28年度監事監査計画 

別添資料9-1-⑥-2 平成28年度内部監査計画書 

別添資料9-1-⑥-3 平成28年度内部監査報告書 

別添資料9-1-⑥-4 財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見 
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観点９－２－①： 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、危機管

理等に係る体制が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 

国立大学法人法及び本学規則に則して、学長、理事４名（うち１名は非常勤）及び監事２名の役員に加え、副

学長、研究科長等を置くとともに、管理運営組織として役員会、経営協議会、教育研究評議会のほか、全学的課

題等についての検討や情報共有を目的として運営企画会議、教育研究戦略会議等を設置し、学長のリーダーシッ

プの下、戦略的・効率的な管理運営体制を構築している(資料9-2-①-A、資料9-2-①-B)。また、役員会、経営協

議会、教育研究評議会に審議を集約することにより、学内の委員会は必要不可欠なもののみ設置することとし、

効率的な運用を図っている。 

事務組織については、監査室及び大学戦略・広報室と事務局を置き、事務局には学務部、研究国際部、総務部

の３部に10課を置く体制とし、平成29年５月１日現在、常勤職員121名、非常勤職員56名を配置している（資

料9-2-①-C、P29資料3-3-①-A参照）。また、研究、教育、総務を担当する各理事の下に、理事を補佐し各業務

を整理する副理事を配置し、事務局の部長を充てることにより、責任の所在がより一層明確な体制となっている。 

危機管理に係る規則、体制等については下記のとおり（資料9-2-①-D）。 

・全学のリスクマネジメントを総括・調整する「リスクマネジメント会議」を設置し、全学的な危機管理体制を

整備している。 

・災害・テロ等の緊急事態が発生した際の対応策として危機対応マニュアルを策定している。 

・個人情報保護については、個人情報管理規則及び情報セキュリティ対策基本計画によって徹底している（Ｐ99

資料7-1-②-C参照，別添資料9-2-①-1）。 

・研究活動の不正防止に関する取組みについては、学内の責任体制、通報の受付体制、関係者の取り扱い、事案

の調査等について定めた規則を定め、これに基づく体制整備を行っている。また、定期的に研究者等に対する

研究倫理教育を実施している（別添資料9-2-①-2, 資料9-2-①-E）。 

・生命倫理への取組として、遺伝子組換え実験安全管理規則、動物実験規則及びヒトを対象とした研究の実施に

関する規則を規定するとともに、遺伝子組換え実験専門部会、動物実験等専門部会及びヒトを対象とした研究

倫理審査専門部会で構成するライフサイエンス委員会を設置し、研究計画の関係法令、学内規則等に対する適

合性等について審議している（別添資料9-2-①-3）。 

・安全保障輸出管理に関する取組みについては、学内の責任体制、取引審査に関する事項、教育、文書管理等に

ついて定めた規則を定め、これに基づく体制整備を行っている。また、定期的に職員、学生を対象とした安全

保障輸出管理に関する説明会を実施している。 

・安全衛生については、安全衛生管理規則に基づき、総括安全衛生管理者を議長とする安全衛生委員会を設置し、

危険や健康障害を防止するための対策等を検討しているほか、作業方法や薬品の保管方法及び衛生状態につい

て定期的に産業医・衛生管理者による巡視を実施している。このほか、安全意識の向上及び安全の確保のため、

毎年６月に安全講習会を実施し、「薬品の取扱い」等について記載した安全手帳（日本語版及び英語版）を配付

している。 

・科研費等を含めた研究費不正使用防止に関しては、公的研究費取扱規則を規定し、学長を最高管理責任者とし

た不正防止に関する責任体制を整備するとともに、公的研究費の管理・監査の基本方針及び使用に係る行動規

範を策定・周知している。また、不正防止推進委員会においては、公的研究費不正防止計画を策定・実施して

いる（資料 9-2-①-F）。このほか、コンプライアンス教育を毎年度行い、本学の責任体制、不正の疑いがある

場合の取扱い、業務フロー、通報・相談窓口、不正防止に向けての本学の取組の説明等を行うなど、構成員に
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注意喚起と周知徹底を行っている。 

資料9-2-①-A 運営企画会議の設置に関する申合せ 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学運営企画会議の設置に関する申合せ） 

資料9-2-①-B 教育研究戦略会議設置要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究戦略会議設置要項） 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学運営企画会議の設置に関する申合せ（平成１６年９月制定)

１ 設 置 
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の運営に関する企画検討及び意見調整を行うため、運営企画会議

を置く。 

２ 組 織 
(1) 運営企画会議は、次に掲げる者をもって組織する。

①学長
②理事（非常勤を除く。）
③副学長
④学系長
⑤その他学長が必要と認める者

３ 運 営 
(1) 運営企画会議の座長は学長がつとめる。
(2) 運営企画会議は学長が必要と認めたときに開催する。

４ その他 
この申合せに定めるもののほか、運営企画会議に関し必要な事項は、別に定める。 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究戦略会議設置要項（平成27年４月学長裁定)

（設置） 

第１ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）における将来構想の検討，戦略の立案・

展開及び法人運営に係る連絡調整を行うため，教育研究戦略会議（以下「会議」という。）を置く。 

 （組織） 

第２ 会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

一 学長 

二 理事（非常勤を除く。） 

三 副学長 

四 副理事 

五 その他学長が必要と認める者 

（運営） 

第３ 会議に議長を置き，学長をもって充てる。 

２ 議長は，会議を招集し，主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名する議員がその職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第４ 議長が必要と認めた時は，議員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第５ 会議の事務は，大学戦略・学長室において処理する。 

 （その他） 

第６ この要項に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

２ 教育研究戦略会議設置要項（平成22年４月６日学長裁定）は，廃止する。 
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資料9-2-①-C 組織図 

  

（出典：総務課提供資料） 
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資料9-2-①-D 危機管理等に係る規則一覧 

（出典：総務課提供資料） 

分類 規則等名称 

総括・調整 リスクマネジメントに関する規則 

火災・自然災害 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防災管理規則 

情報管理 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報公開取扱規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則 

北陸先端科学技術大学院大学情報セキュリティ対策基本計画 

北陸先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシー 

人権擁護 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学ハラスメントの防止等に関する規則 

安全管理 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学毒物及び劇物管理規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学高圧ガス危害予防規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特定高圧ガス危害予防規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学冷凍ガス危害予防規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学エックス線障害防止管理規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における廃棄物の管理及び処理に関する規則 

研究不正防止 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究活動における不正行為の防止及び措置に
関する規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公的研究費取扱規則 

生命実験管理 

北陸先端科学技術大学院大学遺伝子組換え実験安全管理規則 

北陸先端科学技術大学院大学動物実験規則 

北陸先端科学技術大学院大学ヒトを対象とした研究の実施に関する規則 

輸出等管理 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規則 

法令遵守 
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学コンプライアンスに関する規則 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における公益通報者の保護等に関する規則 
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資料9-2-①-E 研究活動における不正行為の防止及び措置について 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/research/prevention/） 

資料9-2-①-F 公的研究費の不正使用防止対応 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/disclosure/compliance/prevention.html 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 管理運営組織として、役員会、経営協議会、教育研究評議会、運営企画会議、教育研究戦略会議等を設置し、

学長のリーダーシップの下、戦略的・効率的な管理運営体制を構築している。 

② 事務組織については、監査室、大学戦略・広報室及び事務局を置き、事務局には学務部、研究国際部、総務

部の３部に１０課を置く体制とし、必要な職員（平成29年５月１日現在、常勤職員121名、非常勤職員56名）

を配置し、業務処理のラインを明確化している。 

③ 危機管理に係る体制として、全学のリスクマネジメントを総括・調整する「リスクマネジメント会議」を設

置し、全学的な危機管理体制を整備しているほか、安全管理、研究費不正使用防止、生命倫理等への対応、個

人情報保護等について、必要な規則及び体制を整備している。 

 

 

観点９－２－②： 大学の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが把

握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

構成員の意見やニーズについては、構成員がウェブ上から自由に意見や要望を投稿できる「ｅ－ＢＯＸ」制度

によって把握している。投稿があった場合には、その対応について速やかにウェブサイトに掲載し、構成員と情

報共有を図り、改善に努めている（P96資料7-1-①-C参照）。 

このほか、経営協議会において、毎回、学外委員との意見交換会を実施し積極的に外部有識者からの意見を聴

取しており、意見を踏まえ管理運営の改善に努めている（P134資料8-1-③-C参照）。 

学外関係者からの意見やニーズについて、教育研究に関する学識が優れた者をアカデミックアドバイザーとし

て、産業界との研究協力に関する高い識見を有する者をインダストリアルアドバイザーとして、また、学外のイ

ノベーション創出に関する有識者を企業からのリサーチ・アドミニストレーター（企業ＵＲＡ）として学長が委

嘱し、本学の教育研究活動、学生の就職関係等に対する意見・助言を得ている（Ｐ133～134資料8-1-③-A、資料

8-1-③-B、資料8-1-③-C、別添資料8-1-③-1、別添資料8-1-③-2参照）。さらに、インダストリアルアドバイザ

ーのうち産学官連携客員教授の称号を付与している者を講師に迎え、「産学官連携客員教授による産学連携・就職

支援セミナー」を実施し、産学連携活動及び学生のキャリア形成・人材養成に対する支援及び助言を得ている（Ｐ

134資料8-1-③-D参照）。 

このほか、学習支援に関する学生のニーズを組織的に把握する取組として、教育・研究・学生生活に関して学

生が学長に直接、自由に意見を述べることができる場である「学長との懇談会」を年１回開催し、学生の意見を

学長が直接聴取しているほか、修了確定者アンケートを実施している。アンケート結果は教育研究専門委員会で

報告の上、教員に配付している（P107資料7-2-②-A，別添資料7-2-②-1参照）。 

 

別添資料9-2-①-1 情報セキュリティ対策基本計画 

別添資料9-2-①-2 研究活動における不正行為の防止及び措置に関する規則技術 

別添資料9-2-①-3 ライフサイエンス委員会規則 
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（再掲資料） 

別添資料7-2-②-1 修了確定者アンケート 

別添資料8-1-③-1 平成 28年度アカデミックアドバイザー会議実施報告 

別添資料8-1-③-2 平成28年度「産業界の有識者と学長との懇談会」の開催報告 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 構成員の意見やニーズについては、構成員がウェブ上から自由に意見や要望を投稿できる「ｅ-ＢＯＸ」制度

によって把握するとともに、その対応について速やかにウェブサイトに掲載し、構成員と情報共有を図り、改

善に努めている。 

② 学生の意見やニーズについては、学長との懇談会、修了確定者アンケート等によって把握している。

③ 学外者からの意見やニーズについては、アカデミックアドバイザー、インダストリアルアドバイザー及

び企業ＵＲＡを委嘱し、意見・助言を得るとともに、経営協議会における学外委員との意見交換会等によっ

て把握し、意見を踏まえ改善に努めている。 

観点９－２－③： 監事が置かれている場合には、監事が適切な役割を果たしているか。 

【観点に係る状況】 

本学では、監事を２名（非常勤）置いている。監事は、監事監査規則に基づき、監事監査計画を作成し、業務

運営の合理化・効率化と会計経理の適正化を図ることを目的として書面監査及び実地監査を実施している（Ｐ151

資料9-1-⑥-A，別添資料9-1-⑥-1参照）。監事は、監査結果に基づき監事監査報告書を作成し、学長に提出する

とともに、監査結果を経営協議会・役員会において報告している（別添資料 9-2-③-1）。  

このほか、監事は経営協議会、役員会その他重要な会議にオブザーバーとして出席し、本学の事業等の状況を

聴取し、必要に応じ意見を述べている 。 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 監事は、監事監査規則に基づき監査計画書を作成し、書面監査及び実地監査を実施するとともに、監査結果

を監事監査報告書としてとりまとめ学長に提出し、経営協議会及び役員会に報告している。 

② 監事は、役員会、経営協議会等にオブサーバーとして出席し、業務運営等について意見を述べている。

別添資料9-2-③-1 平成２８年度監事監査報告書 

（再掲資料） 

別添資料9-1-⑥-1 平成２８年度監事監査計画 
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観点９－２－④： 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修等、管

理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

事務系職員に対する研修は各年度の研修計画に沿って実施している。 

学内での一般研修として、全学生の40％以上を占める留学生やデュアルディグリープログラム等の国際交流業

務に対応するため、英語能力に応じた語学研修を実施しているほか、勤務時間管理に関する研修、個人情報保護

に関する研修、男女共同参画推進セミナー等を実施している。 

また、北陸地区、東海・北陸地区等で合同に実施される特定業務従事者を対象とする専門研修や職階に応じた

階層別研修のほか、文部科学省及び金沢工業大学への実務研修に積極的に職員を派遣し、職員の資質向上に努め

ている。また、国立大学協会主催の大学マネジメントセミナー等にも引き続き幹部職員を積極的に派遣し、管理

運営体制の強化に努めている。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 毎年度の研修計画に沿って、語学研修及び個人情報保護研修等の一般研修を実施しているほか、北陸地区、

東海・北陸地区等で合同に実施される特定業務従事者を対象とする専門研修や職階に応じた階層別研修、文部

科学省等への実務研修に積極的に職員を派遣し、職員の資質向上に努めている。 

② 国立大学協会主催の大学マネジメントセミナー等に幹部職員を派遣し、管理運営体制の強化に努めている。 

 

 

観点９－３－①： 大学の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己点検・

評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

自己点検・評価については、学則、大学評価に関する規則、自己点検・評価に関する細則で規定しているほか、

中期目標・中期計画で実施することを明記しており、大学評価委員会が実施主体として、評価計画の立案、実施

及び報告書の作成等を行っている（資料9-3-①-A、資料9-3-①-B、資料9-3-①-C、資料9-3-①-D）。 

資料やデータに基づき大学の活動を総合的に把握するために、学長・理事の下に組織横断的なＩＲ

（Institutional Research）推進チームを設置し、入学状況、在学・修学状況、教員の配置、教育状況、研究状

況等に係るデータを収集・分析しており、その成果はAnnual Report(ファクトブック)等の分析レポートとして

まとめられている。 

平成28年度には、自己点検・評価を計画的に行うため、大学評価委員会において平成28～33年度における「自

己点検・評価」、「自己点検・評価結果の学外者検証」等の実施方針、実施時期等を定めた大学評価の実施計画

を策定し、ＩＲ機能の充実による資料やデータを踏まえた自己点検・評価を計画的に実施している（別添資料9-

3-①-1）。  

平成26年度には、本学の教育研究水準の向上を目的として、評価実施計画に基づき、平成22年度から平成25

年度までの分野別（研究科別）の教育研究活動の状況について自己点検・評価を実施した。大学評価委員会に置

かれている大学評価ワーキンググループを中心に情報収集・分析及び自己点検・評価報告書素案の作成を行い、
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大学評価委員会で報告書として取りまとめた（資料9-3-①-E）。 

国立大学法人法に基づく中期計画・年度計画については、中期計画の中で特に大学の基本的な目標を達成する

上で重要と考えられる事項について、ロジックモデルを用いて、当該中期計画が想定する成果とそれを生み出す

ために必要な取組・活動を明確化し、大学評価委員会において集中的に審議・検討を行っている。 

資料9-3-①-A 学則（第１条の２） 

 

 

 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

○北陸先端科学技術大学院大学学則（平成４年２月制定）（抄）
（自己点検・評価等）

第１条の２ 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条第１項に掲げる目的及び社会的使命を達成するため,学
校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１０９条第１項の規定により,本学における教育及び
研究,組織及び運営並びに施設及び設備（以下第３項において「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及
び評価を行い,その結果を公表する。 

２ 本学は,前項の点検及び評価の結果について,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の役員及び職員以外の
者による検証を行う。 

３ 本学は,前２項の措置に加え,教育研究等の総合的な状況について,法第１０９条第２項に規定する文部科学大
臣の認証を受けた者による評価を受ける。 

４ 第１項の点検及び評価,第２項の検証並びに前項の評価に関する事項は,別に定める。 
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資料9-3-①-B 大学評価に関する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：北陸先端科学技術大学院大学学則） 

 

資料9-3-①-B 自己点検・評価に関する細則（第２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則） 

資料9-3-①-C 自己点検・評価に関する細則（第２条） 

 

 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における自己点検・評価に関する細則） 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における自己点検・評価に関する細則） 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における自己点検・評価に関する細則（平成１６年４月制定）（抄） 

第２条 自己点検・評価は,次に掲げる事項について行う。 
一 教育目的等に関する事項 
二 教育活動に関する事項 
三 研究活動に関する事項 
四 教員組織に関する事項 
五 施設設備に関する事項 
六 国際交流に関する事項 
七 社会との連携に関する事項 
八 管理運営に関する事項 
九 自己点検・評価体制に関する事項 
十 その他必要と認められる事項 

 

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学評価に関する規則（平成１６年４月制定）（抄） 

（大学評価の種類） 

第３条 大学評価の種類は、次のとおりとする。 

一 自己点検・評価（学則第１条の２第１項に規定する自ら行う点検及び評価をいう。） 

二 学外検証（学則第１条の２第２項に規定する検証をいう。） 

三 第三者評価（国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による評価、学則第１

条の２第３項に規定する評価その他大学評価機関が行う大学評価事業による評価をいう。） 

（実施単位） 

第４条 前条第１号の大学評価は、本学を単位とするほか、研究科その他の教育研究組織等を単位として実施する

ものとする。 

（大学評価委員会） 

第５条 本学に、大学評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第６条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。 

一 大学評価に関する計画を立案し、及び実施すること。 

二 大学評価に関する報告書を作成すること。 

三 大学評価の結果に対する改善を提言すること。 

四 その他大学評価に関する業務について企画し、審議し、及び実施すること。第７条 委員会は、次に掲げる委員

をもって組織する。 

一 学長 

二 学長が指名する理事 

三 副学長 

四 学系長 

五 その他学長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の委員の任期は、当該委員に係る任務の完了をもって満了するものとする。 

第８条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。 

第９条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

第１０条 委員会は、必要に応じ、大学評価について専門の事項を調査研究し、及び処理させるため、ワーキンググ

ループを置くことができる。 

２ ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

（公表） 

第１１条 学長は、大学評価の結果を広く周知を図ることができる方法により公表しなければならない。 

（改善等） 

第１２条 学長は、大学評価の結果に基づき改善等が必要なものについては、これに努めなければならない。 
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資料9-3-①-D 中期目標・中期計画（自己点検・評価該当部分抜粋） 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学第２期中期目標・中期計画） 

資料9-3-①-E 自己点検・評価及び外部評価 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/operation/evaluation.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 自己点検・評価の実施について学則等で規定し、実施体制として大学評価委員会を設置している。

② 自己点検・評価、その学外者検証等の実施方針、実施時期等を定めた大学評価の実施計画を策定し、

Institutional Research機能の充実による資料やデータを踏まえた自己点検・評価を計画的に実施してい

る。

観点９－３－②： 大学の活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行われて

いるか。 

【観点に係る状況】 

学外有識者による評価については、学則及び自己点検・評価に関する細則に基づき、実施しており、 評価結果

を大学の教育研究の質の向上及び業務運営の改善反映させるため、学外有識者による評価結果を検証し、その結

果に基づき抽出した課題に対して大学評価委員会において改善状況を確認するなど、継続的な改善活動に繋げて

いる（資料9-3-②-A）。 

平成26年度に実施した分野別（研究科別）自己点検・評価の結果について、産業界、各分野の研究者等の学外

有識者９名による検証（外部評価）を実施し、検証結果を報告書として取り纏め、学内会議において報告すると

ともにウェブサイトにて公表している（P166資料9-3-①-E参照）。 

平成30年度の外部評価では、５名の学外有識者を検証委員として委嘱し、書面審査、大学構成員からの意見聴

取、学内視察等を通じて前年度に実施した自己点検・評価の検証を実施するとともに、その結果を、「自己点検・

評価の検証結果報告書」として取りまとめ、ウェブサイト上で公表する予定である。  

学校教育法に基づく大学機関別認証評価については、平成25年度に大学評価・学位授与機構による評価を受審

している。また、国立大学法人法に基づく中期目標・中期計画については、各年度の業務の実績及び中期目標・

中期計画の達成状況を毎年度及び中期目標期間ごとに国立大学法人評価委員会に提出し、評価を受けている。 

別添資料9-3-①-1 大学評価実施計画 

（中期目標） 
自己点検・評価等の評価活動を着実に実施し、その結果を大学の諸活動の改善に活用する。 

（中期計画） 
【40】自己点検・評価等の評価活動を着実に実施するため、大学評価実施計画を策定し、Institutional 

Research機能の充実によるデータの分析を踏まえた自己点検・評価等の計画的な実施を通じて、教育研究
面での強みや特色、国際的な通用性を明確化し、社会に対し公表する。 
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資料9-3-②-A 自己点検・評価に関する細則（第３～６条）（外部評価該当部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における自己点検・評価に関する細則） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。  

① 学則及び自己点検・評価に関する細則に基づき、自己点検・評価の結果について、学外者による検証を実施し、

その結果を取りまとめ、ウェブサイト上で公表している。  

② 平成25年度に大学評価・学位授与機構において認証評価を受審しているほか、中期目標・中期計画につい

て、各年度の業務の実績及び中期目標・中期計画の達成状況を毎年度及び中期目標期間ごとに国立大学法人

評価委員会に提出し、評価を受けている。 

 

観点９－３－③： 評価結果がフィードバックされ、改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

自己点検・評価の結果については、大学評価に関する規則第６条第３号で「大学評価の結果に対する改善を提

言すること」を大学評価委員会の任務としている。さらに、同規則第12条で「学長は、大学評価の結果に基づき、

改善等が必要なものについては、これに努めなければならない」と規定しており、評価結果については、学長の

リーダーシップによって関係者へ適切にフィードバックし、改善に努めることを制度上明確にしている（Ｐ165資

料9-3-①-B参照）。 

平成29年度に実施した自己点検・評価においては、その実施過程において速やかに大学評価委員会で改善を要

する点をまとめ、学長から関係者へ改善を指示し、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの制定等の

改善・向上を図っている。また、平成30年度には大学評価委員会においても改善を要する点をまとめ、学長から

関係者へ改善を指示し、シラバスの改定等の改善・向上を図る予定である。  

国立大学法人法に基づく年度評価及び中期目標期間評価の結果については、教育研究評議会、経営協議会及び

役員会に報告するとともに、指摘事項については関連部署で速やかに改善を行っている。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。  

① 大学評価に関する規則において「学長は、大学評価の結果に基づき改善等が必要なものについては、これに

努めなければならない」と規定し、評価結果は学長のリーダーシップによって関係者へ適切にフィードバック

し、改善に努めることを制度上明確にしている。  

○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における自己点検・評価に関する細則（平成１６年４月制定）（抄） 

（検証委員） 
第３条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）に,学外検証を行うため,検証委員を置
く。 
（委嘱等） 

第４条 検証委員は,本学の役員及び職員以外の者であって,学識が優れたもののうちから,学長が委嘱する。 
２ 検証委員は,第６条第２項の規定による報告を終えたときは,前項の委嘱を解かれるものとする。 
（検証委員の人数） 

第５条 検証委員の人数は,若干人とする。 
（検証の方法等） 

第６条 学外検証の方法は,書面審査,意見聴取,実地視察その他の適切な方法とする。 
２ 学長は,検証委員から,検証の結果について,書面により報告を受けるものとする。 
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② 自己点検・評価の結果について、改善を要する点をまとめ関係者へフィードバックし、カリキュラム・ポリ

シー及びディプロマ・ポリシーの再検討や、シラバスの改訂等、改善に結び付けている 

③ 国立大学法人法に基づく年度評価及び中期目標期間評価の結果について、教育研究評議会、経営協議会及び

役員会に報告するとともに、指摘事項については関連部署で速やかに改善を行っている。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

・ 管理運営組織として法定会議以外に、全学的課題等についての検討や情報共有を目的として運営企画会議、

教育研究戦略会議等を設置し、学長のリーダーシップの下、戦略的・効率的な管理運営体制を構築している。

また、役員会、経営協議会、教育研究評議会に審議を集約することにより、学内の委員会は必要不可欠なもの

のみ設置することとし、効率的な運用を図っている。  

・ 構成員及び学外関係者からの意見やニーズを把握するため、「ｅ-ＢＯＸ」制度、「学長との懇談会」、修了

者や就職先へのアンケート、アカデミックアドバイザー等との意見交換、経営協議会での学外委員との意見交

換会等の取組を実施し、意見を踏まえ管理運営の改善に努めている。

・ 自己点検・評価の結果について、学外者による検証を行うことを学則で規定しているほか、検証結果を取り

まとめ、ウェブサイト上で公表している。 

・ 自己点検・評価の結果について、改善を要する点をまとめ関係者へフィードバックし、カリキュラム・ポリ

シー及びディプロマ・ポリシーの再検討や、シラバスの改訂等、改善に結び付けている。 

【改善を要する点】 

該当なし 

167



北陸先端科学技術大学院大学 基準 10 

 

基準 10 教育情報等の公表 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点10－１－①： 大学の目的（学士課程であれば学部、学科又は課程等ごと、大学院課程であれば研究科又

は専攻等ごとを含む。）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知さ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

社会一般に対して、本学の目的を広く公表するため、ウェブサイト（教育情報の公表）に「理念と目標」「研

究科の目的」のページを設け、広く公表している（資料10-1-①-A、P172～173資料10-1-③-A参照）。また、本学

の「理念と目標」を掲載した大学概要を、受験希望者、全国の国公私立大学、企業、各種イベント参加者、一般

の来訪者・見学者等に広く配布し、周知を図っている。  

教職員に対しては、新任教職員研修において学長が理念及び目標について説明を行っているほか、上記ウェブ

サイトや、大学概要を構成員に配付することによって、周知している（資料10-1-①-B）。また、学生に対しては、

入学時のオリエンテーションの際に履修案内を全員に配付し説明しているほか、履修案内をウェブサイトに掲載

し周知している（資料10-1-①-C）。 

 

資料10-1-①-A 理念と目標のウェブサイトでの公表 

 

  

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/mission/） 

168

https://www.jaist.ac.jp/about/mission/


北陸先端科学技術大学院大学 基準 10 

資料10-1-①-B 新任教職員研修日程 

（出典：人事労務課提供資料） 

資料10-1-①-C 履修案内のウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/courses/guide.html 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。  

① 社会一般に対しては、ウェブサイトに大学の「理念と目標」及び「研究科の目的」を掲載し、本学の目的を

広く公表、周知しているほか、 同様の内容を大学概要に掲載し、広く配布している。  

② 教職員に対しては、 新任教職員研修で理念及び目標について説明を行っているほか、ウェブサイトや、大学

概要を配付することによって、周知している。  

③ 学生に対しては、入学時のオリエンテーションの際に履修案内を全員に配付し説明しているほか、履修案内

をウェブサイトに掲載し周知している。 

 

 

観点10－１－②： 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知されて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

アドミッション・ポリシーについては、博士前期課程、修士課程、博士後期課程の学生募集要項に明記し、受

験希望者・関係大学・研究機関・企業等に配布するとともに、ウェブサイト（教育情報の公表）に掲載し、公表、

周知を図っている（資料10-1-②-A）。また、大学院説明会を全国各地において実施し、アドミッション・ポリシ

ーに沿って受験希望者に説明をしている。  

カリキュラム・ポリシー、研究室教育ポリシー及びディプロマ・ポリシーについては、履修案内に明記し、学

生、教員等へ配付するとともに、ウェブサイトに掲載し、公表、周知を図っている（資料10-1-②-B、資料10-1-

②-C、資料10-1-②-D）。 

 

資料10-1-②-A アドミッション・ポリシーのウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/admissions/outline/policy.html 

 

資料10-1-②-B カリキュラム・ポリシーのウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/system/curriculum-policy.html 

 

資料10-1-②-C 研究室教育ポリシーのウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/system/education-policy.html 

 

資料10-1-②-D ディプロマ・ポリシーのウェブサイトでの公表 

本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/system/diploma-policy.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。  

① アドミッション・ポリシーは、学生募集要項に明記し広く配布するとともに、ウェブサイトに掲載し、公表、

周知している。  

② カリキュラム・ポリシー、研究室教育ポリシー及びディプロマ・ポリシーについては、履修案内に明記し学

生、教員等へ配付するとともに、ウェブサイトに掲載し、公表、周知している。 
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観点10－１－③： 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第172条の２に規定される事項を含

む。）が公表されているか。 

【観点に係る状況】 

学校教育法施行規則第172条の２に規定されている教育情報、決算、財務諸表、事業報告書、認証評価自己評

価書、自己点検・評価報告書及びその外部評価報告書、法人の業務実績報告書等の教育研究活動等についての情

報についてウェブサイトを通じて広く社会へ公表している。特に教育情報については、「教育」ページに専用のバ

ナーを置いて一元的に掲載することにより、容易にアクセスできるようにしている（資料10-1-③-A、資料10-1-

③-B、P145資料 9-1-③-A、P165資料 9-3-①-E参照）。また、教員の業績等については「研究者総覧」や「教員

紹介」としてウェブサイトに掲載し、公表している。さらに、ソーシャルメディアの一部である Facebookを活用

し、日々の教育研究活動等について情報発信している（資料10-1-③-C、資料10-1-③-D、資料10-1-③-E）。 
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資料10-1-③-A 教育情報のウェブサイトでの公表 
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（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/education/publish/） 
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資料10-1-③-B  決算、財務諸表、事業報告書のウェブサイトでの公表 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/about/disclosure/corporation/accounting.html） 
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資料10-1-③-C 研究者総覧のウェブサイトでの公表 

 

 （日本語版） 
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（英語版） 

（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/profiles/ 

https://www.jaist.ac.jp/profiles/index_e.php） 
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資料10-1-③-D 研究のウェブサイト 
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（出典：本学ウェブサイト https://www.jaist.ac.jp/research/） 
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資料10-1-③-E Facebookを活用した情報発信 

 

（出典：本学ウェブサイト https://www.facebook.com/jaist.ac/） 
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【分析結果とその根拠理由】 

観点で求める内容を満たしていると判断する。根拠理由は以下のとおり。 

① 学校教育法施行規則172条の２に規定されている教育情報の公開については、ウェブサイトからアクセス

しやすい形で公表している。 

② 業務実績報告書、自己点検・評価報告書、財務諸表等については、ウェブサイトに掲載し、公表している。

③ 教員の業績等については、「研究者総覧」や「教員紹介」としてウェブサイトに掲載し、公表している。 

④ ソーシャルメディアの一部であるFacebookを活用し、日々の教育研究活動等について情報発信している。

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

該当なし 

【改善を要する点】 

該当なし 
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基準 観点 別添資料番号・根拠資料データ名 出典

基準１
大学の目的

-

別添資料2-1-⑤-1　グローバルコミュニケーションセンター教育・研修プログラム（履修案内P30-31） 履修案内P30-31
別添資料2-1-⑤-2　ナノマテリアルテクノロジープログラム（履修案内P73） 履修案内P73
別添資料2-2-①-1　学系会議議事日程（平成28年２月） 共通事務管理課提供資料
別添資料2-2-①-2　教育研究専門委員会審議事項一覧（平成28年度） 教育支援課提供資料
別添資料3-1-④-1　助教から講師への昇任制度 人事労務課提供資料
別添資料3-1-④-2　教員人事のプレゼンテーションの概要等 人事労務課提供資料
別添資料3-2-②-1　教員業績評価（月給制） 人事労務課提供資料
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